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(注）１．文中における数値は、単位未満の端数は四捨五入によっているため、合計において合致しない場合があります。

ただし、剰余金の処理、企業会計の考え方で作成されている貸借対照表については、単位未満の端数は切り捨て

て処理している場合があります。 

２．文中における各予算の各数値は、特に説明のない限り、当初予算額です。 
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■■  特特別別会会計計制制度度のの創創設設以以来来のの経経緯緯 

我が国の特別会計制度は、明治 23 年の第 1 回帝国議会開会を前に、明治 22 年の「会計

法」の制定により、発足しました（それ以前の明治初期には、一般会計の前身である「常用

部」のほか、特別会計の前身である「別途会計」が設けられていました。最初の「別途会計」

は、明治 2 年、造幣局が設置されたのが最初です）。 

＜参照条文＞ 旧会計法 

第 39 条 特別ノ須要ニ因リ本法ニ準拠シ難キモノアルトキハ特別会計ヲ設置スルコトヲ得 

２ 特別会計ヲ設置スルハ法律ヲ以テ定ムヘシ 

 

明治 23 年度予算においては、33 個の特別会計が設置されました。その後、戦前財政にお

いては、特別会計の増加傾向が見られ、そのピークの明治 39 年には、60 個の特別会計があ

りました。その大きな部分を占めたのは各帝国大学や師範学校などの高等教育機関に関するも

のであり、その数は、明治 39 年で 34 特別会計を数えていましたが、明治 40 年に、それら

は「東京帝国大学」、「京都帝国大学」及び「直轄諸学校及び帝国図書館」の 3 特別会計に

まとめられています。その後、戦争の激化に伴い、再び特別会計の数は増加しました。 

戦後、新たに「財政法」が制定され、特別会計は一旦整理されますが、その後、我が国の財

政需要の拡大と行政の多様化等に伴い、特別会計の新設と改廃が行われ、その総数は次第に増

加していきました。しかし、昭和 40 年代半ば以降、特別会計の設置は抑制的に行われてお

り、その総数は減少しています。特に、昭和 50 年代以降は、昭和 59 年度に特許特別会計、

60 年度に登記特別会計が設けられたことを最後に平成 23 年度まで新設の特別会計はありま

せん。なお、平成 24 年度において東日本大震災復興特別会計が新設されています。 

＜参照条文＞ 財政法 

第 13 条 国の会計を分つて一般会計及び特別会計とする。 

２ 国が特定の事業を行う場合、特定の資金を保有してその運用を行う場合その他特定の歳入を以て特定の歳

出に充て一般の歳入歳出と区分して経理する必要がある場合に限り、法律を以て、特別会計を設置するもの

とする。  

図図 11--22  特特別別会会計計のの数数のの推推移移  

 

（注）平成 24 年度においては、東日本大震災復興特別会計が新設されています。

0

10

20

30

40

50

60

70

明23 M34 T1 T12 S9 S20 S31 S42 S53 H1 平12 H23 令４

発足時
33
（明23）

最大60
（明39）

戦後

整理時

25
（昭22）

戦後最大45
（昭41・42）

38

造幣局、印刷局特会、

郵政3特会廃止

（平15）

［特会個数]

特特別別会会計計法法

31⇒⇒17
（平18⇀平23）

特特会会改改革革法法

18⇒⇒15
（平25⇀平26）

令令和和44年年度度
13

1111

第Ⅰ編　特別会計総論

3



  

 

■■  特特別別会会計計制制度度のの創創設設以以来来のの経経緯緯 

我が国の特別会計制度は、明治 23 年の第 1 回帝国議会開会を前に、明治 22 年の「会計

法」の制定により、発足しました（それ以前の明治初期には、一般会計の前身である「常用

部」のほか、特別会計の前身である「別途会計」が設けられていました。最初の「別途会計」

は、明治 2 年、造幣局が設置されたのが最初です）。 

＜参照条文＞ 旧会計法 

第 39 条 特別ノ須要ニ因リ本法ニ準拠シ難キモノアルトキハ特別会計ヲ設置スルコトヲ得 

２ 特別会計ヲ設置スルハ法律ヲ以テ定ムヘシ 

 

明治 23 年度予算においては、33 個の特別会計が設置されました。その後、戦前財政にお

いては、特別会計の増加傾向が見られ、そのピークの明治 39 年には、60 個の特別会計があ

りました。その大きな部分を占めたのは各帝国大学や師範学校などの高等教育機関に関するも

のであり、その数は、明治 39 年で 34 特別会計を数えていましたが、明治 40 年に、それら

は「東京帝国大学」、「京都帝国大学」及び「直轄諸学校及び帝国図書館」の 3 特別会計に

まとめられています。その後、戦争の激化に伴い、再び特別会計の数は増加しました。 

戦後、新たに「財政法」が制定され、特別会計は一旦整理されますが、その後、我が国の財

政需要の拡大と行政の多様化等に伴い、特別会計の新設と改廃が行われ、その総数は次第に増

加していきました。しかし、昭和 40 年代半ば以降、特別会計の設置は抑制的に行われてお

り、その総数は減少しています。特に、昭和 50 年代以降は、昭和 59 年度に特許特別会計、

60 年度に登記特別会計が設けられたことを最後に平成 23 年度まで新設の特別会計はありま

せん。なお、平成 24 年度において東日本大震災復興特別会計が新設されています。 

＜参照条文＞ 財政法 

第 13 条 国の会計を分つて一般会計及び特別会計とする。 

２ 国が特定の事業を行う場合、特定の資金を保有してその運用を行う場合その他特定の歳入を以て特定の歳

出に充て一般の歳入歳出と区分して経理する必要がある場合に限り、法律を以て、特別会計を設置するもの

とする。  

図図 11--22  特特別別会会計計のの数数のの推推移移  

 

（注）平成 24 年度においては、東日本大震災復興特別会計が新設されています。

0

10

20

30

40

50

60

70

明23 M34 T1 T12 S9 S20 S31 S42 S53 H1 平12 H23 令４

発足時
33
（明23）

最大60
（明39）

戦後

整理時

25
（昭22）

戦後最大45
（昭41・42）

38

造幣局、印刷局特会、

郵政3特会廃止

（平15）

［特会個数]

特特別別会会計計法法

31⇒⇒17
（平18⇀平23）

特特会会改改革革法法

18⇒⇒15
（平25⇀平26）

令令和和44年年度度
13

第Ⅰ編　特別会計総論

4



1111

第Ⅰ編　特別会計総論

5



第Ⅰ編　特別会計総論

6



1111

第Ⅰ編　特別会計総論

7



 

 

会計においては、特別会計ごとの支払元受高を超えて支出することはできないことが規定さ

れています。 

 

＜参照条文＞ 特別会計に関する法律施行令（平 19 政 124） 

（支払元受高） 

第 13 条 各特別会計（国債整理基金特別会計を除く。）においては、当該年度の収納済歳入額、法第十五条第

一項の規定による一時借入金、融通証券の発行による収入金及び繰替金、同条第三項の規定による繰替金並

びに同条第五項の規定による繰替金をもって支払元受高とし、歳出を支出するには、この支払元受高を超過

することができない。 

このため、各特別会計は、支払に供する現金に不足が生じる場合も、一般会計及び他の特

別会計からの資金の融通を受けずに、自己の負担において一時借入金の借入れ等を行うこと

で、支払に必要な現金を調達しなければならず、特別の歳入と特別の歳出を区分して経理す

るとの特別会計制度の趣旨を、資金繰りの面からも補完する仕組みとなっています。 

 

⑥ その他（一時借入金等、弾力条項など） 

特別会計には上記のほか、 

・ 一時的な資金不足に対応するための一時借入金等の制度 

・ 特別会計の事業量の増加等に応じて経費を増額する必要がある場合に、収入の増加を確

保することができる範囲内で支出の増加を認める弾力条項制度 

などがそれぞれの特別会計の性質に応じて設けられています。 
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１１．．歳歳入入歳歳出出予予算算（（令令和和 44 年年度度当当初初予予算算））  

((11))  歳歳出出予予算算  

①①  歳歳出出総総額額  

各特別会計の歳出予算額を単純に合計したものを、（特別会計）歳出総額といいます。 

令和４年度当初予算における歳出総額は、467.3 兆円（対前年度▲26.4 兆円）であ

り、下図のとおり、国債整理基金特別会計 245.8 兆円、年金特別会計 96.9 兆円、交付

税及び譲与税配付金特別会計 50.0 兆円、財政投融資特別会計 48.6 兆円で大半を占め

ています。 

図図 22--11  特特別別会会計計歳歳出出総総額額のの推推移移  

 

 ②②  歳歳出出純純計計額額  

上記の歳出総額の中には、会計間相互の重複計上額等が相当額含まれています。 

これは、企業でいえば、倉庫から工場への材料の移出や工場同士の間での製品の移出

入といった内部取引に当たるものです。例えば、国債整理基金特別会計は、国全体の債務

の整理状況を明確化する観点から、債務を一括管理するため、一般会計の国債の他、他の

特別会計の借入金等の償還も行っており、各特別会計から償還財源を国債整理基金特別

会計に繰り入れた上で、国債整理基金特別会計から償還を行っています。つまり、繰入元

の特別会計の歳出（国債整理基金特別会計への繰入れ）だけでなく、国債整理基金特別会

計の歳出（国債整理支出）としても計上され、単純に合計すると、倍の歳出があるように

見えるのです。 

特別会計歳出総額からこうした会計間相互の重複計上額や借換償還額を除いたものを、

（特別会計）歳出純計額といいます。令和 4 年度当初予算における歳出純計額は 218.5

兆円（対前年度▲26.8 兆円）となります。 

（注）総額・純計などの考え方については、Ｐ25 からの第 4 章「国の財政規模の見方」もご参照下さい。 

歳出純計額の内訳は、①国債償還費等 92.9 兆円（対前年度▲6.8 兆円）、②社会保障

給付費 73.6 兆円（対前年度＋0.2 兆円）、③財政融資資金への繰入れ 25.0 兆円（対前
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年度▲20.0 兆円）、④地方交付税交付金等 19.8 兆円（対前年度▲0.1 兆円）、⑤復興経

費 0.7 兆円（対前年度▲0.0 兆円）、及び⑥その他 6.6 兆円（対前年度▲0.1 兆円。（3）

で後述。）となっています。 

 

図図 22--22  特特別別会会計計のの歳歳出出規規模模ににつついいてて（（令令和和 44 年年度度当当初初予予算算））  

  

 

  ((22))  歳歳入入予予算算  

①①  歳歳入入総総額額  

歳入総額は、令和 4 年度当初予算で 470.5 兆円（対前年度▲25.2 兆円）であり、主

要な経費別に見てみると、次のとおりです。 

・公債金及び借入金 222.7 兆円（対前年度▲15.9 兆円） 

（国債整理基金特別会計借換債 152.9 兆円、交付税及び譲与税配付金特別会計借入

金 29.6 兆円、財政投融資特別会計 25.0 兆円等） 

・一般会計より受入 56.4 兆円（対前年度＋0.7 兆円） 

（国債整理基金特別会計 24.3 兆円、交付税及び譲与税配付金特別会計 15.9 兆円、

年金特別会計 14.8 兆円等） 

・保険料及び再保険料収入 47.9 兆円（対前年度＋1.4 兆円） 

（年金特別会計 44.7 兆円、労働保険特別会計 3.1 兆円等） 

なお、一部の特別会計で歳入予算と歳出予算の額に差があるため、歳入総額と歳出総

額は一致しません。詳細は、第Ⅱ編の各特別会計の『（３）特別会計の現状』をご覧くだ

さい。 

 

②②  歳歳入入純純計計額額 

歳入総額の中には、上記のとおり、一般会計より受け入れた額が 56.4 兆円含まれて

います。特別会計歳入総額からこうした会計間相互の重複計上額等を除いたものを、（特

別会計）歳入純計額といい、令和 4 年度当初予算における歳入純計額は 165.7 兆円（対

前年度▲26.0 兆円）となります。 

 

平成
17年度

… 平成
29年度

平成
30年度

令和
元年度

令和
2年度

令和
3年度

令和
４年度

17.2 … 7.9
〔 5.6 〕

7.7
〔 5.7 〕

7.9
〔 6.1 〕

7.9
〔 6.2 〕

7.4
〔 6.6 〕

7.3
〔 6.6 〕

国債償還費等

92.9兆円
（99.7 ）

財政融資
資金への
繰入れ

25.0兆円

○ 年金や健康保険給付費など、法律に基づく社会保障
給付そのものにかかる費用

○ 地方財政対策（うち、震災復興特別交付税 0.1兆円）

○ 財投貸付の原資として、財投債の発行により調達した資金の繰入れ

純計額 221188..55兆兆円円

社会保障

給付費

73.6兆円

※一般会計から特別会計への繰入額は56.4兆兆円円 （国債整理基金特会24.3兆円、交付税特会15.9兆円、年金特会14.8兆円など）

○ 国債の償還や利子の支払いに必要な費用

国債の借換え
152.9兆円
（ 147.2 ）

歳出純計額から国債償還費、社会

保障給付費等を除いた額の推移

（単位：兆円）

（注）平成29年度～令和4年度の下段は、復興経費を除いた額。

（ ）内は令和３年度当初予算

○ 復興経費 0.7兆円

66..66
兆兆円円

（245.3）

特別会計の歳出総額 446677..33兆兆円円
（（449933..77））

（0.8）

（0.1）

※予算の組替えのため、各年度の当初予算成立時点の数値と異なる場合がある。

（73.3）（45.0）（19.8）

地方交付
税交付金

等
19.8兆円

会計間・勘定間

のやりとり

95.9兆円
（ 101.2 ）

1111

第Ⅰ編　特別会計総論

11



 

年度▲20.0 兆円）、④地方交付税交付金等 19.8 兆円（対前年度▲0.1 兆円）、⑤復興経

費 0.7 兆円（対前年度▲0.0 兆円）、及び⑥その他 6.6 兆円（対前年度▲0.1 兆円。（3）

で後述。）となっています。 

 

図図 22--22  特特別別会会計計のの歳歳出出規規模模ににつついいてて（（令令和和 44 年年度度当当初初予予算算））  

  

 

  ((22))  歳歳入入予予算算  

①①  歳歳入入総総額額  

歳入総額は、令和 4 年度当初予算で 470.5 兆円（対前年度▲25.2 兆円）であり、主

要な経費別に見てみると、次のとおりです。 

・公債金及び借入金 222.7 兆円（対前年度▲15.9 兆円） 

（国債整理基金特別会計借換債 152.9 兆円、交付税及び譲与税配付金特別会計借入

金 29.6 兆円、財政投融資特別会計 25.0 兆円等） 

・一般会計より受入 56.4 兆円（対前年度＋0.7 兆円） 

（国債整理基金特別会計 24.3 兆円、交付税及び譲与税配付金特別会計 15.9 兆円、

年金特別会計 14.8 兆円等） 

・保険料及び再保険料収入 47.9 兆円（対前年度＋1.4 兆円） 

（年金特別会計 44.7 兆円、労働保険特別会計 3.1 兆円等） 

なお、一部の特別会計で歳入予算と歳出予算の額に差があるため、歳入総額と歳出総

額は一致しません。詳細は、第Ⅱ編の各特別会計の『（３）特別会計の現状』をご覧くだ

さい。 

 

②②  歳歳入入純純計計額額 

歳入総額の中には、上記のとおり、一般会計より受け入れた額が 56.4 兆円含まれて

います。特別会計歳入総額からこうした会計間相互の重複計上額等を除いたものを、（特

別会計）歳入純計額といい、令和 4 年度当初予算における歳入純計額は 165.7 兆円（対

前年度▲26.0 兆円）となります。 

 

平成
17年度

… 平成
29年度

平成
30年度

令和
元年度

令和
2年度

令和
3年度

令和
４年度

17.2 … 7.9
〔 5.6 〕

7.7
〔 5.7 〕

7.9
〔 6.1 〕

7.9
〔 6.2 〕

7.4
〔 6.6 〕

7.3
〔 6.6 〕

国債償還費等

92.9兆円
（99.7 ）

財政融資
資金への
繰入れ

25.0兆円

○ 年金や健康保険給付費など、法律に基づく社会保障
給付そのものにかかる費用

○ 地方財政対策（うち、震災復興特別交付税 0.1兆円）

○ 財投貸付の原資として、財投債の発行により調達した資金の繰入れ

純計額 221188..55兆兆円円

社会保障

給付費

73.6兆円

※一般会計から特別会計への繰入額は56.4兆兆円円 （国債整理基金特会24.3兆円、交付税特会15.9兆円、年金特会14.8兆円など）

○ 国債の償還や利子の支払いに必要な費用

国債の借換え
152.9兆円
（ 147.2 ）

歳出純計額から国債償還費、社会

保障給付費等を除いた額の推移

（単位：兆円）

（注）平成29年度～令和4年度の下段は、復興経費を除いた額。

（ ）内は令和３年度当初予算

○ 復興経費 0.7兆円

66..66
兆兆円円

（245.3）

特別会計の歳出総額 446677..33兆兆円円
（（449933..77））

（0.8）

（0.1）

※予算の組替えのため、各年度の当初予算成立時点の数値と異なる場合がある。

（73.3）（45.0）（19.8）

地方交付
税交付金

等
19.8兆円

会計間・勘定間

のやりとり

95.9兆円
（ 101.2 ）

 

((33))  歳歳出出純純計計額額ののそそのの他他 66..66 兆兆円円のの内内訳訳  

図 2-3 にある、特別会計の歳出純計額のうち国債償還費等を除いた、その他 6.6 兆円

（対前年度▲0.1 兆円）の内訳を見ると、保険事業（事務取扱費等）の歳出が 3.0 兆円

を占め、続いてエネルギー対策の経費が 1.1 兆円となっており、食料安定供給の経費が

0.9 兆円、その他の特別会計の経費は 1.6 兆円となっています。 

一方、6.6 兆円の財源についてみると、各特別会計の固有収入である保険料、負担金及

び手数料等が 5.4 兆円であり、残りの 1.2 兆円は一般会計からの繰入れでまかなわれて

います。ただし、一般会計からの繰入れ 1.2 兆円の中には一般会計経由の特定財源 0.8

兆円が含まれており、これを除いた純粋な一般会計からの繰入れは 0.4 兆円（対前年度

比▲32.6 億円）となっています（うち 0.2 兆円は食料安定供給特別会計、0.2 兆円は保

険事業）。 

 

 

  

図図 22--33  そそのの他他 66..６６兆兆円円のの内内訳訳ににつついいてて（（令令和和４４年年度度当当初初予予算算））  
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特別会計の「決算上の剰余金」とは、各特別会計における歳入歳出の単純な差額です。各

特別会計は、経理する事務及び事業に応じてそれぞれ固有の歳入歳出構造を有しており、歳

入歳出の差額である剰余金も、特別会計毎にその性格が異なっています。そうした前提の上

で、令和３年度の特別会計の剰余金を単純に合計すると、国債整理基金特別会計を除き、

11.4 兆円となります（国債整理基金特別会計の剰余金 3.1 兆円を加えた合計額は 14.5 兆

円）。 
 

この剰余金の処理については、特別会計法第８条等の規定に基づき、①積立金への積立

て又は資金への組入れ（4.7 兆円）、②翌年度の特別会計歳入への繰入れ（5.2 兆円）、③一

般会計への繰入れ（1.4 兆円）が行われています。 

主な特別会計及び勘定の剰余金とその処理については以下のとおりです（図 2-4）。 

 年金特別会計のうち、年金給付業務に係る３勘定（基礎年金・国民年金・厚生年金）：3.1 兆円 

主な発生要因は、年金給付費が予定を下回ったこと及び保険料収入が予定を上回っ

たことです。この剰余金は、令和４年度以降の年金給付等に充てるため、積立金とし

て積み立てます。 

 外国為替資金特別会計：2.3 兆円 

主な発生要因は、運用収益（保有外貨資産と円建負債（政府短期証券）の金利差）

です。この剰余金は、外国為替資金へ 0.6 兆円を組み入れ、令和４年度特会歳入に

0.3 兆円、令和４年度一般会計歳入に 1.4 兆円を繰り入れます。 

 労働保険特別会計（雇用勘定）：1.7 兆円  

主な発生要因は、雇用保険財政の安定を図るため、一般会計からの受入れがあった

ことです。この剰余金は、令和４年度以降の失業等給付費に充てるため、積立金とし

て積み立てます。 

 交付税及び譲与税配付金特別会計：1.7 兆円  

主な発生要因は、地方交付税交付金の支出残額の翌年度繰越等です。この剰余金は、

令和４年度の地方交付税交付金等に充てるため、令和４年度特会歳入に繰り入れます。 

 エネルギー対策特別会計（エネルギー需給勘定）：0.6 兆円 

主な発生要因は、事業計画の変更等による事業繰越しがあったことです。この剰余

金は、令和４年度に繰り越しされた補助事業等に充てるため、令和４年度特会歳入に

繰り入れます。 

  

２２．．剰剰余余金金（（令令和和３３年年度度決決算算））  
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２２．．剰剰余余金金（（令令和和３３年年度度決決算算））  

 

 

図図 22--44  主主なな特特別別会会計計（（勘勘定定））のの剰剰余余金金のの概概要要（（令令和和３３年年度度決決算算）） 

 

 その他決算の詳細につきましては、下記の財務省ウェブサイトをご覧ください。 

財務省「令和３年度決算」 

https://www.mof.go.jp/policy/budget/budger_workflow/account/fy2021/index.html 

  

 

特特別別会会計計（（勘勘定定）） 剰剰余余金金額額 主主なな発発生生要要因因 主主なな処処理理

年金 3.7兆円

(基礎年金・国民年金・
厚生年金)

(3.1兆円)
・年金給付費が予定を下回ったこと

・保険料収入が予定を上回ったこと

・令和４年度以降の年金給付等に充てるため、
積立金として積立て

外国為替資金 2.3兆円
・運用収益（保有外貨資産と円建負債（政
府短期証券）の金利差）

・外国為替資金に0.6兆円組入れ、令和４年
度特会歳入に0.3兆円繰入れ、令和４年度一
般会計歳入に1.4兆円繰入れ

労働保険 1.9兆円

(雇用) (1.7兆円)
・雇用保険財政の安定を図るため、一般会
計からの受入れがあったこと

・令和４年度以降の失業等給付費に充てるた
め、積立金として積立て

交付税及び譲与税配付金 1.7兆円
・地方交付税交付金の支出残額を翌年度に
繰り越したこと

・令和４年度の地方交付税交付金等に充てる
ため、令和４年度特会歳入に繰入れ

エネルギー対策 0.7兆円

(エネルギー需給) (0.6兆円)
・事業計画の変更等による事業繰越しが
あったこと

・令和４年度に繰り越しされた補助事業等に
充てるため、令和４年度特会歳入に繰入れ

国債整理基金 基金残高3.0兆円（国債入札の偶発的な未達に備え、一定の水準を維持）
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  ■■  不不用用  

歳出予算の経費の金額のうち、結果として使用する必要がなくなった額のことを

「不用」といいます。 

歳出予算は、財政民主主義の下、国会が政府に対し歳出の権限（必要な事業につい

て、一定の見積りに基づく歳出の上限）を付与するものであり、歳出義務を課すもの

ではありません。このため、予算成立後の事情の変更等により実際の歳出額が予算額

を下回ることがあります。また、予期し得ない事態の発生に備え予備費を計上する場

合がありますが、そのような事態が生じなければ、実際には支出されず、予備費は不

用として計上されます。このように、事前に予算として議決を受けなければならない

国の財政においては、ある程度の不用が生じることはやむを得ないと考えられます。 

令和３年度決算において、各特別会計の不用額を合計すると 20.6 兆円となります

が、国債整理基金特別会計において、各会計が負担する債務償還費等に不用が発生し

たこと等（5.6 兆円）、財政投融資特別会計において、財政融資資金への繰入れに不用

が発生したこと等（5.2 兆円）、年金特別会計において、一人当たり給付費が予定を下

回ったこと等（3.8 兆円）により発生したものが大部分を占めています。 

不用額は、剰余金発生の要因の１つとなります（下図 1）。剰余金の大部分は、年

金給付等、一定の使途に充てることが予定されており、積立金へ積み立てられたり、

当該特別会計の翌年度歳入へ繰り入れられたりしています。他方、剰余金のうち、一

般会計への繰入れが可能なものについては、特別会計法に基づき、これまでも活用し

てきているところです。 

ただし、歳出において不用が発生したとしても、それが全て剰余金（歳入歳出差

額）の発生につながるというものではありません。歳出の不用額と同じだけ歳入も減

少すれば、剰余金は発生しないのです（下図 2）。 

例えば、令和 3 年度決算において、国債整理基金特別会計では結果として 5.6 兆円

の不用が生じましたが、その一方で各会計から受入等も同額で減少しています。この

ように、歳出に不用が生じる一方で歳入が減少する場合、剰余金は発生しません。そ

の他の特別会計でも同様に剰余金の発生が抑制されているものがあります。 

なお、不用額は決算時に整理するだけでなく、各年度の補正予算において、その時点

での各事業・経費の執行状況等を勘案し、不用が見込まれる場合には、一般会計から特

別会計への繰入額を修正減少するなど、執行状況を踏まえた効率的な財政運営を行って

います。 
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の他の特別会計でも同様に剰余金の発生が抑制されているものがあります。 

なお、不用額は決算時に整理するだけでなく、各年度の補正予算において、その時点

での各事業・経費の執行状況等を勘案し、不用が見込まれる場合には、一般会計から特
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図図 22--55  特特別別会会計計のの積積立立金金等等のの内内訳訳（（令令和和３３年年度度決決算算処処理理後後））  
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図図 22--55  特特別別会会計計のの積積立立金金等等のの内内訳訳（（令令和和３３年年度度決決算算処処理理後後））  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

特別会計の財務状況に関する透明性を高め、国民に対する説明責任を一層果たしていく観

点から、全特別会計について、企業会計の考え方及び手法を参考とした、資産及び負債の状況

等を開示する財務書類を作成し、会計検査院の検査を経て、国会に提出しています。また、財

務書類を始め、特別会計の財務情報を、インターネット等により開示しています。 

(1) 特別会計の財務書類 

特別会計の財務書類については、財政制度等審議会において取りまとめられた作成基準

に基づき、平成 11 年度決算分から各特別会計の財務書類を各省庁において作成・公表し

ています。平成 14 年度決算分からは、一般会計の財務情報も含めて作成される「省庁別

財務書類」の一環として作成・公表しています。 

平成 19 年 3 月に成立した特別会計法において、特別会計の財務書類について、平成

19 年度決算分から会計検査院の検査を経て国会に提出することとされました。令和２年

度決算分の「特別会計財務書類」については、同法に基づき、令和４年 1 月に国会に提出

しました。 

この財務書類は、ストックの情報を開示する貸借対照表、フローの情報を開示する業務

費用計算書などから構成されています。 

（参考）国の財務書類の作成 

国の財政状況に関するストック及びフローの情報の充実を図るため、平成 15 年度決算分より、各省

庁において作成・公表されている省庁別財務書類の計数を基礎として、一般会計、特別会計を合算した

「国の財務書類」を作成・公表しています。令和２年度決算分については、令和４年 1 月に公表したと

ころです（国の財務書類に独立行政法人等を連結した「連結財務書類」は令和４年 3 月に公表）。なお、

平成 23 年度決算分より、「財務書類作成システム」を活用するなどし、作成・公表の早期化を図ってい

ます。 

（参考資料）「令和２年度国の財務書類」 

（ https://www.mof.go.jp/policy/budget/report/public_finance_fact_sheet/fy2020/kuninozaimugassan

2020.html） 

 

(2) インターネット等における情報開示 

各特別会計を所管している省庁においては、財務書類のほか、予算決算に関する情報、

剰余金・積立金等の考え方等、特別会計の財務情報をインターネット等により開示してい

ます。 

（注）国全体の財政状況の考え方については、P25 からの第 4 章「国の財政規模の見方」もご参照下さい。 

（参考）「各省庁において公表される各特別会計の財務情報等へのリンク」 

（https://www.mof.go.jp/policy/budget/report/public_finance_fact_sheet/fy2020/link.html） 

４４．．特特別別会会計計のの情情報報開開示示  
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■■ 特特別別会会計計のの貸貸借借対対照照表表   

 

特別会計の貸借対照表は、企業会計の考え方を活用し、特別会計の資産・負債（ストッ

ク）の状況を開示したものです。 

企業の貸借対照表では、払込資本と留保利益で構成される、出資者たる株主に帰属する

「株主資本」等が「純資産の部」に計上されています。一方、特別会計の貸借対照表で

は、これらの資本取引等の概念がないため、資産合計と負債合計の差額を「資産・負債差

額」として表示しています。 
 

令和２年度末における各特別会計のうち、「資産・負債差額」がプラス（資産超過）と

なっている例としては、①負債が他会計に計上されているもの（国債整理基金特別会

計）、②将来のリスクや支出に備えるための積立金等を有するもの（財政投融資特別会計

財政融資資金勘定、労働保険特別会計雇用勘定等）などが挙げられます。 

 

なお、特別会計に計上される資産には、有価証券や貸付金のように、見合いの負債（政

府短期証券や財投債）が存在しており、換金処分して他の財源に充てることができない資

産などが相当程度含まれているため、一部の特別会計に負債を上回る資産があったとして

も、必ずしも保有している資産を処分できるというわけではありません。そうした中で

も、外国為替資金特別会計の決算上の剰余金の一部など、個々の特別会計の制度の趣旨を

踏まえつつ、一般会計の財源として活用可能なものは積極的に活用しています。 

 

特別会計財務書類の資産・負債差額の主な例（令和２年度末） 

 

（注）国債整理基金特別会計は、負債が他会計に計上されており、資産・負債差額（14.1 兆円）は、国債の償

還のために一般会計から繰り入れられた財源の残高等です。 

 

会計名
資産・負債

差額
資産・負債差額の主な発生要因

外国為替資金特別会計 23.9兆円

外国為替資金に組み入れられた金額（27.4兆円）、資産評価益（3.6兆円）、為替換算差損（▲11.5兆
円）です。外国為替資金に組み入れられた金額は為替差損や金利差損などに備えて留保しているも
のになります。また、資産評価益は外貨証券等の時価の変動により生じるものであり、為替換算差損
は外国為替等の評価替えに伴って生じるものです。

財政投融資特別会計 16.5兆円
財政融資資金勘定における積立金（1.2兆円）及び投資勘定におけるNTT株式、JT株式等（14.5兆円）
です。積立金は将来生じうる損失に備えるために積み立てているものです。また、NTT株式等は政府
保有義務が課せられているため、保有しているものです。

国債整理基金特別会計 14.1兆円

基金残高（3.0兆円）、前倒債（9.4兆円）及び日本郵政株式（1.0兆円）です。基金残高は国債の将来の
償還財源として備える減債基金の役割を担っているものです。また、前倒債は翌年度の国債償還の
ために発行されたものであり、日本郵政株式は国債の償還財源にあてるため、保有していたもので
す。

年金特別会計 8.8兆円
基礎年金勘定における積立金（4.2兆円）です。これは昭和60年改正前に任意加入であった者の保険
料の運用利子等であり、将来の基礎年金給付等の財源に充てられるものです。

労働保険特別会計 3.6兆円
雇用勘定における積立金等（2.1兆円）です。これは保険料を財源とし、将来雇用情勢が急激に悪化し
た場合等に備えて積み立てているものです。

国有林野事業債務管理特別会計 ▲1.2兆円
借入金（1.2兆円）です。これは旧国有林野事業特別会計の財政融資資金及び民間金融機関からの
借入れの残高であり、同特別会計の廃止に伴い承継したものです。

東日本大震災復興特別会計 ▲4.0兆円
負債のうち公債（6.8兆円）及び資産のうち国債整理基金（1.4兆円）です。公債は東日本大震災からの
復興費用の財源に充てるために発行した復興債の残高で、国債整理基金は国債整理基金特別会計
の資産・負債差額のうち、復興債の償還財源の残高等です。

エネルギー対策特別会計 ▲5.3兆円
原子力損害賠償支援勘定における借入金（7.9兆円）です。これは原子力損害賠償・廃炉等支援機構
への交付国債の償還財源に充てるため、民間金融機関から借り入れたものです。

交付税及び譲与税配付金特別会計 ▲33.5兆円
借入金（31.2兆円）です。これは地方交付税交付金を支弁するため、財政融資資金及び民間金融機関
から借り入れたものです。

一般会計 ▲667.8兆円
財源不足（財源合計－業務費用合計）の累計です。これは、２年度の財源不足（▲55.2兆円）をはじ
め、過去の財源不足が累積しているものです。
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も、必ずしも保有している資産を処分できるというわけではありません。そうした中で
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踏まえつつ、一般会計の財源として活用可能なものは積極的に活用しています。 
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のになります。また、資産評価益は外貨証券等の時価の変動により生じるものであり、為替換算差損
は外国為替等の評価替えに伴って生じるものです。
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財政融資資金勘定における積立金（1.2兆円）及び投資勘定におけるNTT株式、JT株式等（14.5兆円）
です。積立金は将来生じうる損失に備えるために積み立てているものです。また、NTT株式等は政府
保有義務が課せられているため、保有しているものです。

国債整理基金特別会計 14.1兆円

基金残高（3.0兆円）、前倒債（9.4兆円）及び日本郵政株式（1.0兆円）です。基金残高は国債の将来の
償還財源として備える減債基金の役割を担っているものです。また、前倒債は翌年度の国債償還の
ために発行されたものであり、日本郵政株式は国債の償還財源にあてるため、保有していたもので
す。

年金特別会計 8.8兆円
基礎年金勘定における積立金（4.2兆円）です。これは昭和60年改正前に任意加入であった者の保険
料の運用利子等であり、将来の基礎年金給付等の財源に充てられるものです。

労働保険特別会計 3.6兆円
雇用勘定における積立金等（2.1兆円）です。これは保険料を財源とし、将来雇用情勢が急激に悪化し
た場合等に備えて積み立てているものです。

国有林野事業債務管理特別会計 ▲1.2兆円
借入金（1.2兆円）です。これは旧国有林野事業特別会計の財政融資資金及び民間金融機関からの
借入れの残高であり、同特別会計の廃止に伴い承継したものです。

東日本大震災復興特別会計 ▲4.0兆円
負債のうち公債（6.8兆円）及び資産のうち国債整理基金（1.4兆円）です。公債は東日本大震災からの
復興費用の財源に充てるために発行した復興債の残高で、国債整理基金は国債整理基金特別会計
の資産・負債差額のうち、復興債の償還財源の残高等です。

エネルギー対策特別会計 ▲5.3兆円
原子力損害賠償支援勘定における借入金（7.9兆円）です。これは原子力損害賠償・廃炉等支援機構
への交付国債の償還財源に充てるため、民間金融機関から借り入れたものです。

交付税及び譲与税配付金特別会計 ▲33.5兆円
借入金（31.2兆円）です。これは地方交付税交付金を支弁するため、財政融資資金及び民間金融機関
から借り入れたものです。

一般会計 ▲667.8兆円
財源不足（財源合計－業務費用合計）の累計です。これは、２年度の財源不足（▲55.2兆円）をはじ
め、過去の財源不足が累積しているものです。

  

 

１１．．「「行行政政改改革革のの重重要要方方針針」」及及びび「「行行政政改改革革推推進進法法」」  

本来、特別会計には、第 1 章でも述べたとおり、一般会計と区分経理することにより、特定の

事業や特定の資金の運用の状況を明確化するという意義があります。 

しかし他方で、 

・ 特別会計が多数設置されることは、予算全体の仕組みを複雑で分かりにくくし、財政の一 

覧性が阻害されるのではないか 

・ その数が多数に上り国民による監視が不十分となって無駄な支出が行われやすいのでは 

ないか 

・ 固有の財源により、不要不急の事業が行われているのではないか 

・ 多額の剰余金等が存在し財政資金の効率的な活用が図られていないのではないか 

といった問題点が指摘されてきたことも踏まえ、平成 15 年から平成 17 年にかけて、財政制度

等審議会において議論が行われ、制度の根本に立ち返った特別会計の見直しが検討されました。 

こうした議論を受けて、各特別会計に係る事務・事業の合理化・効率化を図り、国民への説明

責任を十分に果たすとともに、財政健全化への貢献を図るという観点から、全ての特別会計につ

いて、それぞれの設置趣旨にまで遡った徹底的な検討が行われ、そうした検討の結果が、平成 17

年 12 月 24 日に閣議決定された「行政改革の重要方針」に盛り込まれました。さらに、この重

要方針で定める特別会計改革の着実な実施のため、基本的な改革の方針、推進方策等を盛り込ん

だ「簡素で効率的な政府を実現するための行政改革の推進に関する法律」（平 18 法 47。平成

18 年 6 月 2 日施行。以下「行政改革推進法」といいます。）が制定されました。 

「行政改革の重要方針」においては、特別会計改革の基本的な方向性として、図 3-1 に示す

方針が掲げられました。 

 

 

図 3-１ 「行政改革の重要方針」の概要 

  

②② 財財政政健健全全化化へへのの貢貢献献
（（5年年間間でで20兆兆円円程程度度））

・資産・負債、剰余金・積立金等
のスリム化

①① 特特別別会会計計のの統統廃廃合合等等

・個別の特別会計の見直し

・事務・事業の合理化・効率化

・特別会計の設置要件の厳格化

・5年毎に設置の要否を見直し

③③ 国国のの財財政政状状況況のの透透明明化化

・一覧性・総覧性のある資料の充実

・企業会計の考え方に基づく資産・
負債などの会計情報の開示
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図 3-4 特別会計の統廃合 

 

 

図 3-3 特別会計・勘定一覧（令和 4 年度） 

  

 

特特別別会会計計・・勘勘定定ににつついいてて（（令令和和４４年年度度））

基礎年金勘定

国民年金勘定 保障勘定

厚生年金勘定 自動車検査登録勘定

⑤⑤　　財財政政投投融融資資特特別別会会計計 健康勘定 自動車事故対策勘定

財政融資資金勘定 子ども・子育て支援勘定 空港整備勘定

投資勘定　 業務勘定

特定国有財産整備勘定

農業経営安定勘定

エネルギー需給勘定 食糧管理勘定

電源開発促進勘定 農業再保険勘定

原子力損害賠償支援勘定 漁船再保険勘定

⑦⑦　　労労働働保保険険特特別別会会計計 漁業共済保険勘定

労災勘定 業務勘定

雇用勘定 国営土地改良事業勘定

徴収勘定

⑬⑬　　東東日日本本大大震震災災復復興興特特別別会会計計

⑧⑧　　年年金金特特別別会会計計

⑨⑨　　食食料料安安定定供供給給特特別別会会計計

⑥⑥　　エエネネルルギギーー対対策策特特別別会会計計

④④　　外外国国為為替替資資金金特特別別会会計計

⑩⑩　　国国有有林林野野事事業業債債務務管管理理特特別別会会計計

①①　　交交付付税税及及びび譲譲与与税税配配付付金金特特別別会会計計

②②　　地地震震再再保保険険特特別別会会計計

③③　　国国債債整整理理基基金金特特別別会会計計

⑪⑪　　特特許許特特別別会会計計

⑫⑫　　自自動動車車安安全全特特別別会会計計

は経過的な特会・勘定。

（特別会計の数の変遷）

○「特別会計に関する法律」（平成19年3月成立）… 3311⇒1177  〔18年度～23年度〕

○「特別会計に関する法律等の一部を改正する等の法律」（平成25年11月成立）… 1188⇒1155 （勘定数52→35）〔26年度〕

○「森林国営保険法等の一部を改正する法律」（平成26年4月成立）… 1155⇒1144  （勘定数35→34） 〔27年度〕

○「貿易保険法及び特別会計に関する法律の一部を改正する法律」（平成27年7月成立）…1144⇒1133  （勘定数34→33） 〔29年度〕

（注） 平成24年度から東日本大震災復興特別会計を時限的に設置している。また、平成24年度末に国有林野事業特別会計を廃止し、平成25年度から経過的に国有林野事業債務

管理特別会計を設置している。

特別会計・勘定について（令和４年度）

基礎年金勘定

国民年金勘定 保障勘定

厚生年金勘定 自動車検査登録勘定

⑤　財政投融資特別会計 健康勘定 自動車事故対策勘定

財政融資資金勘定 子ども・子育て支援勘定 空港整備勘定

投資勘定　 業務勘定

特定国有財産整備勘定

農業経営安定勘定

エネルギー需給勘定 食糧管理勘定

電源開発促進勘定 農業再保険勘定

原子力損害賠償支援勘定 漁船再保険勘定

⑦　労働保険特別会計 漁業共済保険勘定

労災勘定 業務勘定

雇用勘定 国営土地改良事業勘定

徴収勘定

⑬　東日本大震災復興特別会計

⑧　年金特別会計

⑨　食料安定供給特別会計

⑥　エネルギー対策特別会計

④　外国為替資金特別会計

⑩　国有林野事業債務管理特別会計

①　交付税及び譲与税配付金特別会計

②　地震再保険特別会計

③　国債整理基金特別会計

⑪　特許特別会計

⑫　自動車安全特別会計

は経過的な特会・勘定。

（特別会計の数の変遷）

○「特別会計に関する法律」（平成19年3月成立）… 3311⇒1177  〔18年度～23年度〕

○「特別会計に関する法律等の一部を改正する等の法律」（平成25年11月成立）… 1188⇒1155 （勘定数52→35）〔26年度〕

○「森林国営保険法等の一部を改正する法律」（平成26年4月成立）… 1155⇒1144  （勘定数35→34） 〔27年度〕

○「貿易保険法及び特別会計に関する法律の一部を改正する法律」（平成27年7月成立）…1144⇒1133  （勘定数34→33） 〔29年度〕

（注） 平成24年度から東日本大震災復興特別会計を時限的に設置している。また、平成24年度末に国有林野事業特別会計を廃止し、平成25年度から経過的に国有林野事業債務

管理特別会計を設置している。

特特別別会会計計
（（1188年年度度））

平平1199
年年度度

平平2200
年年度度

平平2211
年年度度

平平2222
年年度度

平平2233
年年度度

平平2244
年年度度

平平2255
年年度度

平平2266
年年度度

平平2277
年年度度

平平2288
年年度度

平平2299
年年度度

平平3300
年年度度

令令元元
年年度度

令令２２
年年度度

令令３３
年年度度

令令４４
年年度度

特特別別会会計計
（（1188年年度度））

平平1199
年年度度

平平2200
年年度度

平平2211
年年度度

平平2222
年年度度

平平2233
年年度度

平平2244
年年度度

平平2255
年年度度

平平2266
年年度度

平平2277
年年度度

平平2288
年年度度

平平2299
年年度度

平平3300
年年度度

令令元元
年年度度

令令２２
年年度度

令令３３
年年度度

令令４４
年年度度

交付税及び譲
与税配付金

国営土地改良事業 一般会計化 ※未完了借入事業の工事に関する経理は、食料安定供給特別会計において行うものとされている（経過勘定）

国有林野事業

地震再保険 特許

国債整理基金
自動車損害賠
償保障事業 自動車

安全

外国為替資金 自動車検査登録

財政融資資金
財政

投融資

空港整備
社会資
本整備
事業

自動車安全 ※空港整備事業等に関する経理は、自動車安全特別会計において行う
ものとされている（経過勘定）

産業投資
東日本大震災復興 （24年度より新設）

特定国有財産整備 一般会計化 ※未完了事業に関する経理は、財政投融資特別会計において行うものとされている（経過勘定）

石油及びエネル
ギー需給構造
高度化対策 エネル

ギー
対策

貿易再保険 廃止

電源開発促進
対策

道路整備

社会
資本
整備
事業

一般会計化

労働保険

労働
保険

治水

船員保険 港湾整備

国民年金
年金

都市開発資金
融通

厚生保険

森林保険 国立研究開発法人に移管

農業経営基盤
強化装置 食料

安定
供給

食料
安定
供給

食糧管理

農業共済再保険

漁船再保険及び漁
業共済保険

登記 一般会計化

国立高度専門
医療センター

独法化

（（注注））
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一一般般会会計計・・特特別別会会計計をを含含めめたた国国全全体体のの財財政政規規模模  

 
((11))  国国全全体体のの財財政政規規模模のの様様々々なな見見方方  

国の会計には、一般会計と特別会計がありますが、これらの会計は相互に完全に独立してい

るわけではなく、一般会計から特別会計へ財源が繰り入れられているなど、その歳出と歳入の

多くが重複して計上されています。また、各特別会計それぞれの性格や目的は多種多様であり、

その歳出の中にも性格の異なる様々なものがあります。 

このため、特別会計を含めた国全体の財政規模を見るうえでは、単純に一般会計と全特別会

計の総額を見るだけでなく、重複計上額及び国債の借換額を除いたり（重複計上額等を除いた

ものを純計額といいます。）、歳入・歳出のそれぞれの性格や目的に応じた整理を行ったうえで、

その規模を捉えることが求められます。 

((22))  総総額額ベベーーススでで見見たた国国全全体体のの財財政政規規模模  

まず、一般会計と全特別会計を単純に合計した総額ベースで国の財政を見てみましょう。総

額ベースで見た国の財政規模は、令和４年度当初予算では、歳入が 578.1 兆円（対前年度▲

24.2 兆円）、歳出が 574.9 兆円（対前年度▲25.4 兆円）となっています。 

((33))  純純計計ベベーーススでで見見たた国国全全体体のの財財政政規規模模  

①①  国国全全体体のの財財政政規規模模をを純純計計ベベーーススでで見見るる必必要要性性  

我が国の予算は、予算の全貌を明らかにする観点から、コストの重複計上による部分につ

いても、財政法第 14 条により、その歳入歳出につき各々その総額を予算に計上することと

しています（総計予算主義）。そのため、それらの歳入・歳出を単純に全て積み上げると、

実質的な国の財政規模をはるかに超えた額になってしまいます。 

例えば、一般会計から特別会計へ繰入れを行い、その特別会計で事業を行った場合、当該

事業費に相当する一般会計の歳入額（一般税収等）とともに、その特別会計にも重複して同

額の歳入額（一般会計からの繰入額）が計上されることから、総額ベースでは倍の歳入があ

るように見えます。同様に、歳出についても、特別会計の歳出額（当該事業費）だけでなく

一般会計にも同額の歳出額（特別会計への繰入額）が計上されて倍の歳出があるように見え

ます。 

 

（注１）国民経済計算（ＳＮＡ）による国民所得統計の計算に当たっては、企業の内部取引に当たる部分は重複

計上されないようになっています。その結果算出された令和２年度における我が国の経済規模 535.5 兆

円に占める公的需要は、144.6 兆円（政府最終消費支出 113.7 兆円、公的固定資本形成 30.9 兆円等）

となっています。 

（注 2）重複計上部分は、企業でいえば倉庫から工場への材料の移出や工場同士の間での製品の移出入といった

内部取引に当たるものです。 

 

このような会計のやり方は、資金のやり取りの内容の細かい部分まで正確に捉えること

ができますが、単純に加算したのでは見かけ上の規模が実際よりも大きくなってしまい、実

質的な規模を見るには適していません。  
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国の会計には、一般会計と特別会計がありますが、これらの会計は相互に完全に独立してい

るわけではなく、一般会計から特別会計へ財源が繰り入れられているなど、その歳出と歳入の

多くが重複して計上されています。また、各特別会計それぞれの性格や目的は多種多様であり、

その歳出の中にも性格の異なる様々なものがあります。 

このため、特別会計を含めた国全体の財政規模を見るうえでは、単純に一般会計と全特別会

計の総額を見るだけでなく、重複計上額及び国債の借換額を除いたり（重複計上額等を除いた

ものを純計額といいます。）、歳入・歳出のそれぞれの性格や目的に応じた整理を行ったうえで、

その規模を捉えることが求められます。 

((22))  総総額額ベベーーススでで見見たた国国全全体体のの財財政政規規模模  

まず、一般会計と全特別会計を単純に合計した総額ベースで国の財政を見てみましょう。総

額ベースで見た国の財政規模は、令和４年度当初予算では、歳入が 578.1 兆円（対前年度▲

24.2 兆円）、歳出が 574.9 兆円（対前年度▲25.4 兆円）となっています。 

((33))  純純計計ベベーーススでで見見たた国国全全体体のの財財政政規規模模  

①①  国国全全体体のの財財政政規規模模をを純純計計ベベーーススでで見見るる必必要要性性  

我が国の予算は、予算の全貌を明らかにする観点から、コストの重複計上による部分につ

いても、財政法第 14 条により、その歳入歳出につき各々その総額を予算に計上することと

しています（総計予算主義）。そのため、それらの歳入・歳出を単純に全て積み上げると、

実質的な国の財政規模をはるかに超えた額になってしまいます。 

例えば、一般会計から特別会計へ繰入れを行い、その特別会計で事業を行った場合、当該

事業費に相当する一般会計の歳入額（一般税収等）とともに、その特別会計にも重複して同

額の歳入額（一般会計からの繰入額）が計上されることから、総額ベースでは倍の歳入があ

るように見えます。同様に、歳出についても、特別会計の歳出額（当該事業費）だけでなく

一般会計にも同額の歳出額（特別会計への繰入額）が計上されて倍の歳出があるように見え

ます。 

 

（注１）国民経済計算（ＳＮＡ）による国民所得統計の計算に当たっては、企業の内部取引に当たる部分は重複

計上されないようになっています。その結果算出された令和２年度における我が国の経済規模 535.5 兆

円に占める公的需要は、144.6 兆円（政府最終消費支出 113.7 兆円、公的固定資本形成 30.9 兆円等）

となっています。 

（注 2）重複計上部分は、企業でいえば倉庫から工場への材料の移出や工場同士の間での製品の移出入といった

内部取引に当たるものです。 

 

このような会計のやり方は、資金のやり取りの内容の細かい部分まで正確に捉えること

ができますが、単純に加算したのでは見かけ上の規模が実際よりも大きくなってしまい、実

質的な規模を見るには適していません。  
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その代わりに過去に整備された公共事業資産の減価償却費を費用として認識します。 

一方、歳入面では、国債・財投債等の発行や借入金の借り入れによって現金を収納した場合、

国の会計上は歳入となりますが、企業会計ベースでは資産と負債が同時に増加することになる

ため財源として認識されません。このように、国の財政規模を企業会計ベースで見た場合、1

年間における国の租税等収入などの財源と行政活動にかかる費用にどの程度の乖離があるの

かを把握することができます。 

こうした企業会計ベースの国全体の財政規模は、「国の財務書類」（一般会計と特別会計の合

算）によると、令和２年度決算分で、費用が 190.7 兆円、財源が 131.7 兆円となっていま

す。 

費用と財源のギャップは、主に国債発行による収入が財源とはならないために生じるもので

あり、財源不足を表すものです。また、費用 190.7 兆円は、令和２年度の歳出純計決算額（現

金ベース）305.8 兆円を 115.1 兆円下回っていますが、発生主義でとらえることにより、債

務償還費といったストックの変動と認識される支出などを控除しているためです。 

図図 44--44  企企業業会会計計ベベーーススでで見見たた国国全全体体（（一一般般会会計計＋＋特特別別会会計計））のの財財政政規規模模（（令令和和２２年年度度決決算算分分））  

  

  

租税等収入

64.9 

社会保険料

55.2 

その他

の財源

11.6 

財源不足

59.1 

人

件

費

5.1 

社会保障給付費

54.6 

補助金・交付金等

85.3 

持続化給付金等

7.2 

地方交付税

交付金等

19.4 

支払

利息

6.4 

その他

12.6 

企業会計ベースで見た国の歳入：131.7兆円

企業会計ベースで見た国の歳出：190.7兆円
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（参考）企業会計ベースで見た一般会計の財政規模 

国の一般会計のみに着目して、特別会計とのやり繰りを含めた財政規模を企業会計ベースで見ると、令和２年度

決算分で、費用が 123.2 兆円、財源が 68.1 兆円となっています。すなわち、1 年間の業務費用を財源で賄いきれ

ず、大幅な財源不足となっております。 

 

図図 44--55  企企業業会会計計ベベーーススでで見見たた一一般般会会計計のの財財政政規規模模（（令令和和２２年年度度決決算算分分））  

  

人
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費

4.9 

補助金・交付金等
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持続化給付金等

7.2 

支払

利息

6.0 

特別会計への繰入

31.4 

その他

9.6 

租税等収入

60.8 

その他

の財源

7.2 

財源不足

55.2 

企業会計ベースで見た一般会計の歳入：68.1兆円

企業会計ベースで見た一般会計の歳出：123.2兆円

1111

第Ⅰ編　特別会計総論

29



 

（参考）企業会計ベースで見た一般会計の財政規模 

国の一般会計のみに着目して、特別会計とのやり繰りを含めた財政規模を企業会計ベースで見ると、令和２年度

決算分で、費用が 123.2 兆円、財源が 68.1 兆円となっています。すなわち、1 年間の業務費用を財源で賄いきれ

ず、大幅な財源不足となっております。 

 

図図 44--55  企企業業会会計計ベベーーススでで見見たた一一般般会会計計のの財財政政規規模模（（令令和和２２年年度度決決算算分分））  
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租税等収入
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7.2 

財源不足
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企業会計ベースで見た一般会計の歳入：68.1兆円

企業会計ベースで見た一般会計の歳出：123.2兆円
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本特別会計は、特定の事業の収支を経理する特別会計とは異なり、地方交付税、地方特例交付

金、交通安全対策特別交付金及び地方譲与税の配付や交付に関する経理を明確にするために設け

られている特別会計です。 

交付税及び譲与税配付金特別会計が経理している内容は以下のとおりです。 

①①   地方交付税交付金 

「地方交付税法」（昭 25 法 211）等に基づき、地方団体間の財源の均衡化を図り、地方

行政の計画的な運営を保障するため、国税収入（所得税、法人税、酒税、消費税）の一定割合

及び地方法人税の全額等を原資として、地方団体へ交付するものです。なお、消費税に係る

交付税法定率分の総額は、引上げ分の地方消費税とあわせて、地方単独事業を含む地方の社

会保障給付費の総額と比較し、社会保障財源となっていることを毎年度確認することとされ

ています。 
また、東日本大震災の復旧・復興事業に係る被災団体の財政負担を考慮するとともに、被

災団体以外の地方団体の負担に影響を及ぼすことがないよう、通常収支とは別枠で「震災復

興特別交付税」を確保し、事業実施状況に合わせて地方団体に交付するものです。 

②②   地方特例交付金 

個人住民税における住宅借入金等特別税額控除による減収額を補塡するため、地方公共団

体に交付するものです。 

（注）新型コロナウイルス感染症緊急経済対策における固定資産税の課税標準の特例による減収額を補塡するた

め、新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補塡特別交付金が地方特例交付金として地方公共団体に交付

されます。 

③③   交通安全対策特別交付金  

交通安全対策特別交付金は、昭和 43 年に「道路交通法」（昭 35 法 105）の改正により

創設された交通反則通告制度に基づき納付される反則金収入を原資として、交通事故の発生

を防止することを目的とし、地方公共団体が単独で行なう道路交通安全施設整備の経費に充

てるための財源として交付するものです。 

具体的には、「交通安全対策特別交付金等に関する政令」（昭 58 政 104）で定める、信号

機、道路標識、横断歩道橋等の道路交通安全施設の設置及び管理に関する経費に充てられま

す。 

④④    地方譲与税譲与金 

地方揮発油税、石油ガス税、特別法人事業税、自動車重量税、航空機燃料税及び特別とん税

の収入の全部又は一部を地方公共団体に譲与するものです。 

（注）森林環境譲与税譲与金を支弁するため、「地方税法等の一部を改正する法律」(令 2 法 5)附則第 32 条によ

る改正に基づき、令和 6 年度までは、地方公共団体金融機構の公庫債権金利変動準備金を活用することとさ

れています。 

 

（参考資料）（http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/c-zaisei/kouhu.html） 

 

 

（（２２））具具体体的的なな事事業業のの内内容容  
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（（３３））特特別別会会計計のの現現状状  
 

①①   歳歳入入歳歳出出予予算算（（令令和和４４年年度度当当初初予予算算））  

 

 

 

（注）歳入歳出差額が、14,640 億円あります。これは、前年度からの繰越金（令和４年度の地方交付税の財源として活

用するためのもの）・いわば期ズレとしての地方譲与税譲与金の未譲与（各譲与税法等に基づき、当該年度の最後の

譲与後における出納整理期間に係る租税収入は翌年度に譲与）・交通安全対策特別交付金の未交付（道路交通法の規

定に基づき、令和４年 2・3 月に収納された交通反則者納金は令和４年 9 月に交付）分などがあるためです。 

○歳入総額、歳出総額、 （参考）歳出純計額                    （単位：億円） 

歳歳入入総総額額  歳歳出出総総額額  ((参参考考))歳歳出出純純計計額額  

514,191（▲5,626） 499,551（▲18,497） 197,719（▲590）

○交付税及び譲与税配付金特別会計の歳入・歳出の内容              （単位：億円） 

(歳入)   

内内容容  額額  説説明明  

他会計より受入 160,786（▲2,959）  

  

  

  

一般会計より受入 159,367（▲653） 地方交付税交付金（156,558）、地方特例交付金

（2,267）及び交通安全対策特別交付金（541）財

源の受入見込額 

財政投融資特別 

会計より受入 

500（▲1,900） 森林環境譲与税の譲与額財源の受入見込額 

東日本大震災復興

特別会計より受入 

919（▲406） 地方交付税（東日本大震災に係る復旧・復興事業等

の実施のための震災復興特別交付税）交付金財源の

受入見込額 

他会計より受入
160,786（▲2,959）

〔うち一般会計より受入〕

159,367（▲653）

〔うち財投特会より受入〕

500（▲1,900）
〔うち復興特会より受入〕

919（▲406）

租税
42,627（+11,492）

借入金
296,123(▲13,500）

前年度剰余金受入等
14,655（▲660）

514,191
（▲5,626）

地方交付税交付金
168,907（▲6,804）

〔うち復興経費〕

929（▲397）

地方特例交付金
2,267(▲1,310）

地方譲与税譲与金
25,978（+7,516）

国債整理基金
特別会計へ繰入
301,832(▲17,907）

予備費等
32（▲1）

交通安全対策
特別交付金
535（+9）

499,551
（▲18,497）

【 歳入 】 【 歳出 】 （単位：億円） 
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（（３３））特特別別会会計計のの現現状状  
 

①①   歳歳入入歳歳出出予予算算（（令令和和４４年年度度当当初初予予算算））  

 

 

 

（注）歳入歳出差額が、14,640 億円あります。これは、前年度からの繰越金（令和４年度の地方交付税の財源として活

用するためのもの）・いわば期ズレとしての地方譲与税譲与金の未譲与（各譲与税法等に基づき、当該年度の最後の

譲与後における出納整理期間に係る租税収入は翌年度に譲与）・交通安全対策特別交付金の未交付（道路交通法の規

定に基づき、令和４年 2・3 月に収納された交通反則者納金は令和４年 9 月に交付）分などがあるためです。 

○歳入総額、歳出総額、 （参考）歳出純計額                    （単位：億円） 

歳歳入入総総額額  歳歳出出総総額額  ((参参考考))歳歳出出純純計計額額  

514,191（▲5,626） 499,551（▲18,497） 197,719（▲590）

○交付税及び譲与税配付金特別会計の歳入・歳出の内容              （単位：億円） 

(歳入)   

内内容容  額額  説説明明  

他会計より受入 160,786（▲2,959）  

  

  

  

一般会計より受入 159,367（▲653） 地方交付税交付金（156,558）、地方特例交付金

（2,267）及び交通安全対策特別交付金（541）財

源の受入見込額 

財政投融資特別 

会計より受入 

500（▲1,900） 森林環境譲与税の譲与額財源の受入見込額 

東日本大震災復興

特別会計より受入 

919（▲406） 地方交付税（東日本大震災に係る復旧・復興事業等

の実施のための震災復興特別交付税）交付金財源の

受入見込額 

他会計より受入
160,786（▲2,959）

〔うち一般会計より受入〕

159,367（▲653）

〔うち財投特会より受入〕

500（▲1,900）
〔うち復興特会より受入〕

919（▲406）

租税
42,627（+11,492）

借入金
296,123(▲13,500）

前年度剰余金受入等
14,655（▲660）

514,191
（▲5,626）

地方交付税交付金
168,907（▲6,804）

〔うち復興経費〕

929（▲397）

地方特例交付金
2,267(▲1,310）

地方譲与税譲与金
25,978（+7,516）

国債整理基金
特別会計へ繰入
301,832(▲17,907）

予備費等
32（▲1）

交通安全対策
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【 歳入 】 【 歳出 】 （単位：億円） 
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２２．．地地震震再再保保険険特特別別会会計計  
 

（（１１））概概要要  
 

地震再保険特別会計は、昭和 39 年の新潟地震を契機に、地震等による被災者の生活の安定に

寄与することを目的として、一定額以上の巨額な地震保険責任を国が再保険することを内容とし

た地震保険制度の実施に当たり、その経理の状況を明確にするために昭和 41 年に設置された特

別会計です。 

 

 

（（２２））具具体体的的なな事事業業のの内内容容  
 

地震再保険事業は、民間損害保険会社が引き受けた地震保険の責任の一部を政府が再保険す

るものです。具体的には、民間損害保険会社が引き受けた地震保険の契約は、すべて日本地震

再保険株式会社に再保険され、日本地震再保険株式会社はそれぞれの保険責任割合に応じて自

らが保有する分、民間損害保険会社に再度再保険する分と政府の地震再保険特別会計に再保険

する分に分けて出再（再保険を引き受けてもらうこと）します。 

 

地地震震再再保保険険特特別別会会計計のの仕仕組組みみ（（資資金金のの流流れれ））  

民間損害保険会社が引き受けた地震保険責任を政府が再保険し、再保険料の受入れ、管理・
運用のほか、民間のみでは対応できない巨大地震発生の際には、再保険金の支払いを行いま
す。  

 

  

※１ リスク配分のため、日本地震再保険株式会社から政府及び民間損害保険会社 
  へ再々保険。 
※２ 民間準備金残高の回復を図るため、令和２年４月以降の保険契約分より一時的 

に再保険割合を官民３：７とする特例配分を実施しています（P41 参照）。 

（注）保険金の支払いは以下のとおり。
通常頻繁に発生する地震･･･すべて民間保険会社等
巨大地震･･･上記に加え政府と民間がそれぞれ1/2

超巨大地震･･･上記に加え12.0兆円を限度として、
政府が約99.75%、民間が約0.25%

日本地震再保険株式
会社の保有分

約69%
再保険料

再保険金

民

間

損

害

保

険

会

社

日

本

地

震

再

保

険

株

式

会

社

再保険料

剰余金
預託

預託金
利子

政 府

保険契約者

保険料

保険金

約30%

約1%

地震再保険
特 別 会 計

財政投融資
特 別 会 計

＜再々保険＞

約1%

政
府
再
保
険
金

※１

※１

特例配分における割合（官民３：７）
（※２）
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３３．．国国債債整整理理基基金金特特別別会会計計  
 

（（１１））概概要要  
 

 国債整理基金特別会計は、一般会計において発行された公債を中心に、国全体の債務の整理状

況を明らかにすることを目的とし、一般会計及び特別会計からの繰入資金等を財源として公債、

借入金等の償還及び利子等の支払いを行う経理を他の会計と区分するために設置された特別会

計です。 
 

一般会計において発行された公債等は、一般会計から国債整理基金特別会計への繰入資金や、

特別会計法の規定により発行される借換債の発行収入金等を償還財源として本特別会計から償

還が行われるとともに、一般会計からの繰入資金を財源として本特別会計から利払いも行ってい

ます。 

また、他の特別会計の借入金等の償還・利払い等についても本特別会計で一元的に経理してい

ます。 

 

 

 

国国債債整整理理基基金金特特別別会会計計のの仕仕組組みみ  

 一般会計及び特別会計からの繰入資金等を財源として、公債、借入金等の償還及び利子等

の支払いを一元的に経理しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

国債整理基金
特別会計

一般会計

公債等の償還費・

利子財源の繰入

特別会計

借入金等の償還費・

利子財源の繰入

市 場

公債・借入金等の

償還、利払い

借換債

借入金等に

よる調達

公債の発行等に

よる調達
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（（２２））具具体体的的なな事事業業のの内内容容  
 

本特別会計は、一般会計において発行された公債を中心に、国全体の債務状況を明らかにする

ことを目的とした整理区分会計であるとともに、定率繰入等の形で一般会計から資金を繰入れ、

普通国債等の償還財源として備える「減債基金」の役割を担っています。 

 また、国債整理基金は、一般会計や他の特別会計からの繰入れや、国債整理基金特別会計に所

属する政府保有株式の売却収入のほか、借換債の発行収入金等、全ての償還財源を受け入れ、蓄

積し、支出する仕組みになっています。 

 なお、本特別会計は、減債基金としての役割のほか、国全体の債務の状況を明らかにする役割

を担っており、この観点から、他の特別会計において発行された公債・借入金等の償還も本特別

会計を通じて償還されることとなっています。 

 以下では、①～③において減債制度を適用する国債の償還財源をその種類ごとに解説し、④に

おいて他の特別会計の公債・借入金等の償還財源について解説します。 

 

①  一般会計負担の公債（年金特例公債を除く）の償還財源 

 

（ア）一般会計からの償還財源 

  一般会計から国債整理基金へ繰り入れられる償還財源には、次の３つがあります。 

 Ａ 定率繰入（前年度期首国債総額の 100 分の 1.6） 

   定率繰入は、特別会計法第 42 条第１項に基づく繰入れです。具体的には、前年度期首に

おける国債総額（額面金額による残高ベ－ス）の 100 分の 1.6 に相当する金額を、一般会

計から国債整理基金に繰り入れることとされています。ただし、割引国債については、定率

繰入の計算上、発行価格を額面金額とみなすこととされ（特別会計法第 42 条第 3 項）、割

引国債の発行価格と額面金額との差減額（いわゆる償還差益相当額分）については、定率繰

入とは別に、差減額を償還年限で除した金額を毎年度繰り入れることにしています（発行差

減額繰入、特別会計法第 42 条第 4 項）。    

 Ｂ 剰余金繰入（一般会計における決算上の剰余金の 2 分の 1 以上） 

   一般会計における決算上の剰余金が発生した場合においては、財政法第 6 条第 1 項によ

り、その 2 分の 1 を下らない金額を、発生した年度の翌々年度までに、国債整理基金に繰

り入れることとされています。 

Ｃ 予算繰入（必要に応じて予算で定める額） 

   上記の定率繰入等のほか、国債の償還に支障のないよう、特別会計法第 42 条第 5 項によ

り、必要に応じ、予算をもって定める金額を国債整理基金に繰り入れることとされています。 

 

（イ）国債整理基金特別会計に所属する株式に係る売却収入等 

  政府が保有する株式のうち国債整理基金特別会計に所属する株式については、その売却収入

や配当金収入を建設国債及び特例国債等の償還財源に充ててきました。 

  これまで、昭和 60 年度に NTT・JT 株式が、平成 10 年度に帝都高速度交通営団への出資

持分（平成 16 年 4 月に東京地下鉄株式会社になったことに伴い、営団から株式を無償譲渡。）

が、平成 19 年度に日本郵政株式が、それぞれ国債の償還財源に充てるために、国債整理基金

特別会計に所属することとなりました。なお、NTT 株式は平成 17 年 9 月に、JT 株式（当初

（昭和 60 年度）保有分）は平成 16 年 6 月に、全て売却を完了しそれらの売却収入は国債の

償還財源に充てられています。 

また、現在、国債整理基金特別会計に所属している株式（「東日本大震災からの復興のための

施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法」（平 23 法 117。以下「復興財

源確保法」といいます。）により新たに所属することとなった東京地下鉄株式及び日本郵政株

式を含む。）については、③（ウ）のとおり整理されています。 
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（ウ）運用収入 

  国債整理基金は国債を保有し、又は財政融資資金に預託することによって運用することがで

きるとされています。その運用に当たっては、大量の償還・借換えを確実かつ円滑に遂行する

ために、相当程度の流動性を確保する必要があること等への配慮も踏まえつつ、効率的な運用

を図っています。生じた運用益は、国債整理基金特別会計の歳入に計上されます。 

 

（エ）たばこ特別税 

  たばこ特別税は、国鉄清算事業団の長期債務及び国有林野事業の累積債務の承継に伴う負担

増に対応するため、「一般会計における債務の承継等に伴い必要な財源の確保に係る特別措置

に関する法律」（平 10 法 137）に基づき創設されました。その税収は直接国債整理基金特別

会計に組み入れられ、一般会計が承継した、国鉄清算事業団の長期債務及び国有林野事業の累

積債務の元利払いに充てられています。 

 

（オ）借換債の発行 

  借換債とは、既に発行した国債の償還財源を調達するために発行される国債で、国債整理基

金特別会計において発行され、その発行収入金は、直接、国債整理基金特別会計に組み入れら

れます。 

 

 

減減債債制制度度のの仕仕組組みみ（（注注１１））  

国債の償還財源は全て国債整理基金特別会計に受け入れられ、蓄積され、支出される仕組

みになっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（注 1）一般会計の負担に属する公債等の減債制度です。 

（注２）国債整理基金特別会計に所属する東京地下鉄株式及び日本郵政株式に係る売却収入等は、復興債の償還財

源に充てられます。 

  

   

一般会計

国債整理基金特別会計

民間部門・公的部門

Ａ 定率繰入
Ｂ 剰余金繰入
Ｃ 予算繰入

（イ）国債整理基金特別会計に所属する株式に係る売却収入等
（ウ）運用収入
（エ）たばこ特別税

（オ）借換債の発行に
よる発行収入金

国債の償還
（ア）
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6600 年年償償還還ルルーールル  

 

国債の償還を行うに当たって、その償還金には国債整理基金から支払われる現金と借換債の

発行による収入金を充てますが、それぞれの割合につき、わが国では 60 年で現金償還し終え

るという「60 年償還ルール」の考え方に基づいて決定しています。これは、戦後の国債発行

に際して、建設国債の見合資産（政府が公共事業などを通じて建設した建築物など）の平均的

な効用発揮期間が概ね 60 年であることから、この期間内に現金償還を終了するという考えに

基づき採用されたものです。また、この考え方から、毎年度の定率繰入の繰入率が、ほぼ 60

分の 1 に相当する 100 分の 1.6 とされています。 

例えば、ある年度に 600 億円の国債を 10 年固定利付国債で発行したとすれば、10 年後

の満期到来時には、10／60＝1／6 に当たる 100 億円を現金償還し、残り 500 億円は借換

債を発行します。この借換債も 10 年固定利付債で発行したとすれば、次の 10 年後には再び

当初発行額 600 億円の 1／6 である 100 億円を現金償還することになります。この時点で

国債残高は 400 億円となります。これを繰り返していくと、当初の発行から 60 年後には国

債は全て現金償還されたことになります。 

なお、下記のように、残高の減少に伴い毎年度の定率繰入額も 10 年ごとに減少するため、

定率繰入だけでは償還額が手当てできません。このため、前述のように、剰余金繰入や予算繰

入、株式に係る売却収入等の財源を補完的に組み合わせて償還することになります。 

しかしながら、現在は、特例国債の発行額（令和 4 年度当初予算：30 兆 6,750 億円）が

定率繰入額（令和 4 年度当初予算：15 兆 1,319 億円）を上回る状況が続いています。 

 

 

＜借換債による国債償還の仕組み「60 年償還ルール」＞ 

 

 

   

建設・特例国債 借　　　　　　　　　　換　　　　　　　　　　債

償還額
公 600
債
発 500
行
額 400
 ・
償 300
還
額 200

600 100
発行

10年後 20年後 30年後 40年後 50年後 60年後
残　高 600 500 400 300 200 100 0

[償還財源に充てるため特別会計の公債金収入に計上]

建
設
・
特
例
国
債

500

400

300

100

200

2～11年後
600×1.6％

×10=96
4

12～21年後
500×1.6％
×10=80

20

22～31年後
400×1.6％
×10=64

36

32～41年後
300×1.6％
×10=48

52

42～51年後
200×1.6％
×10=32

68

52～61年後
100×1.6％
×10=16

84

定率繰入額
計336

計264

10年ごとの
借換債発行額現金

償還

借
換
債

不足額
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② 年金特例公債の償還財源 

 

 年金特例公債は、借換債を含め、全体として令和15年度までに償還することとされています。 

償還財源については、消費税法改正法の施行による平成 26 年度以降の消費税の増収分を充て

ることとされており、60 年償還ルールは適用されません。 

③ 復興債の償還財源 

 

 復興債の償還は、「東日本大震災からの復興の基本方針」（平成 23 年 7 月 29 日）において、

「復旧・復興のための財源については、次の世代に負担を先送りすることなく、今を生きる世代

全体で連帯し負担を分かち合うことを基本とする」こととされました。このため 60 年償還ルー

ルは適用せず、復興財源確保法において、令和 19 年度までに、借換債を含め、全体として償還

を終了させることや復興特別税収等の特定の償還財源を充てることが規定されています。 

 復興債の償還は、国債整理基金特別会計において行われることとされており、その財源は次の

とおりです。 

 

 （ア）東日本大震災復興特別会計からの償還財源 

   復興債の償還に必要な金額は、特別会計法第 229 条第 2 項により、東日本大震災復興特

別会計から国債整理基金特別会計に繰り入れることとされています。 

 

  （復興特別税収） 

   復旧・復興のための財源に係る税制措置については、所得税額及び法人税額に対する時限

的な付加税として、復興特別所得税及び復興特別法人税が創設されました。 

   復興特別所得税については、平成 25 年 1 月から令和 19 年 12 月までの時限的な措置

として、現行の所得税額に対して 2.1％の付加税が創設されました。 

 

 （イ）財政投融資特別会計からの償還財源 

   平成 24 年度から平成 27 年度までは財政投融資特別会計財政融資資金勘定の積立金か

ら、平成 28 年度から令和 4 年度までは同会計投資勘定の資産からの収益から、各年度の予

算をもって定める額を復興債の償還財源として国債整理基金特別会計に繰り入れることが

できるとされています。 

 

 （ウ）国債整理基金特別会計に所属する株式に係る売却収入 

   国債整理基金特別会計に所属する東京地下鉄株式及び日本郵政株式については、令和９年

度までに生じた売却収入を復興債の償還費用の財源に充てることとされています。 

 

  （注 1）復興財源確保法の規定により国債整理基金特別会計に所属替されたＪＴ株式については、同法により、政

府保有義務が発行済み株式総数の 2 分の 1 以上から 3 分の 1 超へ引き下げられたことから、政府は、平成

25 年 2～3 月にかけて売却可能部分（6 分の 1）を売却しました（売却収入から手数料を除いたネット売

却収入は 9,734 億円）。 

  （注 2）東京地下鉄株式については、政府は、発行済み株式総数の 53.4％を保有しています（令和 4 年 3 月末

現在）。 

（注 3）日本郵政株式について、政府は、平成 27 年 11 月及び同年 12 月に合計約 8.8 億株、平成 29 年 9 月

に約 10.6 億株、令和 3 年 6 月及び 10 月に合計約 13.0 億株を売却し（売払収入から手数料を除いたネッ

ト売却収入は平成 27 年が 14,110 億円、平成 29 年が 13,985 億円、令和 3 年が 10,867 億円）、売却

可能部分を売却しました。政府は、発行済み株式総数の 33.3％を保有しています（令和 4 年 3 月末現在）。

なお、政府は、発行済み株式総数の 3 分の 1 超を保有していなければならないとされています。 
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（エ）運用収入 

   国債整理基金が保有する復興債の償還財源の運用によって生じた運用益は、復興債の償還

財源として国債整理基金特別会計の歳入に計上されます。 

 

 （オ）復興借換債の発行 

   既に発行した復興債の償還財源を調達するために発行される借換債は、国債整理基金特別

会計において発行され、その発行収入金は、直接、国債整理基金特別会計に組み入れられま

す。 

 

 （カ）決算剰余金 

   平成 23 年度から平成 27 年度までの間の各年度、一般会計において生じた決算上の剰余

金は、復興債の償還財源に充当されました。 

○各年度の充当額                              （単位：億円） 

2233 年年度度  2244 年年度度  2255 年年度度  2266 年年度度  2277 年年度度  

9,895 8,446 7,247 7,904 1,272 

 

④ 他の特別会計の公債・借入金等の償還財源 

 

 他の特別会計の公債・借入金等の償還に充てる費用として、各年度において必要となる額を各

特別会計から受け入れています。令和 4 年度においては、交付税及び譲与税配付金特別会計や財

政投融資特別会計等から合わせて 67 兆 9,946 億円を受け入れています。 

 

 

（（３３））特特別別会会計計のの現現状状  
 

①①   歳歳入入歳歳出出予予算算（（令令和和 44 年年度度当当初初予予算算））  

（単位：億円） 

 
 

【歳入】 【歳出】

一般会計より受入
243,385
（+5,808）

その他特会より受入
679,946 （▲60,234）

2,457,915
（▲9,978)

利子及割引料
97,884（▲3,879）

債務償還費
2,318,973（▲2,404）

公債金収入
1,490,815（+47,595）

公債金収入（復興）
38,589（+9,879）

その他
4,976（▲12,953）

その他
547（▲483）

債務償還費（復興）
40,308（▲3,142）

東日本大震災復興他会計より受入
204（▲73）

2,457,915
（▲9,978)

利子及割引料(復興)
202（▲71）
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○歳入総額、歳出総額、（参考）歳出純計額                  （単位：億円） 

歳歳入入総総額額  歳歳出出総総額額  （（参参考考））歳歳出出純純計計額額  

2,457,915 

（▲9,978） 

2,457,915 

（▲9,978） 

927,307 

（▲67,599） 

 

○歳入・歳出の内容                             （単位：億円） 

（歳入） 

内内容容  額額  説説明明（（増増減減要要因因））  

他会計より受入 923,331 （▲54,426）  

一 般 会 計 よ り 

受入（注 1） 

243,385 （+5,808） 一般会計が負担する債務償還費、利子及割引

料、手数料等の支払財源に充てるために必要

な額の一般会計からの受入見込額 

その他特会より 

受入（注 2） 

679,946 （▲60,234） 各特別会計が負担する債務償還費、利子及割

引料、手数料等の支払財源に充てるために必

要な額の他特別会計からの受入見込額 

東日本大震災復興

他会計より受入 

204 （▲73） 復興債の利子及割引料、手数料の支払財源に

充てるために必要な額の他特別会計からの

受入見込額 

たばこ特別税 1,126 （▲6） たばこ特別税収入見込額 

公債金 1,490,815 （+47,595） 借換債の発行収入金の見込額 

復興借換公債金 38,589 （+9,879） 復興借換債の発行収入金の見込額 

東日本大震災復興

株式売払収入 

1,721 （▲12,771） 東京地下鉄株式の売払収入見込額 

雑収入等 2,129 （▲176） 国債整理基金による運用収入、借換債に係る

受入経過利子等の見込額 

合計 2,457,915 （▲9,978）  

（注 1）「一般会計より受入」の内訳は、債務償還費 16 兆 733 億円、利子及割引料 8 兆 2,472 億円、償還及発

行諸費 179 億円。 

（注 2）「その他特会より受入」の内訳は、交付税及び譲与税配付金特会より 30 兆 1,832 億円、財政投融資特会

より 22 兆 5,917 億円、エネルギー対策特会より 12 兆 6,716 億円等。 

 

（歳出） 

内内容容  額額  説説明明（（増増減減要要因因））  

国債整理支出 2,417,360 （▲6,525）  

 債務償還費 2,318,973 （▲2,404） 公債等償還、借入金償還、政府短期証券償

還 

 利子及割引料 97,884 （▲3,879） 公債利子等、借入金利子、政府短期証券利

子 

 その他 502 （▲243） 証書等製造費、国債事務取扱手数料等 

復興債整理支出 40,555 （▲3,452）  

 債務償還費 40,308 （▲3,142） 復興債償還 

 利子及割引料 202 （▲71） 復興債利子、借入金利子 

 その他 45 （▲240） 復興債の国債事務取扱手数料等 

合計 2,457,915 （▲9,978）  
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②②  剰剰余余金金  
 
令令和和 33 年年度度決決算算  

                （単位：億円、単位未満切捨） 

収収納納済済歳歳入入額額  支支出出済済歳歳出出額額  剰剰余余金金  
翌翌年年度度  

歳歳入入繰繰入入  
積積立立金金積積立立  
資資金金組組入入  

一一般般会会計計へへ  
繰繰入入  

2,397,018 

 

2,366,231 

 

30,786 

 

30,786 

 
－ － 

令和 3 年度決算における剰余金は、３兆 786 億円です。 

（剰余金が生じた理由） 

国債整理基金特別会計の剰余金の大宗は、「減債基金」としての国債整理基金残高 3 兆 180

億円です。その他に、過去に償還期限・利払期日が到来した国債に係る債務償還費及び国債利

子の支払財源として、一時的に管理している 525 億円などが剰余金に含まれています。 

なお、不用額が 5 兆 5,697 億円生じていますが、そのほぼ全てが各会計が負担する債務償

還費等に不用が発生したことによるものであり、その際、この財源に充てる各会計からの繰入

金等も減少するため、剰余金の発生原因になりません。 

（剰余金の処理の方法） 

翌年度以降の国債償還等に充てるため、特別会計法第 8 条第 1 項の規定により、全額翌年度

の歳入に繰り入れることとしています。 

 

 

③③  積積立立金金等等  
 

国国債債整整理理基基金金  
 

①①     基基金金のの残残高高  （単位：億円） 

令令和和 44 年年度度末末（（予予定定））  

（（令令和和 44 年年度度当当初初予予算算））  

令令和和 33 年年度度末末  

（（令令和和 33 年年度度決決算算処処理理後後））  

令令和和 22 年年度度末末  

（（令令和和 22 年年度度決決算算処処理理後後））  

30,030 30,180 30,050 

  

②②  基基金金のの目目的的  

国債整理基金は、普通国債等の償還財源として備える「減債基金」の役割を担っています。 

（注）国債整理基金特別会計は、基金がそのまま特別会計になっているため、基金の残高が特別会計の剰余金（過

去において償還期限・利払期日が到来した支払財源等を除く。）を構成しています。 

 

③③  基基金金のの水水準準  

国債整理基金は、日本銀行からの一時借入の対象外である国債入札の偶発的な未達等に備え

た水準である 3 兆円の基金残高を維持することとしています。 
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④④  資資産産及及びび負負債債（（令令和和 22 年年度度特特別別会会計計財財務務書書類類））  
 
 
 

国国債債整整理理基基金金特特別別会会計計貸貸借借対対照照表表  （単位：億円、単位未満切捨） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

マイナス金利の影響により、引き続き有価証券（国庫短期証券）及び貸付金（日本銀行との国

債買現先）による運用を行わなかったため、現金・預金が資産の大宗を占めています。 

他会計繰戻未収金 2,817 億円は、無利子貸付事業の財源として一般会計へ繰り入れた金額の

残高及び地方道路整備臨時貸付金の財源として、旧社会資本整備事業特別会計道路整備勘定へ繰

り入れた金額の残高です。 

なお、本特別会計においては、国債の償還のために一般会計から繰り入れられた財源の残高等

を、貸借対照表の資産・負債差額の部で「国債整理基金」として整理しています。 

 

（（４４））事事務務及及びび事事業業のの効効率率化化・・財財務務にに関関すするる情情報報のの透透明明化化のの取取組組みみ等等  

 

平成 24 年度まで、オペレーショナル・リスク（大規模災害やシステム障害等により借換債が

発行できない事態）等に備え、国債整理基金残高は、一週間程度の発行額をひとつの目安に、約

10 兆円程度（注）を維持してきました。 

平成 25 年度国債発行計画の策定過程において、オペレーショナル・リスクについては日本銀

行からの一時借入による対応が可能となったことから、基金残高を当該一時借入の対象外である

国債入札の偶発的な未達等に備えた水準として、過去の利付国債の１回当たりの最大入札額等を

勘案した 3 兆円程度まで圧縮しました。なお、圧縮分については国債の償還に充て、借換債の発

行を抑制しています。 

（注）国債の最大発行額 1 日 9.6 兆円、１週間 9.9 兆円（いずれも平成 23 年 9 月） 

 

国債整理基金特別会計についての問い合わせ先 

財務省理財局国債企画課 電話番号 03-3581-4111（内線 5425） 

《元年度》 《2年度》 << 資資 産産 のの 部部 >> << 負負 債債 のの 部部 >> 《2年度》 《元年度》

475,460 122,252 現 金 ・ 預 金 資 産 ・ 負 債 差 額

国債整理基金 140,761 497,733

18,849 15,691 有 価 証 券

うち受入株式 13,696 12,558

0 0 未 収 収 益

3,423 2,817 他 会 計 繰 戻 未 収 金

0 0 有 形 固 定 資 産

0 0 無 形 固 定 資 産

497,733 140,761 資資　　産産  のの  部部　　合合  計計 負負債債及及びび資資産産・・負負債債差差額額のの部部合合計計 140,761 497,733
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産業投資支出

3,262(▲364)

事務取扱費等 1(▲0)

（注）

産業投資予備費

700(－)

6,664
（＋2,336）

一般会計へ繰入

2,700 (皆増)

（（３３））特特別別会会計計のの現現状状  
 

①①   歳歳入入歳歳出出予予算算（（令令和和４４年年度度当当初初予予算算））  

① 財政融資資金勘定 

                           

 

    

（注１）地方公共団体による上下水道事業への公共施設等運営権方式（コンセッション）の導入を促進するための補

償金免除繰上償還に伴う利子収入の減少の補塡塡に充てるため、34 百万円を投資勘定から受け入れることとし

ています。 

（注２）歳入歳出差額が 2,073 億円ありますが、これは貸付債権の利子収入等から財投債の利払い等を差し引いた

ものです（損益計算上の利益に相当）。この歳入歳出差額は、決算上の剰余金として、法律上、積立金として

積み立てることとしています。 

 

②  投資勘定 

 

 

  

480,625
（▲241,155）

公債金
250,000（▲200,000）

財政融資資金より
受入
220,012（▲38,436）

資金運用収入
10,143(▲2,615)

他勘定より受入 0（▲0）
雑収入 469(▲104)

478,552
（▲240,780

財政融資資金へ繰入
250,000（▲200,000）

国債整理基金
特別会計へ繰入
225,917（▲40,250）

予備費 1(－)
事務取扱費 59(▲7)
公債等事務取扱費
一般会計へ繰入 1(+0)

諸支出金
2,573(▲523)

（単位：億円） 

【 歳入 】 【 歳出 】 

（注）地方公共団体金融機構の納付金（500 億円）は、森林環境譲与税の譲与財源に充てるため 500 億円を交付

税及び譲与税配付金特別会計へ特例的に繰り入れるほか、地方公共団体による上下水道事業への公共施設等運

営権方式（コンセッション）の導入を促進するための補償金免除繰上償還に伴う財政融資資金勘定の利子収入

の減少の補塡に充てるため 34 百万円を同勘定へ繰り入れることとしているため、上記の歳入・歳出に含んで

いません。 

なお、これを含む歳入・歳出の総額はそれぞれ 7,164 億円です。 

【 歳出 】 【 歳入 】 

（単位：億円） 

6,664
（＋2,336）

配当金収入

1,842(▲101)前年度剰余金受入

2,399(＋375)

利子収入 1(＋0)
雑収入 0(▲0)

（注）

償還金収入 50(－)

株式売払収入

1,834(皆増)

納付金 169(▲34)

出資回収金収入

370(＋262)
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産業投資支出

3,262(▲364)

事務取扱費等 1(▲0)

（注）

産業投資予備費

700(－)

6,664
（＋2,336）

一般会計へ繰入

2,700 (皆増)

（（３３））特特別別会会計計のの現現状状  
 

①①   歳歳入入歳歳出出予予算算（（令令和和４４年年度度当当初初予予算算））  

① 財政融資資金勘定 

                           

 

    

（注１）地方公共団体による上下水道事業への公共施設等運営権方式（コンセッション）の導入を促進するための補

償金免除繰上償還に伴う利子収入の減少の補塡塡に充てるため、34 百万円を投資勘定から受け入れることとし

ています。 

（注２）歳入歳出差額が 2,073 億円ありますが、これは貸付債権の利子収入等から財投債の利払い等を差し引いた

ものです（損益計算上の利益に相当）。この歳入歳出差額は、決算上の剰余金として、法律上、積立金として

積み立てることとしています。 

 

②  投資勘定 

 

 

  

480,625
（▲241,155）

公債金
250,000（▲200,000）

財政融資資金より
受入
220,012（▲38,436）

資金運用収入
10,143(▲2,615)

他勘定より受入 0（▲0）
雑収入 469(▲104)

478,552
（▲240,780

財政融資資金へ繰入
250,000（▲200,000）

国債整理基金
特別会計へ繰入
225,917（▲40,250）

予備費 1(－)
事務取扱費 59(▲7)
公債等事務取扱費
一般会計へ繰入 1(+0)

諸支出金
2,573(▲523)

（単位：億円） 

【 歳入 】 【 歳出 】 

（注）地方公共団体金融機構の納付金（500 億円）は、森林環境譲与税の譲与財源に充てるため 500 億円を交付

税及び譲与税配付金特別会計へ特例的に繰り入れるほか、地方公共団体による上下水道事業への公共施設等運

営権方式（コンセッション）の導入を促進するための補償金免除繰上償還に伴う財政融資資金勘定の利子収入

の減少の補塡に充てるため 34 百万円を同勘定へ繰り入れることとしているため、上記の歳入・歳出に含んで

いません。 

なお、これを含む歳入・歳出の総額はそれぞれ 7,164 億円です。 

【 歳出 】 【 歳入 】 

（単位：億円） 

6,664
（＋2,336）

配当金収入

1,842(▲101)前年度剰余金受入

2,399(＋375)

利子収入 1(＋0)
雑収入 0(▲0)

（注）

償還金収入 50(－)

株式売払収入

1,834(皆増)

納付金 169(▲34)

出資回収金収入

370(＋262)
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②②   剰剰余余金金  

 

令令和和 33 年年度度決決算算  

（単位：億円、単位未満切捨） 

勘勘定定  収収納納済済歳歳入入額額  支支出出済済歳歳出出額額  剰剰余余金金  
翌翌年年度度  

歳歳入入繰繰入入  
積積立立金金積積立立  
資資金金組組入入  

一一般般会会計計へへ  
繰繰入入  

財政融資資金勘定 350,524 351,013 ▲489 － ▲489 － 

投資勘定 7,253 2,290 4,963 4,963 － － 

特定国有財産整備勘定 825 155 670 670 － － 

特別会計合計 358,603 353,459 5,143 5,633 ▲489 － 

令和 3 年度決算における剰余金は、財政投融資特別会計全体で 5,143 億円です。 

 

 

 

＜＜財財政政融融資資資資金金勘勘定定＞＞  

財政融資資金勘定の令和 3 年度決算において不足が 489 億円生じます。 

（不足が生じた理由） 

財投改革後の平成 13 年度から平成 18 年度にかけて、資産よりも負債が短いデュレーショ

ン・ギャップを解消するため、20 年の財投債を積極的に発行したことから、その金利負担（利

率 2％前後）の影響を大きく受けていると考えられます。 

 

（不足金の処理の方法） 

特別会計法第 58 条第２項の規定により、積立金から補足することとしました。 

 

 

＜＜投投資資勘勘定定＞＞  

投資勘定の令和 3 年度決算における剰余金は、4,963 億円です。 

 

（剰余金が生じた理由） 

前年度剰余金受入などの歳入が予定を上回ったことや、産業投資支出が予定を下回ったことな

どによるものです。 

その詳細は、産業投資支出の不用額（1,776 億円）、前年度剰余金受入の増（1,893 億円）、

配当金収入の増（470 億円）、納付金の増（137 億円）などです。  

（剰余金の処理の方法） 

特別会計法第 8 条第 1 項の規定により、翌年度の歳入に繰り入れました。 

 

＜＜特特定定国国有有財財産産整整備備勘勘定定＞＞  

特定国有財産整備勘定の令和 3 年度決算における剰余金は、670 億円です。 

（剰余金が生じた理由） 

歳出において特定国有財産整備費を要することが少なかったこと（4 億円）等によるものです。 
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②②   剰剰余余金金  

 

令令和和 33 年年度度決決算算  

（単位：億円、単位未満切捨） 

勘勘定定  収収納納済済歳歳入入額額  支支出出済済歳歳出出額額  剰剰余余金金  
翌翌年年度度  

歳歳入入繰繰入入  
積積立立金金積積立立  
資資金金組組入入  

一一般般会会計計へへ  
繰繰入入  

財政融資資金勘定 350,524 351,013 ▲489 － ▲489 － 

投資勘定 7,253 2,290 4,963 4,963 － － 

特定国有財産整備勘定 825 155 670 670 － － 

特別会計合計 358,603 353,459 5,143 5,633 ▲489 － 

令和 3 年度決算における剰余金は、財政投融資特別会計全体で 5,143 億円です。 

 

 

 

＜＜財財政政融融資資資資金金勘勘定定＞＞  

財政融資資金勘定の令和 3 年度決算において不足が 489 億円生じます。 

（不足が生じた理由） 

財投改革後の平成 13 年度から平成 18 年度にかけて、資産よりも負債が短いデュレーショ

ン・ギャップを解消するため、20 年の財投債を積極的に発行したことから、その金利負担（利

率 2％前後）の影響を大きく受けていると考えられます。 

 

（不足金の処理の方法） 

特別会計法第 58 条第２項の規定により、積立金から補足することとしました。 

 

 

＜＜投投資資勘勘定定＞＞  

投資勘定の令和 3 年度決算における剰余金は、4,963 億円です。 

 

（剰余金が生じた理由） 

前年度剰余金受入などの歳入が予定を上回ったことや、産業投資支出が予定を下回ったことな

どによるものです。 

その詳細は、産業投資支出の不用額（1,776 億円）、前年度剰余金受入の増（1,893 億円）、

配当金収入の増（470 億円）、納付金の増（137 億円）などです。  

（剰余金の処理の方法） 

特別会計法第 8 条第 1 項の規定により、翌年度の歳入に繰り入れました。 

 

＜＜特特定定国国有有財財産産整整備備勘勘定定＞＞  

特定国有財産整備勘定の令和 3 年度決算における剰余金は、670 億円です。 

（剰余金が生じた理由） 

歳出において特定国有財産整備費を要することが少なかったこと（4 億円）等によるものです。 
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③③   積積立立金金等等    
 

金金利利変変動動準準備備金金（財政融資資金勘定）  

①①   金金利利変変動動準準備備金金のの残残高高                                                （単位：億円） 

令令和和４４年年度度末末（（予予定定））  

（（令令和和４４年年度度予予算算））  

令令和和３３年年度度末末  

（（令令和和３３年年度度決決算算処処理理後後））  

令令和和２２年年度度末末  

（（令令和和２２年年度度決決算算処処理理後後））  

13,643 12,879 13,184 

（注）特別会計法第５８条第１項の規定により積み立てられた積立金の残高は、令和２年度末では 11,971 億

円、令和 3 年度末では 11,481 億円、令和 4 年度末（予定）では 11,904 億円です。なお、積立金は、現

金主義に基づく金額であり、金利変動準備金は、企業会計原則に準拠した発生主義に基づく金額です。 

 

②②  金金利利変変動動準準備備金金のの目目的的  

毎会計年度の損益計算上に利益が生じた場合、金利変動準備金として積み立て、将来の金利

変動による損失に備えることとされています。 

 

  ③③  金金利利変変動動準準備備金金のの上上限限  

金利変動準備金の準備率の上限は、将来大幅な金利変動が生じたとしても財務の健全性を保

つことができる水準として設定されています。 

その具体的な水準は、平成 19 年度で郵便貯金及び年金に対する預託金の払戻しがほぼ終了

し、金利変動リスクが相当程度減少したこと等を勘案し、財政制度等審議会財政投融資分科会

における意見を踏まえて検討した結果、平成 20 年度より、従前の総資産の 100／1000 か

ら総資産の 50／1000 に引き下げています。 

この準備率の上限を超える部分については、原則として、国債残高の圧縮のために国債整理

基金特別会計に繰り入れることとされています。しかし、平成 18 年度以降は、厳しい財政事

情に鑑み、臨時的・特例的な措置として、一般会計及び国債整理基金特別会計への繰入れを行

い、さらに平成 24 年度から平成 27 年度にかけて、復興債の償還財源として、国債整理基金

特別会計へ繰り入れています（P74 参照）。 

 

（参考） 

投資勘定において、投資財源の不足を補足するための原資を確保する趣旨から、昭和 31 年

度に投資財源資金が設置されていますが、平成 21 年度末以降残高はない状況となっていま

す。 
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③③   積積立立金金等等    
 

金金利利変変動動準準備備金金（財政融資資金勘定）  

①①   金金利利変変動動準準備備金金のの残残高高                                                （単位：億円） 

令令和和４４年年度度末末（（予予定定））  

（（令令和和４４年年度度予予算算））  

令令和和３３年年度度末末  

（（令令和和３３年年度度決決算算処処理理後後））  

令令和和２２年年度度末末  

（（令令和和２２年年度度決決算算処処理理後後））  

13,643 12,879 13,184 

（注）特別会計法第５８条第１項の規定により積み立てられた積立金の残高は、令和２年度末では 11,971 億

円、令和 3 年度末では 11,481 億円、令和 4 年度末（予定）では 11,904 億円です。なお、積立金は、現

金主義に基づく金額であり、金利変動準備金は、企業会計原則に準拠した発生主義に基づく金額です。 

 

②②  金金利利変変動動準準備備金金のの目目的的  

毎会計年度の損益計算上に利益が生じた場合、金利変動準備金として積み立て、将来の金利

変動による損失に備えることとされています。 

 

  ③③  金金利利変変動動準準備備金金のの上上限限  

金利変動準備金の準備率の上限は、将来大幅な金利変動が生じたとしても財務の健全性を保

つことができる水準として設定されています。 

その具体的な水準は、平成 19 年度で郵便貯金及び年金に対する預託金の払戻しがほぼ終了

し、金利変動リスクが相当程度減少したこと等を勘案し、財政制度等審議会財政投融資分科会

における意見を踏まえて検討した結果、平成 20 年度より、従前の総資産の 100／1000 か

ら総資産の 50／1000 に引き下げています。 

この準備率の上限を超える部分については、原則として、国債残高の圧縮のために国債整理

基金特別会計に繰り入れることとされています。しかし、平成 18 年度以降は、厳しい財政事

情に鑑み、臨時的・特例的な措置として、一般会計及び国債整理基金特別会計への繰入れを行

い、さらに平成 24 年度から平成 27 年度にかけて、復興債の償還財源として、国債整理基金

特別会計へ繰り入れています（P74 参照）。 

 

（参考） 

投資勘定において、投資財源の不足を補足するための原資を確保する趣旨から、昭和 31 年

度に投資財源資金が設置されていますが、平成 21 年度末以降残高はない状況となっていま

す。 
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（（４４））事事務務及及びび事事業業のの効効率率化化・・財財務務にに関関すするる情情報報のの透透明明化化のの取取組組みみ等等  

予算編成・執行プロセスの抜本的な透明化・可視化は重要な課題であり、財政投融資について

もこれに積極的に取り組むこととしています。 

財政投融資について、国民の理解を深め、その運営についてのチェックを容易にする観点から、

「財政投融資の透明性の向上について-実施プラン-」（平成 22 年 4 月）に基づきＰＤＣＡの各

段階において、よりわかりやすい情報発信を行い透明性の向上を推進しています。 

  

 

 

財政投融資特別会計についての問い合わせ先 

（財政融資資金勘定） 

財務省理財局財政投融資総括課 電話番号 03-3581-4111 （内線 5241） 

（投資勘定） 

財務省理財局財政投融資総括課 電話番号 03-3581-4111 （内線 2587）  

（特定国有財産整備勘定） 

財務省理財局国有財産調整課 電話番号 03-3581-4111 （内線 5598） 

 

第Ⅱ－５ 財政投融資特別会計

79



 

（（４４））事事務務及及びび事事業業のの効効率率化化・・財財務務にに関関すするる情情報報のの透透明明化化のの取取組組みみ等等  

予算編成・執行プロセスの抜本的な透明化・可視化は重要な課題であり、財政投融資について

もこれに積極的に取り組むこととしています。 

財政投融資について、国民の理解を深め、その運営についてのチェックを容易にする観点から、

「財政投融資の透明性の向上について-実施プラン-」（平成 22 年 4 月）に基づきＰＤＣＡの各

段階において、よりわかりやすい情報発信を行い透明性の向上を推進しています。 

  

 

 

財政投融資特別会計についての問い合わせ先 

（財政融資資金勘定） 

財務省理財局財政投融資総括課 電話番号 03-3581-4111 （内線 5241） 

（投資勘定） 

財務省理財局財政投融資総括課 電話番号 03-3581-4111 （内線 2587）  

（特定国有財産整備勘定） 

財務省理財局国有財産調整課 電話番号 03-3581-4111 （内線 5598） 
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（（３３））特特別別会会計計のの現現状状  
 

①①   歳歳入入歳歳出出予予算算（（令令和和４４年年度度当当初初予予算算））  
 

  

  

○歳入総額、歳出総額、（参考）歳出純計額    

勘勘定定  歳歳入入総総額額  歳歳出出総総額額  （（参参考考））歳歳出出純純計計額額  

エネルギー需給勘定 22,368（＋172） 22,368（＋172） 7,773（▲31） 

電源開発促進勘定  3,224（▲74） 3,224（▲74） 3,224（▲74） 

原子力損害賠償支援勘定 112,168（▲2,879） 112,168（▲2,879） 0（▲0） 

特別会計合計 137,760（▲2,781） 137,760（▲2,781） 10,998（▲105） 

 

○エネルギー需給勘定の歳入・歳出の内容                  （単位：億円） 

（歳入） 

内内容容  額額  説説明明（（増増減減要要因因））  

一般会計より受入 5,395（▲4） 石油石炭税収入相当額のうち、燃料安定供給対策及びエ

ネルギー需給構造高度化対策に要する費用の財源に充て

るために必要な額の一般会計からの受入見込額 

石油証券及借入金

収入 

14,987（＋301） 国家備蓄石油の購入及び国家備蓄施設の設置に要する費

用の財源に充てるための石油証券並びに借入金収入の見

込額 

備蓄石油売払代 204（＋21） 国家備蓄石油の売払代収入の見込額 

雑収入 276（▲0） 石油公団承継株式配当金収入、雑入等の見込額 

前年度剰余金受入 1,505（▲146） 前年度の決算上の剰余金見込額 

合計 22,368（＋172）  

 

  

【【歳歳入入】】 

（単位：億円） 

【【歳歳出出】】 
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（歳出） 

内内容容  額額  説説明明（（増増減減要要因因））  

電源立地対策費 1,594（▲66） 電源立地地域対策交付金の交付等 

電源利用対策費 166（▲2） ① 発電用施設の利用の促進及び安全の確保を図るための

措置 

② 発電用施設による電気の供給の円滑化を図るための措

置等 

原子力安全規制対策費 265（▲4） 原子力発電施設等に関する安全の確保を図るための措置 

国立研究開発法人日本

原子力研究開発機構運

営費 

934（▲2） （国）日本原子力研究開発機構が行う業務の財源の一部

に充てるための同機構に対する運営費交付金の交付 

国立研究開発法人日本

原子力研究開発機構施

設整備費 

3（＋2） （国）日本原子力研究開発機構が施行する研究施設の整

備費の補助 

事務取扱費 258（▲2） 事務取扱いに必要な人件費、事務費等 

諸支出金 0（－） 過誤納に係る返納金その他諸収入金に対する諸払戻し 

予備費 5（－） 予見し難い予算の不足に充てるための予備費 

合計 3,224（▲74）  
 

 

○原子力損害賠償支援勘定の歳入・歳出の内容                （単位：億円） 

（歳入） 

内内容容  額額  説説明明（（増増減減要要因因））  

原子力損害賠償支援資

金より受入 

46（▲2） 原子力損害賠償支援資金からの受入見込額 

原子力損害賠償支援証

券及借入金収入 

112,119  

（▲2,878） 

交付国債の償還金に係る費用の財源に充てるための原子

力損害賠償支援証券及び借入金収入の見込額 

原子力損害賠償・廃炉

等支援機構納付金収入 

0（－） 原子力損害賠償・廃炉等支援機構から納付される納付金

の受入見込額 

雑収入 0（▲0） 財政融資資金への預託金の利子収入見込額 

前年度剰余金受入 3（＋1） 前年度の決算上の剰余金見込額 

合計 112,168 

（▲2,879） 

 

 

（歳出） 

内内容容  額額  説説明明（（増増減減要要因因））  

事務取扱費 0（▲0） 事務取扱いに必要な事務費 

国債整理基金特別会

計へ繰入 

112,168 

（▲2,879） 

借入金の償還及び利子等の支払財源に充てるための国債

整理基金特別会計へ繰入れ 

合計 112,168  

（▲2,879） 
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労働保険特別会計の仕組み（令和４年度予算ベース） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

【財源】 
保険料 
保険料率  3.5/1,000 
（事業主負担） 

積 立 金 

保険給付等 

療養のため休業する場合 

就職支援法事業 

求職者給付 

就職促進給付 

教育訓練給付 

雇用継続給付 

雇用保険二事業 

雇用安定事業 

能力開発事業 

 労働者災害補償保険制度（労災勘定）  雇用保険制度（雇用勘定） 

・療養（補償）等給付 
・休業（補償）等給付 
・傷病（補償）等年金 

死亡した場合 

・遺族（補償）等給付 
・葬祭料等（葬祭給付） 

・一般求職者給付 
・高年齢求職者給付 
・短期雇用特例求職者給付 
・日雇労働求職者給付 

・就業促進手当 

・教育訓練給付金 

・高年齢雇用継続給付 
・介護休業給付 

積 立 金 

雇用安定資金 

【財源】 
保険料 
平均保険料率 
 4.5/1,000 
（全額事業主負担） 

一部国庫補助 

【財源】 
保険料 
保険料率 2/1,000 

又は 6/1,000 
（労使折半）※1 
一部国庫負担  
 

部 庫負担

・障害（補償）等給付 

障害が残った場合 

常時又は随時 
介護を要する場合 

・介護（補償）等給付 

脳・心臓疾患に関連する
異常所見を有する場合 

・二次健康診断等給付 

社会復帰促進等事業 

社会復帰促進事業 

安全衛生確保等事業 

被災労働者等援護事業 

失業等給付 

【財源】 
保険料 
保険料率 2/1,000 

又は 6/1,000 
（労使折半）※1 
国庫負担 1/2 ※2 

※1 原則の雇用保険率は 8/1,000 であるが、令和 4 年度に限り、令和 4 年 4 月

1 日から同年 9 月 30 日までの期間は 2/1,000 に、同年 10 月 1 日から令和 5 年

3 月 31 日までの期間は 6/1,000 に引下げ。 

※2 国庫負担率は、当分の間、時限的に本来負担すべき額の 55％に引下げ 

※3 国庫負担率は、3 年間（令和 4 年度から令和 6 年度）に限り、時限的に本

来負担すべき額の 10％に引下げ。 

育児休業給付 育児休業給付 

【財源】 
保険料 
保険料率 4/1,000 

（労使折半） 
国庫負担 1/8 ※3 

育児休業給付資金 

※4 

※5 

※4 新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するため、令和 2 年度から令和

6 年度までの各年度において、積立金を雇用安定事業（雇用調整助成金、産業

雇用安定助成金及び新型コロナウイルス感染症対応休業支援金に要する費用

に限る。）に繰り入れることができる。 

※5 国庫は、新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するため、令和 2 年度、

令和 3 年度及び令和 4 年度における雇用安定事業（新型コロナウイルス感染

症対応休業支援金及び雇用調整助成金等（新型コロナウイルス感染症等の影

響に対応するために実施する事業に限る。）に限る。）に要する費用のうち、そ

の費用の一部を負担するものとされている。 
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 職業能力開発強化費 608（▲63） 能力開発事業として行う総合的職業能力開発プ

ログラム推進事業の都道府県への委託及び就職

氷河期対策費等 

独立行政法人高齢・

障害・求職者雇用支

援機構運営費 

651（▲19） （独）高齢・障害・求職者雇用支援機構の行う業

務の財源の一部に充てるための交付金 

その他 1,164（▲127） 雇用安定事業として行う職業紹介事業の実施等 

業務取扱費等 1,236（▲8） 雇用保険事業の業務取扱いに必要な人件費、事

務費及び庁舎等の施設整備費等 

育児休業給付資金へ繰入 375（▲287） 育児休業給付資金への繰入れ 

保険料返還金等徴収勘定へ

繰入 

263（▲26） 保険料の過誤納の返還金及び労働保険適用事業

主から保険料を徴収する費用に充てるため、徴

収勘定へ繰り入れる経費 

国債整理基金特別会計へ繰

入 

1（皆増） 一時借入金の利子の支払財源に充てるための国

債整理基金特別会計へ繰り入れる経費 

予備費 550（－） 予見し難い予算の不足に充てるための経費 

合計 35,937（▲2,268）  

 

○徴収勘定の歳入・歳出の内容                        （単位：億円） 

（歳入）  

内内容容  額額  説説明明（（増増減減理理由由））  

保険収入 31,074（＋4,932） 

 

労災保険料及び雇用保険料（印紙収入を含む）収入の

見込額（雇用者所得が伸びる見込み等による増） 

一般会計より受入 2（＋0） 

 

石綿（アスベスト）健康被害者の救済費用に充てるた

め、労災保険適用事業主から一般拠出金を徴収する費

用の一部について、一般会計からの受入見込額 

一般拠出金収入 40（＋1） 

 

石綿（アスベスト）健康被害者の救済費用に充てるた

め、労災保険適用事業主から徴収する一般拠出金収入

見込額 

他勘定より受入 640（▲25） 

 

保険料返還金、業務取扱費及び附属諸費の労災勘定及

び雇用勘定からの受入見込額 

雑収入 17（＋1） 延滞金、追徴金、返納金、預託金利子収入見込額等 

前年度剰余金受入 92（▲7） 前年度の決算上の剰余金見込額 

合計 31,866（＋4,903）  

 

（歳出） 

内内容容  額額  説説明明（（増増減減理理由由））  

業務取扱費 359（▲24） 業務取扱いに必要な人件費及び事務費等 

保険給付費等財源労

災勘定へ繰入 

8,621（＋113） 保険給付費等に相当する金額の労災勘定への繰入れ 

失業等給付費等財源

雇用勘定へ繰入 

22,470（＋4,820） 失業等給付費、育児休業給付費、就職支援法事業費、

雇用保険二事業費等に相当する金額の雇用勘定への繰

入れ 

諸支出金 414（▲7） 保険料の精算による返還金の支払及び過誤納等払戻金

に必要な経費 

予備費 1（－） 予見し難い予算の不足に充てるための経費 

合計 31,866（＋4,903）  
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 職業能力開発強化費 608（▲63） 能力開発事業として行う総合的職業能力開発プ

ログラム推進事業の都道府県への委託及び就職

氷河期対策費等 

独立行政法人高齢・

障害・求職者雇用支

援機構運営費 

651（▲19） （独）高齢・障害・求職者雇用支援機構の行う業

務の財源の一部に充てるための交付金 

その他 1,164（▲127） 雇用安定事業として行う職業紹介事業の実施等 

業務取扱費等 1,236（▲8） 雇用保険事業の業務取扱いに必要な人件費、事

務費及び庁舎等の施設整備費等 

育児休業給付資金へ繰入 375（▲287） 育児休業給付資金への繰入れ 

保険料返還金等徴収勘定へ

繰入 

263（▲26） 保険料の過誤納の返還金及び労働保険適用事業

主から保険料を徴収する費用に充てるため、徴

収勘定へ繰り入れる経費 

国債整理基金特別会計へ繰

入 

1（皆増） 一時借入金の利子の支払財源に充てるための国

債整理基金特別会計へ繰り入れる経費 

予備費 550（－） 予見し難い予算の不足に充てるための経費 

合計 35,937（▲2,268）  

 

○徴収勘定の歳入・歳出の内容                        （単位：億円） 

（歳入）  

内内容容  額額  説説明明（（増増減減理理由由））  

保険収入 31,074（＋4,932） 

 

労災保険料及び雇用保険料（印紙収入を含む）収入の

見込額（雇用者所得が伸びる見込み等による増） 

一般会計より受入 2（＋0） 

 

石綿（アスベスト）健康被害者の救済費用に充てるた

め、労災保険適用事業主から一般拠出金を徴収する費

用の一部について、一般会計からの受入見込額 

一般拠出金収入 40（＋1） 

 

石綿（アスベスト）健康被害者の救済費用に充てるた

め、労災保険適用事業主から徴収する一般拠出金収入

見込額 

他勘定より受入 640（▲25） 

 

保険料返還金、業務取扱費及び附属諸費の労災勘定及

び雇用勘定からの受入見込額 

雑収入 17（＋1） 延滞金、追徴金、返納金、預託金利子収入見込額等 

前年度剰余金受入 92（▲7） 前年度の決算上の剰余金見込額 

合計 31,866（＋4,903）  

 

（歳出） 

内内容容  額額  説説明明（（増増減減理理由由））  

業務取扱費 359（▲24） 業務取扱いに必要な人件費及び事務費等 

保険給付費等財源労

災勘定へ繰入 

8,621（＋113） 保険給付費等に相当する金額の労災勘定への繰入れ 

失業等給付費等財源

雇用勘定へ繰入 

22,470（＋4,820） 失業等給付費、育児休業給付費、就職支援法事業費、

雇用保険二事業費等に相当する金額の雇用勘定への繰

入れ 

諸支出金 414（▲7） 保険料の精算による返還金の支払及び過誤納等払戻金

に必要な経費 

予備費 1（－） 予見し難い予算の不足に充てるための経費 

合計 31,866（＋4,903）  
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③③  積積立立金金のの水水準準    

積立金の必要水準は、責任準備金として、年金の種類ごとに以下の方法により推計して得た

額を合計したものです。 

（1）既裁定の年金受給者の将来各年度における残存数を推計 

（2）将来各年度の残存している年金受給者に対する給付額を推計 

推計に当たっては、各年度の給付額を賃金上昇率分によって増やすとともに、運用利回

りで割り引く。 

令和 3 年度末において、数理計算により算定される責任準備金の額は、7 兆 3,539 億円と

見込んでいます。（注） 

（注）責任準備金（7 兆 3,539 億円）に対して積立金（7 兆 8,180 億円）は概ね同水準（対比で 106.3%）とな

っています。 

（参考資料）「労災保険制度における積立金について」 

（https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000036593.html） 

 

 積積立立金金（（雇雇用用勘勘定定）） 

①①  積積立立金金のの残残高高  （単位：億円）  

令令和和４４年年度度末末（（予予定定））  

（（令令和和４４年年度度予予算算））  

令令和和３３年年度度末末  

（（令令和和３３年年度度決決算算処処理理後後））  

令令和和２２年年度度末末  

（（令令和和２２年年度度決決算算処処理理後後））  

487 12,460 19,826 

   

②②  積積立立金金のの目目的的  

特別会計法第 103 条第 3 項の規定により、雇用保険事業の失業等給付費等に係る剰余金の

うち「雇用保険事業の失業等給付費（就職支援法事業に要する費用を含む。）に充てるために必

要な金額」を積立金として積み立てることとしており、徴収勘定から繰り入れられた労働保険

料の一部を積立金として積み立てることとしています。 

③③  積積立立金金のの水水準準  

将来の不況期の失業等給付費や保険料水準を維持するための財源として、好況期に積み立て

る資金であり、毎会計年度の歳入額（育児休業給付費充当分及び雇用保険二事業充当分を除く）

から歳出額（育児休業給付費及び雇用保険二事業費を除く）を控除した残余を、積立金として

積み立てています。これは、雇用保険制度の安定的な運営の確保の重要性を勘案して、将来発

生し得る通常の予測を超える雇用失業情勢の悪化を想定し、過去最悪の支出額を超える事態が

発生した場合においても、中期的に安定して失業等給付等を十分に行うことができる水準を確

保するものです。 
 

（参考資料）「雇用保険制度における積立金等について」 

（https://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/koyouhoken06/index.html） 

 

 育育児児休休業業給給付付資資金金（（雇雇用用勘勘定定））  

①①  育育児児休休業業給給付付資資金金のの残残高高                                              （単位：億円） 

令令和和４４年年度度末末（（予予定定））  

（（令令和和４４年年度度予予算算））  

令令和和３３年年度度末末  

（（令令和和３３年年度度決決算算処処理理後後））  

令令和和 22 年年度度末末  

（（令令和和 22 年年度度決決算算処処理理後後））  

2,098 2,310 1,061 
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⑥⑥  業業務務勘勘定定  

基礎年金事業、国民年金事業、厚生年金保険事業、福祉年金事業、特別障害給付金事業及び健

康保険並びに船員保険に関し政府が行う適用・徴収に係る事務、子ども・子育て拠出金の徴収業

務等に係る収支を経理しています。なお、これらの事務・事業等で、平成 22 年 1 月に設立さ

れた日本年金機構が行う業務に係る経費については、交付金を交付することとしています。 

（（33））特特別別会会計計のの現現状状  
  

①①   歳歳入入歳歳出出予予算算（（令令和和 44 年年度度当当初初予予算算））  

 

 

○歳入総額、歳出総額、（参考）歳出純計額 （単位：億円） 

勘勘定定  歳歳入入総総額額  歳歳出出総総額額  （（参参考考））歳歳出出純純計計額額  

基礎年金勘定 276,681（＋5,807） 276,681（＋5,807） 272,865（＋6,597） 

国民年金勘定 38,119（▲171） 38,119（▲171） 3,849（▲428） 

厚生年金勘定 493,381（▲1,595） 493,381（▲1,595） 293,387（▲2,866） 

健康勘定 124,004（▲208） 124,004（▲208） 109,157（▲149） 

子ども・子育て支

援勘定 

32,738（＋288） 32,738（＋288） 32,721（＋288） 

業務勘定 4,192（▲129） 4,192（▲129） 4,190（▲129） 

特別会計合計 969,115 

（＋3,992） 

969,115 

（＋3,992） 

716,168 

（＋3,313） 

 

  

【 歳入 】 【 歳出 】 （単位：億円） 
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⑥⑥  業業務務勘勘定定  

基礎年金事業、国民年金事業、厚生年金保険事業、福祉年金事業、特別障害給付金事業及び健

康保険並びに船員保険に関し政府が行う適用・徴収に係る事務、子ども・子育て拠出金の徴収業

務等に係る収支を経理しています。なお、これらの事務・事業等で、平成 22 年 1 月に設立さ

れた日本年金機構が行う業務に係る経費については、交付金を交付することとしています。 

（（33））特特別別会会計計のの現現状状  
  

①①   歳歳入入歳歳出出予予算算（（令令和和 44 年年度度当当初初予予算算））  

 

 

○歳入総額、歳出総額、（参考）歳出純計額 （単位：億円） 

勘勘定定  歳歳入入総総額額  歳歳出出総総額額  （（参参考考））歳歳出出純純計計額額  

基礎年金勘定 276,681（＋5,807） 276,681（＋5,807） 272,865（＋6,597） 

国民年金勘定 38,119（▲171） 38,119（▲171） 3,849（▲428） 

厚生年金勘定 493,381（▲1,595） 493,381（▲1,595） 293,387（▲2,866） 

健康勘定 124,004（▲208） 124,004（▲208） 109,157（▲149） 

子ども・子育て支

援勘定 

32,738（＋288） 32,738（＋288） 32,721（＋288） 

業務勘定 4,192（▲129） 4,192（▲129） 4,190（▲129） 

特別会計合計 969,115 

（＋3,992） 

969,115 

（＋3,992） 

716,168 

（＋3,313） 

 

  

【 歳入 】 【 歳出 】 （単位：億円） 
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◇ 農業災害の事例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

［農作物共済］ 

冷害による不稔もみ（実の数が少なく着いて

いるもみも実が入っていない）と変色もみの

発生 

[果樹共済] 

風害によるりんごの落果 

 

[園芸施設共済] 

風害による園芸施設の被害 

 

 

農農業業保保険険制制度度のの仕仕組組みみ  

 農業再保険勘定では、基本的には農業共済組合連合会から再保険料を受け入れ、大きな災害

等の発生時に農業共済組合連合会に再保険金を支払います。この再保険金は、農業共済組合連

合会や農業共済組合等の支払額と合計され、共済金や保険金として農業者に支払われます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（注）全国連合会は全国を区域、都道府県連合会は都道府県を区域とする農業共済組合連合会 

です。農業共済組合に代わり、市町村が農業共済事業を行うこともできる制度のため、「組

合」ではなく「組合等」としています。 

 

 

 

共済関係 保険関係 再保険関係 

共済掛金 保 険 料 

共 済 金 
保 険 金 再保険金 農 

業 

者 

組 

合 

等 

都
道
府
県
連
合
会 

 

国
（
特
別
会
計
） 

連 合 会 等 交 付 金 

 

保 険 料 再保険料 

再保険金 保 険 金 

再保険関係 保険関係 

連 合 会 等 交 付 金 

農

業

共

済 

 

全
国
連
合
会 

再保険料 

農
業
経
営
収
入
保
険 

農業再保険勘定 
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◇ 農業災害の事例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

［農作物共済］ 

冷害による不稔もみ（実の数が少なく着いて

いるもみも実が入っていない）と変色もみの

発生 

[果樹共済] 

風害によるりんごの落果 

 

[園芸施設共済] 

風害による園芸施設の被害 
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その経理については、事業費のうち国及び受益者が負担する部分は一般会計からの繰入金等

を充てており、道県が負担する部分は借入金を充てています。 

 

 

（（３３））特特別別会会計計のの現現状状  
 

①①   歳歳入入歳歳出出予予算算（（令令和和 44 年年度度当当初初予予算算））  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

○○  歳歳入入総総額額、、歳歳出出総総額額、、（（参参考考））歳歳出出純純計計額額 （単位：億円） 

勘勘定定  歳歳入入総総額額  歳歳出出総総額額  （（参参考考））歳歳出出純純計計額額  

農業経営安定勘定 ２,744（＋101）  2,744（＋101） 2,743（＋101） 

食糧管理勘定 9,155（＋1,004） 9,155（＋1,004） 5,760（▲350） 

農業再保険勘定 930（＋14） 925（＋51） 916（＋52） 

漁船再保険勘定 81（▲3） 72（▲3） 67（▲２） 

漁業共済保険勘定   244（＋104） 242（＋137） 229（＋125） 

業務勘定 124（▲20） 124（▲20） 50（▲6） 

国営土地改良事業勘定 144（▲27） 144（▲27） 73（▲3） 

特別会計合計 13,423（1,172） 13,406（1,242） 9,839（▲83） 

    

【【令令和和４４年年度度歳歳入入予予算算】】

13,423億円
（+1,172）

食糧売払代
4,664（+693）

一般会計より受入
1,131（+240）

食糧証券収入
3,238（+74）

一般会計より受入
1,061（+89）

農業再保険勘定

漁船再保険勘定

漁業共済保険勘定

他勘定より受入
1,242（+500）

国営土地改良事業勘定

その他 123（▲3）

その他
441（▲488）

一般会計より受入 59（▲3）
その他 85（▲24）

一般会計より受入 106（+2）
その他 139（+103）

一般会計より受入 70（▲3）
その他 11（▲0）

他勘定より受入等 124 （▲20）

農業再保険収入等
930（+14）

13,406億円
（+1,242）

食糧管理勘定

農業再保険勘定

漁業共済保険勘定

食糧買入費
4,533（▲347）

国営土地改良事業勘定

国債整理基金
特別会計へ繰入

2,045（+872）

予備費等
850（-）

交付金等他勘定へ繰入
1,350（+482）

食糧管理費
377（▲3）

土地改良事業費 62（▲1）
その他 81（▲26）

漁船再保険費及交付金等 72（▲3）

農業再保険費及交付金等
925（＋51）

農業経営安定事業費

2,742(+101)
その他 2（+0）

漁業共済保険費及交付金等 242（+137）

【【令令和和４４年年度度歳歳出出予予算算】】

食糧管理勘定

農業経営
安定勘定

農業経営
安定勘定

漁船再保険勘定

業務勘定 業務勘定 事務取扱費 122（▲20） 予備費 2（-）

（注）歳入歳出差額が 16 億円（農業再保険勘定４億円、漁船再保険勘定 9 億円、漁業共済保険勘定 3 億

円）あります。 

これらは、歳出予算では当年度の（再）保険金等支払見込額を計上する一方で、歳入予算に次年度へ

繰り越して使用する未経過（再）保険料等を含めて計上していることによるものです。 

 

【 歳入 】 【 歳出 】 
（単位：億円） 
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○○  農農業業経経営営安安定定勘勘定定のの歳歳入入・・歳歳出出のの内内容容                   （単位：億円） 

（歳入） 

内内容容  額額  説説明明（（増増減減要要因因））  

食糧管理勘定よ

り受入 

1,242  

（＋500） 

国が輸入した麦の売買差益収入見込額等（畑作物の直接支

払交付金財源） 

一般会計より受

入 

1,061（＋89） 農業経営安定事業等に要する経費の財源不足受入見込額（ 

農業経営安定事業に要する経費の財源に充てるための受

入見込額の増加） 

独立行政法人農

畜産業振興機構

納付金 

175（▲29） 輸入糖等からの調整金収入の国庫納付金の受入見込額 

雑収入 0（－） 交付金に係る過年度収入 

前年度剰余金受

入 

266（▲459） 剰余金受入見込額（収入減少影響緩和交付金由来の剰余金

等の減少） 

合計   2,744 

（＋101） 

 

 
（歳出） 

 

内内容容  額額  説説明明（（増増減減要要因因））  

畑作物の直接支

払交付金 

2,058 

（＋72） 

諸外国との生産条件の格差により不利がある国産農産物

（麦、大豆等）の生産・販売を行う農業者に対して、販売

価格と生産費の差額に相当する交付金の直接交付 

収入減少影響緩

和対策 

684（＋29） 農業収入の減少が農業者の農業経営に及ぼす影響を緩和

するための交付金等 

事務取扱費業務

勘定へ繰入 

  1（＋0） 農業経営安定事業に係る事務費に要する財源の業務勘定

への繰入れ 

予備費 1（—） 予見し難い予算の不足に充てるための予備費 

合計  2,744 

（＋101） 

 

○○  食食糧糧管管理理勘勘定定のの歳歳入入・・歳歳出出のの内内容容                     （単位：億円） 

（歳入） 

内内容容  額額  説説明明（（増増減減要要因因））  

食糧売払代 4,664 

（＋693） 

売却予定数量、政府売渡予定価格等を基礎として算出した

米穀等、食糧麦等及び輸入飼料の売払収入見込額 

輸入食糧納付金 4（＋0） 米穀等、食糧麦等及び輸入飼料の輸入に係る納付金の受入

見込額 

一般会計より受

入 

1,131  

（＋240） 

調整資金の財源に充てるための一般会計からの受入見込

額 

食糧証券収入 3,238  

（＋74） 

主要食糧及び輸入飼料の買入代金の財源に充てるための

特別会計法に基づく食糧証券の収入見込額（食糧証券償還

のための国債整理基金特別会計へ繰入の増加） 

雑収入 

 

119（▲３） 米穀等、食糧麦等及び輸入飼料の売払いに伴う違約金等の

受入見込額等 

合計 9,155 

（＋1,004） 
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（歳出）  
 

内内容容  額額  説説明明（（増増減減要要因因））  

食糧買入費 4,533 

（▲347） 

 

食糧法に基づき買い入れる米等の買入代金及び食糧麦等

の買入代金並びに飼料需給安定法の規定により買い入れ

る輸入飼料の買入代金（輸入飼料の需要量の減少等に伴う

買入費の減少） 

食糧管理費 377（▲３） 

 

米の販売・管理業務に要する費用の民間団体への委託及び

食糧麦備蓄対策事業に要する費用の民間団体に対する補

助等 

交付金等他勘定

へ繰入 

1,350 

（＋482） 

 

農業経営安定事業に係る交付金に要する財源の農業経営

安定勘定への繰入れ並びに食糧の需給及び価格の安定の

ために行う事業に係る人件費、事務費等に要する財源の業

務勘定への繰入れ 

融通証券等事務

取扱費一般会計

へ繰入 

0（—） 食糧証券の発行及び償還に必要な事務取扱費の支払財源

に充てるための一般会計への繰入れ 

国債整理基金特

別会計へ繰入 

2,045 

（＋872） 

 

食糧証券の償還及び利子等の支払財源に充てるための国

債整理基金特別会計への繰入れ（食糧証券償還のための国

債整理基金特別会計へ繰入の増加） 

予備費 850（—） 予見し難い予算の不足に充てるための予備費 

合計 9,155 

（＋1,004） 

 

○○  農農業業再再保保険険勘勘定定のの歳歳入入・・歳歳出出のの内内容容                   （単位：億円） 

（歳入） 

内内容容  額額  説説明明（（増増減減要要因因））  

再保険料 9（▲1） 農業共済組合連合会等から納入される再保険料収入の見

込額等 

一般会計より受

入 

638（＋25） 農業保険法に基づく共済掛金国庫負担金、農業経営収入保

険料国庫負担金、家畜共済損害防止事業交付金及び事務取

扱いに必要な人件費、事務費等の財源の一般会計からの受

入見込額 

前年度繰越資金

受入 

 92（＋14） 未経過の再保険期間に対する再保険料として前年度から

繰り越される資金の受入見込額等 

積立金より受入 191（▲23） 再保険金等の財源に充てるための積立金からの受入見込

額 

雑収入 0（＋０） 財政融資資金への預託金の利子収入見込額等 

合計 930（＋14） 

 

 

 
（歳出） 

 

内内容容  額額  説説明明（（増増減減要要因因））  

農業再保険費及

交付金 

736（＋86） 農業保険法に基づく共済掛金国庫負担金及び農業経営収

入保険料国庫負担金の農業共済組合連合会等への交付や

再保険金の支払等 

事務取扱費業務

勘定へ繰入 

9（▲1） 農業再保険事業等に係る人件費、事務費等に要する財源の

業務勘定への繰入れ 

予備費 180（▲34） 予見し難い予算の不足に充てるための予備費 

合計 925（＋51）  
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○○  漁漁船船再再保保険険勘勘定定のの歳歳入入・・歳歳出出のの内内容容                    （単位：億円） 

（歳入） 

内内容容  額額  説説明明（（増増減減要要因因））  

再保険料 0（—） 漁船保険組合からの漁船保険等に係る再保険料収入見込

額 

一般会計より受

入 

   70（▲3） 漁船損害等補償法に基づく保険料国庫負担金の財源及び

事務取扱いに必要な人件費、事務費等の財源の一般会計か

らの受入見込額 

前年度繰越資金

受入 

10（▲0） 未経過の再保険期間に対する再保険料として前年度から

繰り越される資金の受入見込額等 

積立金より受入      1（—） 再保険金等の財源に充てるための積立金からの受入見込

額 

雑収入      0（—） 財政融資資金への預託金の利子収入見込額等 

合合計計  81（▲3）  
 

（歳出） 
 

内内容容  額額  説説明明（（増増減減要要因因））  

漁船再保険費及

交付金 

   66（▲2） 漁船損害等補償法に基づく保険料国庫負担金の漁船保険

組合への交付や再保険金の支払等 

事務取扱費業務

勘定へ繰入 

5（▲1） 

 

漁船再保険事業に係る人件費、事務費等に要する財源の業

務勘定への繰入れ 

予備費  1（—） 予見し難い予算の不足に充てるための予備費 

合計 72（▲3）  

○○  漁漁業業共共済済保保険険勘勘定定のの歳歳入入・・歳歳出出のの内内容容                   （単位：億円） 

（歳入） 

内内容容  額額  説説明明（（増増減減要要因因））  

保険料 0（—） 漁業共済組合連合会からの漁業共済保険に係る保険料収

入見込額 

一般会計より受

入 

106（＋2） 漁業災害補償法に基づく共済掛金国庫補助金の財源並び

に事務取扱いに必要な人件費及び事務費の財源の一般会

計からの受入見込額 

前年度繰越資金

受入 

   22（▲14） 未経過の保険期間に対する保険料として前年度から繰り

越される資金の受入見込額等 

借入金 117（皆増） 漁業共済保険事業の保険金及び保険料の還付金の財源に

充てるための民間からの借入見込額 

雑収入 0（—） 財政融資資金への預託金の利子収入見込額等 

合計 244（＋104）  
 

（歳出） 
 

内内容容  額額  説説明明（（増増減減要要因因））  

漁業共済保険費

及交付金 

228（＋125） 漁業災害補償法に基づく共済掛金国庫補助金の漁業共済

組合連合会への交付や保険金の支払等 

事務取扱費業務

勘定へ繰入 

1（▲0） 漁業共済保険事業に係る人件費及び事務費に要する財源

の業務勘定への繰入れ 

国債整理基金特

別会計へ繰入 

12（皆増） 

 

借入金の償還及び利子の支払財源に充てるための国債整

理基金特別会計への繰入れ 

予備費 1（—） 予見し難い予算の不足に充てるための予備費 

合計 242（＋137）  
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○○  漁漁船船再再保保険険勘勘定定のの歳歳入入・・歳歳出出のの内内容容                    （単位：億円） 

（歳入） 

内内容容  額額  説説明明（（増増減減要要因因））  

再保険料 0（—） 漁船保険組合からの漁船保険等に係る再保険料収入見込

額 

一般会計より受

入 

   70（▲3） 漁船損害等補償法に基づく保険料国庫負担金の財源及び

事務取扱いに必要な人件費、事務費等の財源の一般会計か

らの受入見込額 

前年度繰越資金

受入 

10（▲0） 未経過の再保険期間に対する再保険料として前年度から

繰り越される資金の受入見込額等 

積立金より受入      1（—） 再保険金等の財源に充てるための積立金からの受入見込

額 

雑収入      0（—） 財政融資資金への預託金の利子収入見込額等 

合合計計  81（▲3）  
 

（歳出） 
 

内内容容  額額  説説明明（（増増減減要要因因））  

漁船再保険費及

交付金 

   66（▲2） 漁船損害等補償法に基づく保険料国庫負担金の漁船保険

組合への交付や再保険金の支払等 

事務取扱費業務

勘定へ繰入 

5（▲1） 

 

漁船再保険事業に係る人件費、事務費等に要する財源の業

務勘定への繰入れ 

予備費  1（—） 予見し難い予算の不足に充てるための予備費 

合計 72（▲3）  

○○  漁漁業業共共済済保保険険勘勘定定のの歳歳入入・・歳歳出出のの内内容容                   （単位：億円） 

（歳入） 

内内容容  額額  説説明明（（増増減減要要因因））  

保険料 0（—） 漁業共済組合連合会からの漁業共済保険に係る保険料収

入見込額 

一般会計より受

入 

106（＋2） 漁業災害補償法に基づく共済掛金国庫補助金の財源並び

に事務取扱いに必要な人件費及び事務費の財源の一般会

計からの受入見込額 

前年度繰越資金

受入 

   22（▲14） 未経過の保険期間に対する保険料として前年度から繰り

越される資金の受入見込額等 

借入金 117（皆増） 漁業共済保険事業の保険金及び保険料の還付金の財源に

充てるための民間からの借入見込額 

雑収入 0（—） 財政融資資金への預託金の利子収入見込額等 

合計 244（＋104）  
 

（歳出） 
 

内内容容  額額  説説明明（（増増減減要要因因））  

漁業共済保険費

及交付金 

228（＋125） 漁業災害補償法に基づく共済掛金国庫補助金の漁業共済

組合連合会への交付や保険金の支払等 

事務取扱費業務

勘定へ繰入 

1（▲0） 漁業共済保険事業に係る人件費及び事務費に要する財源

の業務勘定への繰入れ 

国債整理基金特

別会計へ繰入 

12（皆増） 

 

借入金の償還及び利子の支払財源に充てるための国債整

理基金特別会計への繰入れ 

予備費 1（—） 予見し難い予算の不足に充てるための予備費 

合計 242（＋137）  

 

○○  業業務務勘勘定定のの歳歳入入・・歳歳出出のの内内容容                      （単位：億円） 

（歳入） 

内内容容  額額  説説明明（（増増減減要要因因））  

他勘定より受入   124（▲20） 人件費、事務費等に要する財源に充てるための各事業勘定

（国営土地改良事業勘定除く）からの受入見込額 

雑収入 0（▲0） 不動産の貸付料収入見込額等 

合計 124（▲20）  

 
（歳出） 

 

内内容容  額額  説説明明（（増増減減要要因因））  

事務取扱費 122（▲20） 事務取扱いに必要な人件費、事務費等 

予備費  2（—） 予見し難い予算の不足に充てるための予備費 

合計 124（▲20）  

○○  国国営営土土地地改改良良事事業業勘勘定定のの歳歳入入・・歳歳出出のの内内容容                （単位：億円） 

（歳入） 

内内容容  額額  説説明明（（増増減減要要因因））  

一般会計より受

入 

59（▲3） 土地改良工事に要する費用の財源に充てるための一般会

計からの受入見込額 

土地改良事業費

負担金収入 

75（▲22） 国営土地改良事業に必要な費用のうち、道県が負担する負

担金の受入見込額 

借入金 8（▲2） 土地改良工事に要する費用の財源に充てるための財政融

資資金からの借入見込額 

前年度剰余金受

入等 

1（▲0） 前年度の決算上の剰余金及び雑収入見込額 

合計 144（▲27）  
 

（歳出） 
 

内内容容  額額  説説明明（（増増減減要要因因））  

土地改良事業費 62（▲1） かんがい排水事業（5 地区）及び総合農地防災事業（1 地

区）の施行 

土地改良事業工

事諸費 

9（▲2） 国営土地改良事業に必要な現場事務所の人件費、事務費 

土地改良事業費

負担金等収入一

般会計へ繰入 

14（▲4） 土地改良事業費負担金収入の一般会計への繰入れ 

東日本大震災復

興土地改良事業

費負担金等収入

一般会計へ繰入 

０（▲0） 土地改良事業費負担金収入の一般会計への繰入れ 

東日本大震災復興

土地改良事業費負

担金等収入東日本

大震災復興特別会

計へ繰入 

0（▲2） 

 

土地改良事業費負担金収入の東日本大震災復興特別会計

への繰入れ 

国債整理基金特

別会計へ繰入 

56（▲18） 借入金の償還及び利子の支払財源に充てるための国債整

理基金特別会計への繰入れ 

予備費 2（—） 予見し難い予算の不足に充てるための予備費 

合計 144（▲27）  
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＜＜農農業業再再保保険険勘勘定定＞＞  

農業再保険勘定における剰余金は、122 億円です。 

（剰余金が生じた理由） 

共済事故が少なかったことにより、再保険金を要することが少なかったこと等によるものです。 

その詳細は、予算措置において翌年度に繰り越すべき未経過再保険料 33 億円があるほか、再

保険金に係る不用額 52 億円等です。 

（剰余金の処理の方法） 

剰余金から未経過再保険料及び支払備金に相当する金額として 114 億円を差し引くと歳入歳

出の差額は 8 億円です。 

特別会計法第 134 条第 1 項の規定により積立金として 8 億円を積み立て、未経過再保険料及

び支払備金に相当する金額として 114 億円を特別会計法第 8 条第 1 項の規定により翌年度の

歳入に繰り入れることとしています。 

  

＜＜漁漁船船再再保保険険勘勘定定＞＞  

漁船再保険勘定における剰余金は、47 億円です。 

（剰余金が生じた理由） 

歳入において、令和 2 年度において保険事故が少なかったこと等により、予算上見込んでいな

かった前年度剰余金受入があったこと、歳出において保険事故が少なかったことにより再保険金

を要することが少なかったこと等によるものです。 

その詳細は、前年度剰余金受入 19 億円のほか、再保険金に係る不用額 19 億円等です。 

（剰余金の処理の方法） 

剰余金から未経過再保険料に相当する金額として 8 億円を差し引くと歳入歳出の差額は 38

億円です。 

「東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律」（平 23 法 40）第

34 条第 2 項の規定により令和 4 年度特別会計予算予算総則で定める金額 19 億円を一般会計

に繰り入れ、未経過再保険料に相当する金額 8 億円と残額 19 億円は、特別会計法第 8 条第 1

項の規定により翌年度の歳入に繰り入れることとしています。 

 

＜＜漁漁業業共共済済保保険険勘勘定定＞＞  

漁業共済保険勘定における剰余金は、27 億円です。 

（剰余金が生じた理由） 

歳入において未経過保険料の受入が多かったこと等によるものです。 

その詳細は、未経過保険料受入 21 億円等です。 

（剰余金の処理の方法） 

剰余金から未経過保険料及び支払備金に相当する金額として 209 億円を差し引くと 181 億

円の不足が生じました。この不足金は、補足すべき積立金がないので繰越損失となります。 

 

＜＜業業務務勘勘定定＞＞  

業務勘定における剰余金はありません。 

なお、不用額が 96 億円生じていますが、これは事務人件費等が予定より少なかったことによ

るものであり、その際、この財源に充てる資金受入（各事業勘定からの受入）も同額減少するこ

とから、剰余金は生じないことになります。 
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＜＜国国営営土土地地改改良良事事業業勘勘定定＞＞  

国営土地改良事業勘定における剰余金は、3 億円です。 

（剰余金が生じた理由） 

歳出において、国債整理基金特別会計への繰り入れが予定を下回ったことにより、その財源と

なる土地改良事業費負担金を要することが少なかったこと等によるものです。 

その詳細は、負担金剰余 2 億円、不用額 23 百万円等です。 

なお、土地改良事業費に係る不用額が上記のほか 1 億円生じていますが、これは事業計画の変

更等により、土地改良事業費等が予定より少なかったことによるものであり、その際、この財源

に充てる資金受入（一般会計より受入等）も減少することから、剰余金の発生にはつながりませ

ん。 

（剰余金の処理の方法） 

特別会計法附則第 67 条第 3 項において読み替えられた特別会計法第 8 条第 1 項の規定によ

り、国営土地改良事業勘定の翌年度の歳入に繰り入れ、翌年度以降の事業費等の財源に充てるこ

ととしています。 

 

 

③③   積積立立金金等等  

積積立立金金（（農農業業再再保保険険勘勘定定））  

①①  積積立立金金のの残残高高                                                  （単位：億円） 

令令和和 44 年年度度末末（（予予定定））  
（（令令和和 44 年年度度予予算算））  

令令和和 33 年年度度末末  
（（令令和和 33 年年度度決決算算処処理理後後））  

令令和和 22 年年度度末末  
（（令令和和 22 年年度度決決算算処処理理後後））  

1,429 1,897 1,889 

②②  積積立立金金のの目目的的  

農業再保険勘定の財務の健全性の観点から、将来発生し得る通常の予測を超える危険が発生

した場合においても再保険金等の十分な支払能力を確保するため、毎会計年度の歳入歳出の決

算上剰余金が生じた場合には、再保険金等に充てるために必要な金額を、積立金として積み立

てることとしています。 

③③  積積立立金金のの水水準準  

令和 3 年度決算による積立金の金額を踏まえ、ソルベンシー・マージン比率を試算したとこ

ろ、約 120％となります。過去（平成 5 年度）には 4,000 億円を超える再保険金の支払いが

あったことを勘案すれば、積立金が過大とはいえません。 
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＜＜国国営営土土地地改改良良事事業業勘勘定定＞＞  

国営土地改良事業勘定における剰余金は、3 億円です。 

（剰余金が生じた理由） 

歳出において、国債整理基金特別会計への繰り入れが予定を下回ったことにより、その財源と

なる土地改良事業費負担金を要することが少なかったこと等によるものです。 

その詳細は、負担金剰余 2 億円、不用額 23 百万円等です。 

なお、土地改良事業費に係る不用額が上記のほか 1 億円生じていますが、これは事業計画の変

更等により、土地改良事業費等が予定より少なかったことによるものであり、その際、この財源

に充てる資金受入（一般会計より受入等）も減少することから、剰余金の発生にはつながりませ

ん。 

（剰余金の処理の方法） 

特別会計法附則第 67 条第 3 項において読み替えられた特別会計法第 8 条第 1 項の規定によ

り、国営土地改良事業勘定の翌年度の歳入に繰り入れ、翌年度以降の事業費等の財源に充てるこ

ととしています。 

 

 

③③   積積立立金金等等  

積積立立金金（（農農業業再再保保険険勘勘定定））  

①①  積積立立金金のの残残高高                                                  （単位：億円） 

令令和和 44 年年度度末末（（予予定定））  
（（令令和和 44 年年度度予予算算））  

令令和和 33 年年度度末末  
（（令令和和 33 年年度度決決算算処処理理後後））  

令令和和 22 年年度度末末  
（（令令和和 22 年年度度決決算算処処理理後後））  

1,429 1,897 1,889 

②②  積積立立金金のの目目的的  

農業再保険勘定の財務の健全性の観点から、将来発生し得る通常の予測を超える危険が発生

した場合においても再保険金等の十分な支払能力を確保するため、毎会計年度の歳入歳出の決

算上剰余金が生じた場合には、再保険金等に充てるために必要な金額を、積立金として積み立

てることとしています。 

③③  積積立立金金のの水水準準  

令和 3 年度決算による積立金の金額を踏まえ、ソルベンシー・マージン比率を試算したとこ

ろ、約 120％となります。過去（平成 5 年度）には 4,000 億円を超える再保険金の支払いが

あったことを勘案すれば、積立金が過大とはいえません。 
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④④   資資産産及及びび負負債債（（令令和和２２年年度度特特別別会会計計財財務務書書類類））  

 
 
 

食食料料安安定定供供給給特特別別会会計計貸貸借借対対照照表表（単位：億円、単位未満切捨） 

 

主な資産は、現金・預金 2,989 億円と外国に対する貸付米 1,005 億円です。 

なお、土地等の国有財産は、食糧管理勘定において管理する旧政府倉庫であり、また、業務勘

定で管理する旧食糧事務所庁舎等です。 

主な負債は、米麦の買入代金の手当てのために発行した政府短期証券（食糧証券）1,140 億円

です。 

なお、借入金は、国営土地改良事業勘定において、道県が負担する部分について財政融資資金

から借り入れを行い、土地改良事業に要する費用の財源としています。 

資産・負債差額は、主に現金・預金及び貸付米が含まれています。 

 

 

 

⑤⑤  保保険険料料率率のの根根拠拠及及びび保保険険料料率率をを見見直直すす仕仕組組みみのの内内容容等等  

 

保保険険料料率率のの算算定定根根拠拠 

＜農業再保険勘定＞ 

① 農業共済の共済掛金率は、「農業保険法」（昭 22 法 185）に基づき、農林水産大臣が定め

《令和元年度》 《令和２年度》 << 負負 債債 のの 部部 >> 《令和２年度》 《令和元年度》

未 払 金 0 21

支 払 備 金 159 82

1,151 1,034 う ち 政 府 預 金 未 払 費 用 0 0

1,902 1,955 うち財投預託金 前 受 金 15 12

未 経 過 ( 再 ) 保 険 料 69 65

275 232 賞 与 引 当 金 1 1

0 0

0 0 退 職 給 付 引 当 金 36 41

61 87

0 0

負 債 合 計 2,176 2,004

▲0 ▲0

45 18

8 8 土 地

0 0 立 木 竹

3 3 建 物
0 0 工 作 物
33 7
33 7 建 設 仮 勘 定

0 0

8 6

5,777 5,579 5,777 5,579

970

貸 倒 引 当 金

1,110

12 11

451

301

政 府 短 期 証 券 1,140

3,7723,402

352

455

762

458

827

<< 資資 産産 のの 部部 >>

資 産 合 計

借 入 金

他 会 計 繰 戻 未 済 金前 払 費 用

前 払 金

た な 卸 資 産

無 形 固 定 資 産

有 形 固 定 資 産

公 共 用 財 産

物 品

未 収 収 益

売 掛 金

未 収 ( 再 ) 保 険 料

資 産 ・ 負 債 差 額

負債及び資産・負債差額合計

410

1,005

未 収 金

貸 付 米

国 有 財 産
（公共用財産を除く）

3,054 2,989 現 金 ・ 預 金
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○歳入・歳出の内容                             （単位：億円） 

（歳入） 

内内容容  額額  説説明明（（増増減減要要因因））  

一般会計より受入    199（▲30） 
借入金の償還金、支払利子及び一時借入金の支払利子の

財源に充てるための一般会計からの受入見込額 

借入金 3,347（▲39） 借入金の償還のための借換借入金見込額 

合計 3,546（▲69）  

 

（歳出） 

内内容容  額額  説説明明（（増増減減要要因因））  

国債整理基金特別

会計へ繰入 
3,546（▲69） 

借入金の償還金、支払利子及び一時借入金の支払利子の

財源に充てるための国債整理基金特別会計への繰入額 

合計 3,546（▲69）  

 

②②   剰剰余余金金  
 

（注）この特別会計は、国債整理基金特別会計へ繰入れするための必要額に限って、一般会計

からの繰入れ及び民間金融機関からの借入れを行っていることから、剰余金は発生しない

仕組みとなっております。 

  

③③   資資産産及及びび負負債債（（令令和和 22 年年度度特特別別会会計計財財務務書書類類））  
 

国有林野事業債務管理特別会計貸借対照表  （単位：億円、単位未満切捨） 

資産はありません。 

主な負債は、民間金融機関等からの借入金です。なお、この借入金は、旧国有林野事業特別

会計から承継した債務です。 
 

 

（（44））事事務務及及びび事事業業のの効効率率化化・・財財務務にに関関すするる情情報報のの透透明明化化のの取取組組みみ等等    

 

国有林野事業債務管理特別会計においては、借入金の償還に関する情報開示に努めており、具

体的には、「国有林野事業に係る債務の処理に関する施策の実施の状況」について国会へ報告を

行っています。 

 

国有林野事業債務管理特別会計についての問い合わせ先 

農林水産省林野庁国有林野部管理課   電話番号 03-3502-8111（内線 6253） 

1

《元年度》 《２年度》 < 資 産 の 部 > < 負 債 の 部 > 《２年度》 《元年度》

未 払 費 用 0

資産・負債差額
▲11,866 ▲11,654

11,866

借 入 金 11,654 11,865

負債合計 11,654

負債及び資産・負債差額合計 - -
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○歳入・歳出の内容                             （単位：億円） 

（歳入） 

内内容容  額額  説説明明（（増増減減要要因因））  

一般会計より受入    199（▲30） 
借入金の償還金、支払利子及び一時借入金の支払利子の

財源に充てるための一般会計からの受入見込額 

借入金 3,347（▲39） 借入金の償還のための借換借入金見込額 

合計 3,546（▲69）  

 

（歳出） 

内内容容  額額  説説明明（（増増減減要要因因））  

国債整理基金特別

会計へ繰入 
3,546（▲69） 

借入金の償還金、支払利子及び一時借入金の支払利子の

財源に充てるための国債整理基金特別会計への繰入額 

合計 3,546（▲69）  

 

②②   剰剰余余金金  
 

（注）この特別会計は、国債整理基金特別会計へ繰入れするための必要額に限って、一般会計

からの繰入れ及び民間金融機関からの借入れを行っていることから、剰余金は発生しない

仕組みとなっております。 

  

③③   資資産産及及びび負負債債（（令令和和 22 年年度度特特別別会会計計財財務務書書類類））  
 

国有林野事業債務管理特別会計貸借対照表  （単位：億円、単位未満切捨） 

資産はありません。 

主な負債は、民間金融機関等からの借入金です。なお、この借入金は、旧国有林野事業特別

会計から承継した債務です。 
 

 

（（44））事事務務及及びび事事業業のの効効率率化化・・財財務務にに関関すするる情情報報のの透透明明化化のの取取組組みみ等等    

 

国有林野事業債務管理特別会計においては、借入金の償還に関する情報開示に努めており、具

体的には、「国有林野事業に係る債務の処理に関する施策の実施の状況」について国会へ報告を

行っています。 

 

国有林野事業債務管理特別会計についての問い合わせ先 

農林水産省林野庁国有林野部管理課   電話番号 03-3502-8111（内線 6253） 

1

《元年度》 《２年度》 < 資 産 の 部 > < 負 債 の 部 > 《２年度》 《元年度》

未 払 費 用 0

資産・負債差額
▲11,866 ▲11,654

11,866

借 入 金 11,654 11,865

負債合計 11,654

負債及び資産・負債差額合計 - -
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1122．．自自動動車車安安全全特特別別会会計計  
 

（（１１））概概要要  
 

自動車安全特別会計は、行政改革推進法の方針に従い、特別会計法に基づき、平成 20 年度

に自動車検査登録特別会計（昭和 39 年設置）及び自動車損害賠償保障事業特別会計（昭和 30

年設置）の 2 特別会計を統合し、設置された特別会計です。また、社会資本整備事業特別会計

の廃止に伴い、平成 26 年 4 月 1 日から借入金償還完了年度の末日までの間の経過措置とし

て、空港整備事業等に関する経理を自動車安全特別会計において行うこととされました。 

本特別会計は、自動車ユーザーからの賦課金、積立金として管理している自賠責保険の再保険

契約に係る再保険料、自動車ユーザーからの検査・登録手数料、過去の再保険料の運用益を財源

として、ひき逃げ・無保険車の被害者救済対策、再保険金の支払い、自動車の検査・登録業務、

基準適合性の審査、事故による重度後遺障害者等の被害者救済対策、事故発生防止対策等を実施

しています。また、航空運送事業者等からの空港使用料収入や一般会計からの繰入金等を財源と

して、空港等の維持運営や空港整備事業等を実施しています。 

 

 

自自動動車車安安全全特特別別会会計計のの仕仕組組みみ  

 この特別会計は、保障勘定、自動車検査登録勘定、自動車事故対策勘定及び空港整備勘定の各

勘定に区分され、それぞれ、自動車損害賠償保障事業等、自動車検査登録業務、自動車事故対策

事業及び空港整備事業等に係る歳入歳出を経理しています。 
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1122．．自自動動車車安安全全特特別別会会計計  
 

（（１１））概概要要  
 

自動車安全特別会計は、行政改革推進法の方針に従い、特別会計法に基づき、平成 20 年度

に自動車検査登録特別会計（昭和 39 年設置）及び自動車損害賠償保障事業特別会計（昭和 30

年設置）の 2 特別会計を統合し、設置された特別会計です。また、社会資本整備事業特別会計

の廃止に伴い、平成 26 年 4 月 1 日から借入金償還完了年度の末日までの間の経過措置とし

て、空港整備事業等に関する経理を自動車安全特別会計において行うこととされました。 

本特別会計は、自動車ユーザーからの賦課金、積立金として管理している自賠責保険の再保険

契約に係る再保険料、自動車ユーザーからの検査・登録手数料、過去の再保険料の運用益を財源

として、ひき逃げ・無保険車の被害者救済対策、再保険金の支払い、自動車の検査・登録業務、

基準適合性の審査、事故による重度後遺障害者等の被害者救済対策、事故発生防止対策等を実施

しています。また、航空運送事業者等からの空港使用料収入や一般会計からの繰入金等を財源と

して、空港等の維持運営や空港整備事業等を実施しています。 

 

 

自自動動車車安安全全特特別別会会計計のの仕仕組組みみ  

 この特別会計は、保障勘定、自動車検査登録勘定、自動車事故対策勘定及び空港整備勘定の各

勘定に区分され、それぞれ、自動車損害賠償保障事業等、自動車検査登録業務、自動車事故対策

事業及び空港整備事業等に係る歳入歳出を経理しています。 

 

 

（（２２））具具体体的的なな事事業業のの内内容容  
 

 本特別会計は、4 勘定に区分され、それぞれ以下の事業等に関する経理を行います。 

①①  保保障障勘勘定定  

政府保障事業等に係る歳入歳出を経理しています。 

具体的には、自賠責保険料の一部に含まれる賦課金を財源として、ひき逃げ・無保険車の被

害者への自賠責保険金に代わる保障金の支払い等に必要な経費の支出を実施しています。また、

経過措置として、政府再保険制度時代に積み立てられた積立金等を財源として再保険金等の支

払い等に必要な経費の支出を実施しています。 

 

 

 

 

 

  

②②  自自動動車車検検査査登登録録勘勘定定  

自動車検査登録業務に係る歳入歳出を経理しています。 

具体的には、自動車ユーザーからの検査・登録手数料等を財源として、自動車の安全確保・

環境保全対策等に必要な経費の支出を実施しています。 

                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③③  自自動動車車事事故故対対策策勘勘定定  

自動車事故対策事業に係る歳入歳出を経理しています。 

具体的には、政府再保険制度時代に積み立てられた積立金の累積運用益等を財源として、「自

動車損害賠償保障法」（昭 30 法 97）に基づく自動車事故対策計画に規定する事故による重度

後遺障害者等の被害者救済対策及び事故発生防止対策を実施するために必要な経費の支出を

実施しています。 
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④④  空空港港整整備備勘勘定定  

空港整備事業等に係る歳入歳出を経理しています。 

具体的には、航空運送事業者等からの空港使用料収入や一般会計からの繰入金（航空機燃料 

税収入等の空港整備事業に要する経費の財源相当額）等を財源として、空港整備事業、環境対

策事業、航空路整備事業、空港等の維持運営等を実施しています。 

令和 4 年度においては、首都圏空港の国際競争力強化のため、東京国際空港（羽田）の機能

拡充に必要な事業等を重点的に実施するとともに、福岡空港においては、引き続き、滑走路増

設事業を実施することとしています。また、空港における防災・減災、国土強靱化対策の推進

等に必要な事業を計画的に実施することとしています。 

 

＜＜東東京京国国際際空空港港（（羽羽田田））のの機機能能拡拡充充にに必必要要なな事事業業等等＞＞  

・航空旅客の内際乗り継ぎ利便性向上を図るために必要な人工地盤の整備の検討  

・アクセス利便性向上のために必要な空港アクセス鉄道の基盤施設整備 

・空港機能の拡充に必要な駐機場の整備 等 
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④④  空空港港整整備備勘勘定定  

空港整備事業等に係る歳入歳出を経理しています。 

具体的には、航空運送事業者等からの空港使用料収入や一般会計からの繰入金（航空機燃料 

税収入等の空港整備事業に要する経費の財源相当額）等を財源として、空港整備事業、環境対

策事業、航空路整備事業、空港等の維持運営等を実施しています。 

令和 4 年度においては、首都圏空港の国際競争力強化のため、東京国際空港（羽田）の機能

拡充に必要な事業等を重点的に実施するとともに、福岡空港においては、引き続き、滑走路増

設事業を実施することとしています。また、空港における防災・減災、国土強靱化対策の推進

等に必要な事業を計画的に実施することとしています。 

 

＜＜東東京京国国際際空空港港（（羽羽田田））のの機機能能拡拡充充にに必必要要なな事事業業等等＞＞  

・航空旅客の内際乗り継ぎ利便性向上を図るために必要な人工地盤の整備の検討  

・アクセス利便性向上のために必要な空港アクセス鉄道の基盤施設整備 

・空港機能の拡充に必要な駐機場の整備 等 

 

 

 

 

 

  

 

（（３３））特特別別会会計計のの現現状状  
  

①①   歳歳入入歳歳出出予予算算（（令令和和 44 年年度度当当初初予予算算））  
 
 

○自動車安全特別会計（空港整備勘定除き） 

 

（注）歳入歳出差額が、710 億円あります。保障勘定の歳入歳出差額 607 億円は、主に自動車ユーザーから徴収した

賦課金の未支出分が累積計上されたものです。また、自動車検査登録勘定の歳入歳出差額 104 億円は、主に自動車

ユーザーから徴収した検査登録手数料の未支出分等が累積計上されたものです。  

 

○自動車安全特別会計（空港整備勘定） 

 

 

 

【令和４年度歳入予算】 【令和４年度歳出予算】

空港使用料収入
933（▲398）3,883

（▲46）

償還金収入
91（▲26）

前年度剰余金受入等
823（▲11）

借入金
1,645（＋467）

空港等維持運営費
1,494（▲262）

空港整備事業費等
1,444（＋48）

3,883
（▲46）

一般会計より受入
315 （▲43）

航空路整備事業費
288（＋1）

地方公共団体工事費
負担金収入
76（▲36）

空港等整備事業工事諸費等
35（▲31）

空港整備事業資金貸付金
288（＋208）

国債整理基金
特別会計へ繰入

333（▲10）

（単位：億円） 

（単位：億円） 
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○歳入総額、歳出総額、（参考）歳出純計額                    （単位：億円） 

勘勘定定  歳歳入入総総額額  歳歳出出総総額額  （（参参考考））歳歳出出純純計計額額  

保障勘定 631（▲５） 24（▲２） 16（▲１） 

自動車検査登録勘定 527（▲60） 424（▲５） 422（▲５） 

自動車事故対策勘定 147（＋３） 147（＋3） 143（＋3） 

空港整備勘定 3,883（▲46） 3,883（▲46） 3,517（＋214） 

特別会計合計 5,189（▲108） 4,478（▲50） 4,098（＋211） 

 

○保障勘定の歳入・歳出の内容                         （単位：億円） 

（歳入）                                

内内容容  額額  説説明明  

賦課金収入 14（▲１） 政府保障事業の財源として自動車ユーザーから徴収した自

動車損害賠償保障事業の賦課金収入見込額 

積立金より受入 3（▲０） 再保険及保険費等の財源に充てるための積立金からの受入

見込額 

雑収入 4（▲0） 財政融資資金への預託金の利子収入見込額等 

前年度剰余金受入  610（▲3） 前年度の決算上の剰余金見込額 

合計 631（▲5）  

 

（歳出） 

内内容容  額額  説説明明  

保障費 14（▲0） 自動車及び原動機付自転車のひき逃げ事故等による被害者

に対する自賠責保険金に代わる保障金の支払等 

業務取扱費自動車検査

登録勘定へ繰入 

8（▲1） 自動車損害賠償保障事業及び自動車損害賠償責任再保険事

業等に係る業務取扱費の財源の自動車検査登録勘定への繰

入れ 

再保険及保険費 １（▲１） 保険事故の発生による再保険金の支払及び共済事故の発生

による保険金の支払 

予備費 1（－） 予見し難い予算の不足に充てるための予備費 

合計 24（▲２）  

 

○自動車検査登録勘定の歳入・歳出の内容                   （単位：億円） 

（歳入） 

内内容容  額額  説説明明  

検査登録印紙収入 203（▲107） 自動車の検査・登録業務による手数料の印紙収入見込額 

検査登録手数料収入 136（＋105） 自動車の検査・登録業務による手数料の現金収入見込額 

一般会計より受入 3（▲0） 自動車重量税の納付の確認及び税額の認定に要する人件費

及び事務費の財源に充てるための一般会計からの受入見込

額 
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○歳入総額、歳出総額、（参考）歳出純計額                    （単位：億円） 

勘勘定定  歳歳入入総総額額  歳歳出出総総額額  （（参参考考））歳歳出出純純計計額額  

保障勘定 631（▲５） 24（▲２） 16（▲１） 

自動車検査登録勘定 527（▲60） 424（▲５） 422（▲５） 

自動車事故対策勘定 147（＋３） 147（＋3） 143（＋3） 

空港整備勘定 3,883（▲46） 3,883（▲46） 3,517（＋214） 

特別会計合計 5,189（▲108） 4,478（▲50） 4,098（＋211） 

 

○保障勘定の歳入・歳出の内容                         （単位：億円） 

（歳入）                                

内内容容  額額  説説明明  

賦課金収入 14（▲１） 政府保障事業の財源として自動車ユーザーから徴収した自

動車損害賠償保障事業の賦課金収入見込額 

積立金より受入 3（▲０） 再保険及保険費等の財源に充てるための積立金からの受入

見込額 

雑収入 4（▲0） 財政融資資金への預託金の利子収入見込額等 

前年度剰余金受入  610（▲3） 前年度の決算上の剰余金見込額 

合計 631（▲5）  

 

（歳出） 

内内容容  額額  説説明明  

保障費 14（▲0） 自動車及び原動機付自転車のひき逃げ事故等による被害者

に対する自賠責保険金に代わる保障金の支払等 

業務取扱費自動車検査

登録勘定へ繰入 

8（▲1） 自動車損害賠償保障事業及び自動車損害賠償責任再保険事

業等に係る業務取扱費の財源の自動車検査登録勘定への繰

入れ 

再保険及保険費 １（▲１） 保険事故の発生による再保険金の支払及び共済事故の発生

による保険金の支払 

予備費 1（－） 予見し難い予算の不足に充てるための予備費 

合計 24（▲２）  

 

○自動車検査登録勘定の歳入・歳出の内容                   （単位：億円） 

（歳入） 

内内容容  額額  説説明明  

検査登録印紙収入 203（▲107） 自動車の検査・登録業務による手数料の印紙収入見込額 

検査登録手数料収入 136（＋105） 自動車の検査・登録業務による手数料の現金収入見込額 

一般会計より受入 3（▲0） 自動車重量税の納付の確認及び税額の認定に要する人件費

及び事務費の財源に充てるための一般会計からの受入見込

額 

 

他勘定より受入 12（▲1） 業務取扱費の財源に充てるための保障勘定、自動車事故対

策勘定からの受入見込額 

雑収入 5（▲0） 用地貸付料、建物貸付料、不動産売払料収入見込額等 

前年度剰余金受入 169（▲52） 前年度の決算上の剰余金見込額 

独立行政法人自動車技

術総合機構納付金収入 

－（▲6） （独）自動車技術総合機構から納付される納付金の受入見

込額 

合計 527（▲60）  

 

（歳出） 

内内容容  額額  説説明明  

独立行政法人自動車技

術総合機構運営費 

25（▲6） （独）自動車技術総合機構が行う業務の財源の一部に充て

るための運営費交付金の交付 

独立行政法人自動車技

術総合機構施設整備費 

 13（▲22） （独）自動車技術総合機構が施行する自動車等審査施設の

整備費の補助 

業務取扱費 371（＋52） 自動車検査登録等事務、自動車損害賠償保障事業等に必要

な人件費、事務費等並びに自動車の環境対策及び安全対策

に必要な技術の評価手法及び基準策定のための調査等 

施設整備費 13（▲30） 自動車検査登録事務所等の施設の整備 

予備費 2（－） 予見し難い予算の不足に充てるための予備費 

合計 424（▲5）  

 

○自動車事故対策勘定の歳入・歳出の内容                  （単位：億円） 

（歳入）  

内内容容  額額  説説明明  

積立金より受入 76（▲１） 自動車事故対策費等の財源に充てるための積立金からの受

入見込額 

一般会計より受入 54（＋7） ｢平成 6 年度における財政運営のための国債整理基金に充

てるべき資金の繰入れの特例等に関する法律｣附則第 2 項

の規定により読み替えられた同法第 7 条第 2 項及び｢平成

7 年度における財政運営のための国債整理基金に充てるべ

き資金の繰入れの特例等に関する法律｣附則第 2 項の規定

により読み替えられた同法第 10 条第 2 項の規定による一

般会計からの受入見込額 

償還金収入 ４（▲１） （独）自動車事故対策機構貸付金の償還見込額 

独立行政法人自動車事

故対策機構納付金収入 

1（皆増） （独）自動車事故対策機構から納付される納付金の受入見

込額 

雑収入 11（▲3） 財政融資資金への預託金の利子収入見込額等 

合計 147（＋３）  

 

（歳出） 

内内容容  額額  説説明明  

自動車事故対策費 62（＋3） 事故による重度後遺症障害者等の被害者救済対策及び事故

発生防止対策の実施に要する経費の（独）自動車事故対策機
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構等に対する補助等 

独立行政法人自動車事

故対策機構運営費 

76（＋2） （独）自動車事故対策機構が行う業務の財源の一部に充て

るための運営費交付金の交付 

独立行政法人自動車事

故対策機構施設整備費 

4（＋1） （独）自動車事故対策機構が施行する療護施設の整備費の

補助 

業務取扱費自動車検査 

登録勘定へ繰入 

4（＋0） 自動車事故対策計画に基づく交付等に係る業務取扱費の財 

源の自動車検査登録勘定への繰入れ 

独立行政法人自動車事

故対策機構貸付金 

－（▲3） （独）自動車事故対策機構が行う自動車事故の被害者に対

する資金の貸付け業務に要する資金の一部に充てるための

貸付け 

合計 147（＋3）  

 

○空港整備勘定の歳入・歳出の内容                      （単位：億円） 

（歳入） 

内内容容  額額  説説明明  

空港使用料収入 933（▲398） 着陸料、航行援助施設利用料等の収入見込額 

一般会計より受入 315（▲43） 空港整備事業に要する経費の財源に充てるための一般会

計からの受入見込額 

地方公共団体工事費負

担金収入 

76（▲36） 国管理空港等の空港整備に必要な経費のうち、地方公共

団体が負担する負担金の受入見込額 

借入金 1,645（＋467） 
特別会計法の規定による空港整備事業に係る施設の整備

の財源に充てるための財政融資資金からの借入見込額 

償還金収入 91（▲26） 関西国際空港整備事業資金貸付金等の償還見込額 

受託工事納付金収入 0（皆増） 空港関係受託工事に係る納付金の受入見込額 

空港等財産処分収入 0（▲9） 土地等の売払いによる収入見込額 

雑収入 429（▲220） 公共施設等運営権対価、用地等の貸付料収入見込額等 

前年度剰余金受入 394（＋218） 前年度の決算上の剰余金見込額 

合計 3,883（▲46）  

 

（歳出） 

内内容容  額額  説説明明  

空港等維持運営費 1,494（▲262） 国管理空港等における滑走路・誘導路・エプロン等の空

港関係施設の維持運営、地方管理空港も含めた空港・航

空路に係る航空管制の維持運営、ハイジャック・テロ対

策等に係る人件費・事務費等 

空港整備事業費 1,441（＋48） ・羽田空港整備 

・一般空港整備 

・空港周辺環境対策（住宅防音工事、移転補償等）等 

航空路整備事業費 288（＋1） レーダー・通信施設等の整備等 

空港整備事業資金貸付

金 

288（＋208） 空港整備事業に要する資金の貸付け 

地域公共交通維持・活

性化推進費 

15（▲5） 離島航空路線の運航を確保するため使用する航空機等の

購入に必要な費用の補助 

空港等整備事業工事諸 17（▲0） 空港等整備事業に必要な現場事務所等の人件費及び事務
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構等に対する補助等 

独立行政法人自動車事

故対策機構運営費 

76（＋2） （独）自動車事故対策機構が行う業務の財源の一部に充て

るための運営費交付金の交付 

独立行政法人自動車事

故対策機構施設整備費 

4（＋1） （独）自動車事故対策機構が施行する療護施設の整備費の

補助 

業務取扱費自動車検査 

登録勘定へ繰入 

4（＋0） 自動車事故対策計画に基づく交付等に係る業務取扱費の財 

源の自動車検査登録勘定への繰入れ 

独立行政法人自動車事

故対策機構貸付金 

－（▲3） （独）自動車事故対策機構が行う自動車事故の被害者に対

する資金の貸付け業務に要する資金の一部に充てるための

貸付け 

合計 147（＋3）  

 

○空港整備勘定の歳入・歳出の内容                      （単位：億円） 

（歳入） 

内内容容  額額  説説明明  

空港使用料収入 933（▲398） 着陸料、航行援助施設利用料等の収入見込額 

一般会計より受入 315（▲43） 空港整備事業に要する経費の財源に充てるための一般会

計からの受入見込額 

地方公共団体工事費負

担金収入 

76（▲36） 国管理空港等の空港整備に必要な経費のうち、地方公共

団体が負担する負担金の受入見込額 

借入金 1,645（＋467） 
特別会計法の規定による空港整備事業に係る施設の整備

の財源に充てるための財政融資資金からの借入見込額 

償還金収入 91（▲26） 関西国際空港整備事業資金貸付金等の償還見込額 

受託工事納付金収入 0（皆増） 空港関係受託工事に係る納付金の受入見込額 

空港等財産処分収入 0（▲9） 土地等の売払いによる収入見込額 

雑収入 429（▲220） 公共施設等運営権対価、用地等の貸付料収入見込額等 

前年度剰余金受入 394（＋218） 前年度の決算上の剰余金見込額 

合計 3,883（▲46）  

 

（歳出） 

内内容容  額額  説説明明  

空港等維持運営費 1,494（▲262） 国管理空港等における滑走路・誘導路・エプロン等の空

港関係施設の維持運営、地方管理空港も含めた空港・航

空路に係る航空管制の維持運営、ハイジャック・テロ対

策等に係る人件費・事務費等 

空港整備事業費 1,441（＋48） ・羽田空港整備 

・一般空港整備 

・空港周辺環境対策（住宅防音工事、移転補償等）等 

航空路整備事業費 288（＋1） レーダー・通信施設等の整備等 

空港整備事業資金貸付

金 

288（＋208） 空港整備事業に要する資金の貸付け 

地域公共交通維持・活

性化推進費 

15（▲5） 離島航空路線の運航を確保するため使用する航空機等の

購入に必要な費用の補助 

空港等整備事業工事諸 17（▲0） 空港等整備事業に必要な現場事務所等の人件費及び事務

 

費 費 

受託工事費 0（皆増） 地方公共団体からの委託により施行する空港関係受託工

事 

空港等災害復旧事業費 3（－） 国が施行する空港等災害復旧事業及び地方公共団体が施

行する空港災害復旧事業に必要な事業費の補助 

国債整理基金特別会計

へ繰入 

333（▲10） 羽田空港整備に係る借入金の元利償還等の支払財源に充

てるための繰入れ 

収益回収公共事業資金

貸付金償還金一般会計

へ繰入 

－（▲26） NTT-A 事業資金貸付金の償還金の一般会計への繰入れ 

予備費 3 （－） 予見し難い予算の不足に充てるための予備費 

合計 3,883（▲46）  
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②②   剰剰余余金金  
 
令令和和３３年年度度決決算算  

（単位：億円、単位未満切捨） 

勘勘定定  
収収納納済済  
歳歳入入額額  

支支出出済済  
歳歳出出額額  

剰剰余余金金  
翌翌年年度度  

歳歳入入繰繰入入  
積積立立金金積積立立  
資資金金組組入入  

一一般般会会計計へへ  
繰繰入入  

保障勘定  638 17 620 619 1 － 

自動車検査登録勘定 539 404 135 135 － － 

自動車事故対策勘定 161 142 19 0 18 － 

空港整備勘定 4,248 3,384 863 863 — — 

特別会計合計 5,588 3,948 1,639 1,618 20 － 

令和３年度決算における剰余金は、自動車安全特別会計全体で 1,639 億円です。 

＜＜保保障障勘勘定定＞＞  

保障勘定における剰余金は、620 億円です。 

（剰余金が生じた理由） 

ひき逃げ事故や無保険車事故の被害者に対して、政府が被害者の損害を填補する政府保障事業

の財源として自動車ユーザーから徴収した自動車損害賠償保障事業賦課金収入の未支出分等が

619 億円累積計上されているためです。 

なお、不用額が 8 億円生じていますが、これは保障金の請求件数が予定を下回ったこと等によ

り、保障金の支払いが少なかったこと等のためです。 

（剰余金の処理の方法） 

特別会計法附則第 61 条第 1 項の規定により、再保険金等の支払い等に必要な経費については

積立金に積み立て、残額については同法第 8 条第 1 項の規定により翌年度の歳入に繰り入れ、今

後の政府保障事業の原資として活用することとしています。 

＜＜自自動動車車検検査査登登録録勘勘定定＞＞  

自動車検査登録勘定における剰余金は、135 億円です。 

（剰余金が生じた理由） 

自動車ユーザーから徴収した検査登録印紙収入等に対する未支出分等が 135 億円累積計上さ

れているためです。 

なお、不用額が 24 億円生じていますが、これは退職者数が予定を下回ったこと等により、退

職手当を要することが少なかったこと等のためです。 

（剰余金の処理の方法） 

特別会計法第 8 条第 1 項の規定により翌年度の歳入に繰り入れ、自動車検査登録関係業務に

活用することとしています。 

 

＜＜自自動動車車事事故故対対策策勘勘定定＞＞  

自動車事故対策勘定における剰余金は、19 億円です。 

（剰余金が生じた理由） 

歳入においては、安全運転サポート車普及促進事業に係る繰越の財源として 9 億円の前年度

剰余金受入があったこと、歳出においては、自動車事故対策費補助金が予定を 17 億円下回った
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②②   剰剰余余金金  
 
令令和和３３年年度度決決算算  

（単位：億円、単位未満切捨） 

勘勘定定  
収収納納済済  
歳歳入入額額  

支支出出済済  
歳歳出出額額  

剰剰余余金金  
翌翌年年度度  

歳歳入入繰繰入入  
積積立立金金積積立立  
資資金金組組入入  

一一般般会会計計へへ  
繰繰入入  

保障勘定  638 17 620 619 1 － 

自動車検査登録勘定 539 404 135 135 － － 

自動車事故対策勘定 161 142 19 0 18 － 

空港整備勘定 4,248 3,384 863 863 — — 

特別会計合計 5,588 3,948 1,639 1,618 20 － 

令和３年度決算における剰余金は、自動車安全特別会計全体で 1,639 億円です。 

＜＜保保障障勘勘定定＞＞  

保障勘定における剰余金は、620 億円です。 

（剰余金が生じた理由） 

ひき逃げ事故や無保険車事故の被害者に対して、政府が被害者の損害を填補する政府保障事業

の財源として自動車ユーザーから徴収した自動車損害賠償保障事業賦課金収入の未支出分等が

619 億円累積計上されているためです。 

なお、不用額が 8 億円生じていますが、これは保障金の請求件数が予定を下回ったこと等によ

り、保障金の支払いが少なかったこと等のためです。 

（剰余金の処理の方法） 

特別会計法附則第 61 条第 1 項の規定により、再保険金等の支払い等に必要な経費については

積立金に積み立て、残額については同法第 8 条第 1 項の規定により翌年度の歳入に繰り入れ、今

後の政府保障事業の原資として活用することとしています。 

＜＜自自動動車車検検査査登登録録勘勘定定＞＞  

自動車検査登録勘定における剰余金は、135 億円です。 

（剰余金が生じた理由） 

自動車ユーザーから徴収した検査登録印紙収入等に対する未支出分等が 135 億円累積計上さ

れているためです。 

なお、不用額が 24 億円生じていますが、これは退職者数が予定を下回ったこと等により、退

職手当を要することが少なかったこと等のためです。 

（剰余金の処理の方法） 

特別会計法第 8 条第 1 項の規定により翌年度の歳入に繰り入れ、自動車検査登録関係業務に

活用することとしています。 

 

＜＜自自動動車車事事故故対対策策勘勘定定＞＞  

自動車事故対策勘定における剰余金は、19 億円です。 

（剰余金が生じた理由） 

歳入においては、安全運転サポート車普及促進事業に係る繰越の財源として 9 億円の前年度

剰余金受入があったこと、歳出においては、自動車事故対策費補助金が予定を 17 億円下回った

 

こと等により、歳入歳出差引きによる剰余が発生したことが原因です。 

なお、不用額が 19 億円生じていますが、安全運転サポート車普及促進事業及び自動車事故医

療体制整備事業が予定を下回ったこと等により、自動車事故対策費補助金を要することが少なか

ったこと等のためです。 

（剰余金の処理の方法） 

特別会計法附則第 62 条第 1 項の規定により、自動車事故対策計画を安定的に実施するため

に必要な金額については積立金に積み立て、残額については同法第 8 条第 1 項の規定により翌

年度の歳入に繰り入れることとしています。 

 

  ＜＜空空港港整整備備勘勘定定＞＞  

空港整備勘定における剰余金は、863 億円です。 

（剰余金が生じた理由） 

令和 2 年度において空港整備事業費が予定より少なかったこと等により前年度剰余金受入が

増加したこと等のためです。 

なお、不用額が 500 億円生じていますが、このうち空港使用料収入等が予定を下回ったこと

による収入の減少に起因するもの等については、剰余金の発生にはつながりません。 

 

（剰余金の処理の方法） 

特別会計法第 8 条第 1 項の規定により翌年度の歳入に繰り入れ、繰越工事の財源等に充てる

こととしています。 
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③③  積積立立金金等等  
 
 

  積積立立金金（（保保障障勘勘定定） 

①① 積積立立金金のの残残高高  （単位：億円） 

令令和和 44 年年度度末末（（予予定定））  

（（令令和和 44 年年度度当当初初予予算算））  

令令和和 33 年年度度末末  

（（令令和和 33 年年度度決決算算処処理理後後））  

令令和和 22 年年度度末末  

（（令令和和 22 年年度度決決算算処処理理後後））  

127 132 133 

②②  積積立立金金のの目目的的  

政府再保険制度を廃止した平成13年度以前に締結された再保険契約に基づく再保険金の支

払い等を行うために、政府再保険制度廃止以前に締結された再保険契約に係る再保険料等を積

み立てた積立金です。 

③③  積積立立金金のの水水準準  

本勘定の積立金は、政府再保険制度廃止以前に締結された再保険契約に係る今後の再保険金

の支払い等を勘案し、将来において必要となる金額を積み立てています。 

 

 

 積積立立金金（（自自動動車車事事故故対対策策勘勘定定） 

①①   積積立立金金のの残残高高  （単位：億円） 

令令和和 44 年年度度末末（（予予定定））  

（（令令和和 44 年年度度当当初初予予算算））  

令令和和 33 年年度度末末  

（（令令和和 33 年年度度決決算算処処理理後後））  

令令和和 22 年年度度末末  

（（令令和和 22 年年度度決決算算処処理理後後））  

1,441 1,536 1,594 

②②  積積立立金金のの目目的的  

自動車事故の被害者保護を図るため、政府再保険制度廃止以前に締結された再保険契約に係

る再保険料の運用益を財源として、事故による重度後遺障害者等の被害者救済対策及び事故発

生防止対策を安定的に実施するための積立金です。 

③③   積積立立金金のの水水準準  

自動車事故による重度後遺障害者等の被害者救済対策及び事故発生防止対策は、「自動車損

害賠償保障法」（昭 30 法 97）により安定的に事業を行っていくこととされており、当該被害

者救済対策及び事故発生防止対策の必要性等を勘案し、将来において必要となる金額を積立金

として積み立て、積立金の運用益を財源として実施することを予定していましたが、本勘定か

ら一般会計へ繰り入れており、令和 3 年度末時点で、5,466 億円（利子相当額を含む）が一

般会計から同勘定に繰り戻されておらず、現在の積立金の運用益のみでは事業費（令和 3 年度

予算額 144 億円）の財源を賄うことができないことから、積立金を取り崩して事業を実施し

ているところです。なお、この繰入金については、繰り戻されることが法律に定められている

ところです。 
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③③  積積立立金金等等  
 
 

  積積立立金金（（保保障障勘勘定定） 

①① 積積立立金金のの残残高高  （単位：億円） 

令令和和 44 年年度度末末（（予予定定））  

（（令令和和 44 年年度度当当初初予予算算））  

令令和和 33 年年度度末末  

（（令令和和 33 年年度度決決算算処処理理後後））  

令令和和 22 年年度度末末  

（（令令和和 22 年年度度決決算算処処理理後後））  

127 132 133 

②②  積積立立金金のの目目的的  

政府再保険制度を廃止した平成13年度以前に締結された再保険契約に基づく再保険金の支

払い等を行うために、政府再保険制度廃止以前に締結された再保険契約に係る再保険料等を積

み立てた積立金です。 

③③  積積立立金金のの水水準準  

本勘定の積立金は、政府再保険制度廃止以前に締結された再保険契約に係る今後の再保険金

の支払い等を勘案し、将来において必要となる金額を積み立てています。 

 

 

 積積立立金金（（自自動動車車事事故故対対策策勘勘定定） 

①①   積積立立金金のの残残高高  （単位：億円） 

令令和和 44 年年度度末末（（予予定定））  

（（令令和和 44 年年度度当当初初予予算算））  

令令和和 33 年年度度末末  

（（令令和和 33 年年度度決決算算処処理理後後））  

令令和和 22 年年度度末末  

（（令令和和 22 年年度度決決算算処処理理後後））  

1,441 1,536 1,594 

②②  積積立立金金のの目目的的  

自動車事故の被害者保護を図るため、政府再保険制度廃止以前に締結された再保険契約に係

る再保険料の運用益を財源として、事故による重度後遺障害者等の被害者救済対策及び事故発

生防止対策を安定的に実施するための積立金です。 

③③   積積立立金金のの水水準準  

自動車事故による重度後遺障害者等の被害者救済対策及び事故発生防止対策は、「自動車損

害賠償保障法」（昭 30 法 97）により安定的に事業を行っていくこととされており、当該被害

者救済対策及び事故発生防止対策の必要性等を勘案し、将来において必要となる金額を積立金

として積み立て、積立金の運用益を財源として実施することを予定していましたが、本勘定か

ら一般会計へ繰り入れており、令和 3 年度末時点で、5,466 億円（利子相当額を含む）が一

般会計から同勘定に繰り戻されておらず、現在の積立金の運用益のみでは事業費（令和 3 年度

予算額 144 億円）の財源を賄うことができないことから、積立金を取り崩して事業を実施し

ているところです。なお、この繰入金については、繰り戻されることが法律に定められている

ところです。 

 

  

 

④④   資資産産及及びび負負債債（（令令和和 22 年年度度特特別別会会計計財財務務書書類類））  
 

自自動動車車安安全全特特別別会会計計貸貸借借対対照照表表  （単位：億円、単位未満切捨） 

 

  

  

  

  

主な資産は、空港に係る用地・工作物等を計上している「有形固定資産」、政策目的による特

殊会社等に対する「出資金」などがあります。 

主な負債は、国管理空港特定運営事業に係る前受公共施設等運営権対価収入を計上している

｢前受収益｣、財政投融資資金及び地方公共団体からの借入金を計上している「借入金」などがあ

ります。 

資産・負債差額は、空港に係る用地・工作物等の有形固定資産や、政策目的による特殊会社等

に対する出資金等が含まれています。 

  

《元年度》 《２年度》 《２年度》 《元年度》

346 276

6 9

1,318 1,641 0 0

2,349 2,273 33 35

517 513 41 16

7,203 5,291 12 15

26 100 6,609 6,830

0 0 45 46

744 766

26 52

12 3

13,032 13,016

▲ 380 ▲ 383

19,959 20,063

国有財産（公共

用財産を除く）

10,036 10,459

24 23

824 812

6,774 7,091

36 27

1,358 712

905 936

303 347

9,165 8,908

47,371 45,542 45,542 47,371

<< 資資 産産 のの 部部 >> << 負負 債債 のの 部部 >>

3,667 3,914 現 金 ・ 預 金
未 払 金

支 払 備 金

うち政府預金 未 払 費 用

うち財投預託金 保 管 金 等

た な 卸 資 産 前 受 金

未 収 金 未 経 過 賦 課 金

未 収 収 益 前 受 収 益

前 払 費 用 賞 与 引 当 金

2,060 1,938 貸 付 金 借 入 金 5,152 4,963

4,847 他 会 計 繰 戻 未 収金

退 職 給 付 引 当 金

他会計繰戻未済金

そ の 他 の 債 務 等

負負  債債  合合  計計

資産・負債差額

航 空 機

建設仮 勘定

34,354

貸 倒 引 当 金

有 形 固 定 資 産

19,054 19,126

土 地

立 木 竹

建 物

工 作 物

4,847

物 品

無 形 固 定 資 産

出 資 金

資資  産産  合合  計計 負負債債及及びび資資産産・・負負債債差差額額合合計計

32,509
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（（４４））事事務務及及びび事事業業のの効効率率化化・・財財務務にに関関すするる情情報報のの透透明明化化のの取取組組みみ等等    
 

自動車安全特別会計の自動車検査登録勘定の改革については、「独立行政法人改革等に関する基

本的な方針」（平成 25 年 12 月 24 日閣議決定）において、自動車検査登録業務のうち、登録基

準の適合性審査に係る調査・確認事務を自動車検査独立行政法人に移管し、これに伴い所要の人

員を同法人に移管し、事務及び人員の移管は、平成 28 年度から順次速やかに実施し、平成 30

年度開始までに完了するものとするとされ、平成 27 年 6 月には、「道路運送車両法及び自動車検

査独立行政法人法の一部を改正する法律」（平 27 法 44）が公布され、次の項目等が盛り込まれ

ました。 

① 自動車検査独立行政法人及び独立行政法人交通安全環境研究所を統合し、新たに独立行政法

人自動車技術総合機構を設立 

② 国の自動車登録業務のうち、登録のために必要な確認調査に関する事務及び人員を独立行政

法人自動車技術総合機構に移管  

 

また、旧社会資本整備事業特別会計におかれていた空港整備勘定については、特会改革法によ

り、同特会廃止後、借入金償還完了年度の末日までの間、自動車安全特別会計におくこととされ

ています。 

 
 

 

自動車安全特別会計についての問い合わせ先 

（保障勘定・自動車検査登録勘定・自動車事故対策勘定）  

国土交通省自動車局総務課 電話番号 03-5253-8111（内線 41133） 

（空港整備勘定）  

国土交通省航空局予算・管財室 電話番号 03-5253-8111（内線 48616）  
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（（４４））事事務務及及びび事事業業のの効効率率化化・・財財務務にに関関すするる情情報報のの透透明明化化のの取取組組みみ等等    
 

自動車安全特別会計の自動車検査登録勘定の改革については、「独立行政法人改革等に関する基

本的な方針」（平成 25 年 12 月 24 日閣議決定）において、自動車検査登録業務のうち、登録基

準の適合性審査に係る調査・確認事務を自動車検査独立行政法人に移管し、これに伴い所要の人

員を同法人に移管し、事務及び人員の移管は、平成 28 年度から順次速やかに実施し、平成 30

年度開始までに完了するものとするとされ、平成 27 年 6 月には、「道路運送車両法及び自動車検

査独立行政法人法の一部を改正する法律」（平 27 法 44）が公布され、次の項目等が盛り込まれ

ました。 

① 自動車検査独立行政法人及び独立行政法人交通安全環境研究所を統合し、新たに独立行政法

人自動車技術総合機構を設立 

② 国の自動車登録業務のうち、登録のために必要な確認調査に関する事務及び人員を独立行政

法人自動車技術総合機構に移管  

 

また、旧社会資本整備事業特別会計におかれていた空港整備勘定については、特会改革法によ

り、同特会廃止後、借入金償還完了年度の末日までの間、自動車安全特別会計におくこととされ

ています。 

 
 

 

自動車安全特別会計についての問い合わせ先 

（保障勘定・自動車検査登録勘定・自動車事故対策勘定）  

国土交通省自動車局総務課 電話番号 03-5253-8111（内線 41133） 

（空港整備勘定）  

国土交通省航空局予算・管財室 電話番号 03-5253-8111（内線 48616）  

 

 

1133．．東東日日本本大大震震災災復復興興特特別別会会計計  
  
（（１１））概概要要  

 
東日本大震災復興特別会計は、東日本大震災からの復興に係る国の資金の流れの透明化を図る

とともに復興債の償還を適切に管理するために、平成 24 年度に設置されました。 

＜参照条文＞ 特別会計法 

（目的）  

第 222 条第 1 項 東日本大震災復興特別会計は、東日本大震災（平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平

洋沖地震及びこれに伴う原子力発電所の事故による災害をいう。以下同じ。）からの復興に係る国の資金の流れの

透明化を図るとともに復興債の償還を適切に管理するため、復興事業に関する経理を明確にすることを目的とする。 

 

東東日日本本大大震震災災復復興興特特別別会会計計のの仕仕組組みみ（（資資金金のの流流れれ））  

  東日本大震災復興特別会計では、復興特別所得税、復興債発行収入及び復興税外収入を主

な財源として、復興事業に必要な経費について事業を行う各省庁等に予算を配分して復興事

業を行うこと及び復興債の償還に必要な経費を国債整理基金特別会計に繰り入れることとし

ています。 

            （歳入）                （歳出） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

（（２２））具具体体的的なな事事業業のの内内容容  
 

本特別会計は、東日本大震災に係る災害救助等関係事業、復興関係公共事業等、災害関連融資

関係事業、復興事業に係る地方負担等を措置するための地方交付税交付金及び原子力災害からの

復興関係事業に係る経費のほか、復興債の償還等のための国債整理基金特別会計への繰入金等を

計上しています。具体的な事業内容は以下のとおりです。 

 

① 災害救助等関係事業 

「災害救助法」（昭 22 法 118）に基づく災害救助や、被災者緊急支援に関係する事業です。 

② 復興関係公共事業等 

公共施設の復旧・復興等の事業です。 

 

復興債発行収入 

復興特別所得税 

国債整理基金特別会計へ繰入れ 復興税外収入等 

東京メトロ・日本郵政株式売却収入等 

復興事業 

(国債整理基金特会) 

 
 

(歳入)   (歳出) 

復興債償還 

 

復興費用 
※予備費を含む。 

 
 

 

 

 

交付税及び譲与税配付金

特別会計へ繰入れ 
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③ 災害関連融資関係事業 

被災中小企業者の事業再建及び経営安定並びに被災農林漁業者等の経営再建等のための融

資の実施等のための事業です。 

④ 地方交付税交付金 

 東日本大震災からの復興事業に係る地方負担等について震災復興特別交付税を措置するた

めに必要な経費です。 

⑤ 原子力災害復興関係事業 

除染・汚染廃棄物処理の事業や福島の再生を加速するため、特定復興再生拠点の整備や放射

線不安を払拭する生活環境の向上等を実施するための事業等です。 

⑥ その他 

福島県の避難指示区域等を対象に、雇用の創出、産業集積等を図り、今後の自立・帰還支援

を加速するための立地補助金等があります。 

 

（参考資料） 

「令和４年度各予算のポイント（財務省公表資料「令和４年度東日本大震災復興特別会計予算フレーム」）」 

（https://www.mof.go.jp/policy/budget/budger_workflow/budget/fy2022/seifuan2022/06.pdf） 

 

「令和４年度予算概算決定概要（復興庁公表資料）」 

（https://www.reconstruction.go.jp/topics/main-cat8/sub-cat8-3/211224gaisanketteigaiyo.pdf ） 
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（（３３））特特別別会会計計のの現現状状

①① 歳歳入入歳歳出出予予算算（（令令和和４４年年度度当当初初予予算算））

○ 歳入総額、歳出総額、（参考）歳出純計額 （単位：億円） 

歳歳入入総総額額  歳歳出出総総額額  （（参参考考））歳歳出出純純計計額額  

8,413（▲905） 8,413（▲905） 7,289（▲426） 

○ 歳入・歳出の内容

（単位：億円） （歳入）

内内容容  額額  説説明明  

復興特別所得税 4,280  

（＋360） 

「東日本大震災からの復興のための施策を実施するために

必要な財源の確保に関する特別措置法」（平 23 法 117。以

下「復興財源確保法」といいます。）に基づく、復興特別所得

税収の見込額 

一般会計より受入 829 

（＋787） 

特別会計法第 227 条等の規定による復興費用及び復興債の

償還費用の財源に充てるための一般会計からの受入見込額 

特別会計より受入 0 

（▲2）

特別会計法附則第 231 条第 13 項の規定により食料安定供

給特別会計から受け入れる受入見込額 

復興公債金 1,716  

（▲467）

復興財源確保法第 69 条第 4 項の規定により発行する復興

債に係る公債金収入の見込額 

公共事業費負担金

収入 

1 

（▲7）

国が施行する公共事業に必要な経費のうち、地方公共団体等

が負担する負担金の受入見込額 

災害等廃棄物処理

事業費負担金収入 

1 

（▲7）

「東日本大震災により生じた災害廃棄物の処理に関する特

別措置法」（平 23 法 99）第 5 条第 1 項の規定により市町

村が負担する負担金の受入見込額 

雑収入 1,586  

（▲1,569）

「平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地

震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質

による環境の汚染への対処に関する特別措置法」（平 23 法

110）第 44 条第１項の規定により関係原子力事業者が負担

する費用の受入見込額等 

合計 8,413

（▲905）

8,413
（▲905）

原子力災害

復興関係経費
4,470

（▲220）

8,413
（▲905）

復興特別所得税

4,280
（+360）

税外収入
1,587

（▲1,583）

復興公債金
1,716

（▲467）

復興加速化・
福島再生予備費

1,500
（-）

その他の東日本
大震災関係経費

711
（▲126）

国債整理基金特別会計への繰入等
204（▲73）

復興関係公共事業等
549（▲50）

災害救助等関係経費
40（▲22）

災害関連融資関係経費
20（▲8）

地方交付税交付金
919

（▲406）

一般会計より受入
829（+787）

特別会計より受入
0（▲2）

【 歳入 】 【 歳出 】 
（単位：億円） 
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（歳出） 

内内容容  額額  説説明明  

災害救助等関係経

費 

40  

（▲22） 

災害救助費及び被災者緊急支援に必要な経費 

 

 

災害救助費 7  

（▲13） 

 

「災害救助法」（昭 22 法 118）に基づき、県が提供する応

急仮設住宅の供与期間の延長に伴い必要となる、民間賃貸住

宅を活用した仮設住宅の家賃の支払等に要する費用の一部負

担に必要な経費 

被災者緊急支援 

経費 

33  

（▲9） 

東日本大震災により被災した児童生徒等の心のケア等を行う

ためのスクールカウンセラー等の活用等に必要な経費 

復興関係公共事業

等 

549  

（▲50） 

災害復旧及び一般公共事業等に必要な経費 

 

 

 

災害復旧等事業

費 

55  

（▲74） 

東日本大震災により被害を受けた公共土木施設等の災害復旧

等に必要な経費 

一般公共事業関

係費 

412  

（＋17） 

東日本大震災からの復興事業として治山、住宅、廃棄物処理

施設、農業農村等の整備等を推進するために必要な経費 

施設費等 82  

（＋7） 

広域的に生産から加工までが一体となった高付加価値生産等

を展開する産地の拠点となる農業用施設の整備等に必要な経

費 

災害関連融資関係

経費 

20  

（▲8） 

中小企業者等への融資の実施等に必要な経費 

 

 

中小企業等関係

費 

4  

（▲2） 

東日本大震災による被災中小企業者の事業再建及び経営安定

のための融資の実施に必要な経費 

農林漁業者等関

係費 

16  

（▲6） 

東日本大震災による被災農林漁業者等の経営再建等のための

融資の実施等に必要な経費 

地方交付税交付金 919  

（▲406） 

 

東日本大震災からの復興事業に係る地方負担等について震災

復興特別交付税を措置するために必要な経費（地方交付税交

付金財源を交付税及び譲与税配付金特別会計へ繰入れ） 

原子力災害復興関

係経費 

4,470  

（▲220） 

除去土壌等の適正管理・搬出等及び福島の再生を加速するた

めに必要な経費 

 

除去土壌等の適

正管理・搬出等 

2,929  

（＋2） 

「平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震

に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質によ

る環境の汚染への対処に関する特別措置法」（平 23 法 110）

等に基づき行う除去土壌等の適正管理・搬出の実施等に必要

な経費 

福島再生加速化

交付金等 

1,541   

（▲222） 

 

福島の再生を加速するため、特定復興再生拠点の整備、放射

線不安を払拭する生活環境の向上、健康管理、産業再開に向

けた環境整備等の施策の実施等に必要な経費 

その他の東日本大

震災関係経費 

711  

（▲126） 

医療保険制度等の保険料減免等に対する特別措置、地域医療

再生対策及び立地補助金等に必要な経費 

  

  
被災者生活再建

支援金補助金 

25  

（▲20） 

東日本大震災により住宅が全壊した世帯等に対し支給される

被災者生活再建支援金に要する費用の一部補助に必要な経費 

警察・消防活動

経費等 

3  

（＋1） 

東日本大震災により被害を受けた地域における警察活動及び

緊急消防援助隊の活動に要する負担金等に必要な経費 

教育支援等 21  

（▲3） 

 

心のケアが必要な被災児童生徒に対する学習支援等に取り組

むための教職員定数の措置、福島イノベーション・コースト

構想を担う人材の育成基盤の構築等に必要な経費 

医療、介護、福 

祉等 

82  

（▲27） 

医療保険制度等の保険料減免等に対する特別措置及び地域医

療再生対策等に必要な経費 

農林業関係 53  

（▲12） 

福島県の農林水産業の復興創生に向けたブランドの確立と産

地競争力の強化、国内外の販売促進等、生産から流通・販売に
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 至るまでの総合的な支援等に必要な経費 

水産業関係 56  

（＋36） 

 

福島県をはじめとした被災地の水産物の販売促進や販路回

復、被災海域における種苗放流の取組への支援等に必要な経

費 

中小企業対策 33  

（▲48） 

 

東日本大震災により被害を受けた中小企業等の支援のため、

施設等の復旧・整備に要する費用に対し補助金を交付する県

等に対する一部補助及び二重ローン対策の窓口業務等に必要

な経費 

立地補助金 141  

（▲74） 

 

福島県の避難指示区域等を対象に、雇用の創出、産業集積等

を図り、今後の自立・帰還支援を加速するための企業立地補

助に必要な経費 

住宅関係 0  

（▲0） 

 

東日本大震災により被害を受けた者に対して行う東日本大震

災復興関連事業円滑化支援事業に要する経費の民間団体等に

対する一部補助に必要な経費 

国際教育研究拠

点推進事業費 

25  

（皆増） 

東日本大震災からの復興における「創造的復興の中核拠点」 

を構築するため、法人設立準備や施設整備、先行プロジェク

トに関する取組の実施に必要な経費 

その他 271  

（▲4） 

 

被災者支援総合交付金、風評払拭・リスクコミュニケーショ

ン強化、除去土壌等の適正管理・搬出等の実施並びに災害廃

棄物及び放射性廃棄物等の処理に伴う体制の強化、復興庁の

運営及び環境モニタリング調査等に必要な経費 

国債整理基金特別

会計への繰入等 

204  

（▲73） 

復興債の利子の支払に必要な経費と、復興債の償還及び発行

に必要な手数料を国債整理基金特別会計へ繰り入れるもの等

に必要な経費 

復興加速化・福島

再生予備費 

1,500  

（－） 

東日本大震災に係る復旧及び復興に関連する経費の予見し難

い予算の不足に充てるための予備費 

合計    8,413  

（▲905） 

 

 

②②   剰剰余余金金  
 
令令和和３３年年度度決決算算  

（単位：億円、単位未満切捨） 

収収納納済済歳歳入入額額  支支出出済済歳歳出出額額  剰剰余余金金  
翌翌年年度度  

歳歳入入繰繰入入  
積積立立金金積積立立  
資資金金組組入入  

一一般般会会計計へへ
繰繰入入  

14,295  11,123 3,172 3,172 — — 

 

令和３年度決算における剰余金は、3,172 億円です。 

 

（剰余金が生じた理由） 

復旧・復興事業実施に当たって、地元調整等に不測の日数を要したことにより、翌年度へ繰越

が生じたこと等によるものです。 

（剰余金の処理の方法） 

特別会計法第 8 条第 1 項の規定により、翌年度の東日本大震災復興特別会計の歳入に繰り入

れることとしています。 
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③③   資資産産及及びび負負債債（（令令和和２２年年度度特特別別会会計計財財務務書書類類））  

主な資産は現金・預金 6,443 億円であり、これは、復興事業を翌年度へ繰り越して実施する

こと等により生じた剰余金です。なお、出資金は主に被災中小企業者等の経営安定等に資する、

株式会社日本政策金融公庫の行う融資事業等に要する資金に充てるため、同公庫に出資している

ものです。 

また、主な負債は公債６兆 8,006 億円であり、これは、復興財源確保法第 69 条の規定に基

づき、復興費用の財源に充てるために発行した復興債の残高です。 

資産・負債差額は、負債に計上されている公債により生じたものです。 
  

≪元年度≫ ≪2年度≫ ≪2年度≫ ≪元年度≫

21 21

8 6

3 2

3 2

5 6

18 22

793 149

0 0

338 327

21 23

▲ 1 ▲0

▲ 0 ▲0

411 447

0 0

18 29

358 399

358 399

34 18

0 0

7,688 7,460

12,558 13,696

30,934 28,572

▲ 30,415 ▲ 39,511 35 36

- 0

68,084 61,349

28,572 30,934負債及び資産・負債差額合計

国 債 整 理 基 金

資 産 合 計

資 産 ・ 負 債 差 額 退 職 給 付 引 当 金

そ の 他 の 債 務 等

負 債 合 計

建 設 仮 勘 定

公 共 用 財 産

建 設 仮 勘 定

物 品

無 形 固 定 資 産

出 資 金

18 29
国 有 財 産

（ 公 共 用 財 産 除 く ）
68,006 61,273

建 物

賞 与 引 当 金

未 収 金

公 債

前 払 金

前 払 費 用

貸 付 金

そ の 他 の 債 権 等

貸 倒 引 当 金

償 還 免 除 引 当 金

有 形 固 定 資 産

東日本大震災復興特別会計貸借対照表　　　　（単位：億円、単位未満切捨）

＜ 資 産 の 部 ＞ ＜ 負 債 の 部 ＞

9,105 6,443

未 払 金

未 払 費 用

現 金 ・ 預 金 保 管 金 等

前 受 金
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（（４４））そそのの他他  
 

本特別会計は全省庁共管となっていますが、東日本大震災からの復興に関する事業に係る経

費のうち、被災地の復興に係る経費については「復興庁設置法」（平 23 法 125）第 4 条第 2

項の規定により、各府省予算を復興庁所管の予算として一括計上しています。 

 

＜参照条文＞ 復興庁設置法 

（所掌事務） 

第 4 条第 2 項第 3 号イ 東日本大震災からの復興に関する事業のうち政令で定める事業に必要な予算を、前号の

方針に基づき、一括して要求し、確保すること。 

 

また、復興事業を統括している復興庁については、令和 2 年 6 月に成立した「復興庁設置

法等の一部を改正する法律」による改正後の復興庁設置法第 21 条の規定に基づき「別に法律

で定めるところにより、令和 13 年 3 月 31 日までに廃止するものとする。」こととされてい

ます。復興庁が廃止されたときは、本特別会計についても、別に法律で定めるところにより、

廃止することとしています。 

 

＜参照条文 1＞ 改正後の復興庁設置法（平 23 法 125）  

（復興庁の廃止） 

第 21 条 復興庁は、別に法律で定めるところにより、令和十三年三月三十一日までに廃止するものとする。 

 

＜参照条文２＞ 特別会計に関する法律の一部を改正する法律（平 24 法 15） 

 附 則 

（東日本大震災復興特別会計の廃止等） 

第 2 条第 1 項 復興庁設置法（平成二十三年法律第百二十五号）第二十一条の規定により復興庁が廃止されたと

きは、東日本大震災復興特別会計は、別に法律で定めるところにより、廃止するものとする。 
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東日本大震災復興特別会計についての問い合わせ先 

  （国会所管） 

衆議院庶務部会計課 電話番号 03-3581-5111（内線 34301） 

参議院庶務部会計課 電話番号 03-3581-3111（内線 2783） 

国立国会図書館総務部会計課 電話番号 03-3581-2331（内線 20620） 

（裁判所所管） 

最高裁判所事務総局経理局主計課 電話番号 03-3264-8111（内線 3424） 

（会計検査院所管） 

会計検査院事務総長官房会計課 電話番号 03-3581-3251（内線 2521） 

（内閣・内閣府所管（警察庁を除く）） 

内閣府大臣官房会計課 電話番号 03-5253-2111（内線 82310） 

（内閣府所管（警察庁）） 

警察庁長官官房会計課 電話番号 03-3581-0141（内線 2227） 

  （デジタル庁所管） 

   デジタル庁戦略・組織グループ会計担当 電話番号 03-4477-6775 

（復興庁所管） 

復興庁予算・会計班 電話番号 03-6328-1111（内線 1115） 

（総務省所管） 

総務省大臣官房会計課 電話番号 03-5253-5111（内線 5126） 

（法務省所管） 

法務省大臣官房会計課 電話番号 03-3580-4111（内線 5897） 

（外務省所管） 

外務省大臣官房会計課 電話番号 03-3580-3311（内線 3262） 

（財務省所管） 

財務省大臣官房会計課 電話番号 03-3581-4111（内線 2121） 

（文部科学省所管） 

文部科学省大臣官房会計課 電話番号 03-5253-4111（内線 2191） 

（厚生労働省所管） 

厚生労働省大臣官房会計課 電話番号 03-5253-1111（内線 7967） 

（農林水産省所管） 

農林水産省大臣官房予算課 電話番号 03-3502-8111（内線 3163） 

（経済産業省所管） 

経済産業省大臣官房会計課 電話番号 03-3501-1511（内線 2232） 

（国土交通省所管） 

国土交通省大臣官房会計課 電話番号 03-5253-8111（内線 21635） 

（環境省所管） 

環境省大臣官房会計課 電話番号 03-3581-3351（内線 6016） 

（防衛省所管） 

防衛省大臣官房会計課 電話番号 03-3268-3111（内線 25591） 
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（単位:億円、単位未満切捨）

令和
４年度

歳入予算
計上

歳出の
繰越

支払
備金等
(注1)

その他

553,263 536,319 16,943 - 16,943 4,015 12,927 - - - － 8,040

1,362 1,290 72 72 - - - - - - － 476

2,397,018 2,366,231 30,786 - 30,786 - 30,707 - 79 - － 55,697

24,745 1,770 22,975 6,104 2,625 - - - 2,625 14,244 － 9,022

358,603 353,459 5,143 △489 5,633 2,793 18 - 2,821 - － 52,016

財 政 融 資 資 金 勘 定 350,524 351,013 △489 △489 - - - - - - － 49,530

投 資 勘 定 7,253 2,290 4,963 - 4,963 2,398 - - 2,564 - － 2,477

特 定 国 有 財 産 整 備 勘 定 825 155 670 - 670 394 18 - 256 - － 8

116,487 109,142 7,345 - 7,345 1,782 2,929 - 2,633 - － 33,852

エ ネ ル ギ ー 需 給 勘 定 28,665 22,739 5,926 - 5,926 1,505 2,695 - 1,725 - － 1,867

電 源 開 発 促 進 勘 定 3,883 3,121 762 - 762 275 233 - 254 - － 219

原 子 力 損 害 賠 償 支援 勘定 83,937 83,282 655 - 655 2 - - 653 - － 31,764

104,855 86,103 18,751 8,354 10,397 91 5,078 5,148 77 - － 4,269

労 災 勘 定 11,745 9,980 1,765 △ 138 1,904 - 10 1,893 - - － 953

雇 用 勘 定 66,124 49,308 16,816 8,493 8,323 - 5,068 3,255 - - － 3,167

徴 収 勘 定 26,984 26,814 169 - 169 91 - - 77 - － 148

963,759 927,247 36,512 33,346 3,166 833 1,113 - 1,219 - － 37,809

基 礎 年 金 勘 定 269,689 246,362 23,326 23,326 - - - - - - － 24,511

国 民 年 金 勘 定 39,433 37,449 1,983 1,983 0 0 - - 0 - － 839

厚 生 年 金 勘 定 490,340 484,536 5,804 5,804 - - - - - - － 10,439

健 康 勘 定 123,755 123,605 149 - 149 149 - - - - － 606

子 ど も ・ 子 育 て 支援 勘定 35,791 31,122 4,669 1,942 2,726 593 1,113 - 1,019 - － 1,261

業 務 勘 定 4,748 4,169 578 288 290 89 - - 200 - － 149

9,797 9,134 663 8 817 266 56 332 161 19 △ 181 3,008

農 業 経 営 安 定 勘 定 2,613 2,301 312 - 312 266 - - 45 - － 342

食 糧 管 理 勘 定 6,040 5,891 149 - 149 - 56 - 92 - － 2,239

農 業 再 保 険 勘 定 696 573 122 8 114 - - 114 - - － 300

漁 船 再 保 険 勘 定 99 52 47 - 28 - - 8 19 19 － 22

漁 業 共 済 保 険 勘 定 131 103 27 - 209 - - 209 - - △ 181 1

業 務 勘 定 48 48 - - - - - - - - － 96

国 営 土 地 改 良 事 業 勘 定 168 165 3 - 3 0 - - 3 - － 6

3,603 3,603 - - - - - - - - － 0

2,163 1,438 724 - 724 408 26 - 289 - － 117

5,588 3,948 1,639 20 1,618 1,138 348 - 131 - － 553

保 障 勘 定 638 17 620 1 619 610 - - 8 - － 8

自 動 車 検 査 登 録 勘 定 539 404 135 - 135 134 1 - - - － 24

自 動 車 事 故 対 策 勘 定 161 142 19 18 0 - 0 - - - － 19

空 港 整 備 勘 定 4,248 3,384 863 - 863 394 347 - 122 - － 500

14,295 11,123 3,172 - 3,172 - 1,647 - 1,525 - － 1,490

（注１）保険事故が既に発生し支払うべき債務で、令和４年度以降の保険金支払に充てるため、令和４年度歳入に繰り入れる必要があるもの等。
（注２）食料安定供給特別会計漁業共済保険勘定の「その他」欄には、令和3年度決算における不足金181億円を記載。

５５．．各各特特別別会会計計のの剰剰余余金金のの処処理理（（令令和和３３年年度度決決算算））

収納済
歳入額
(A)

支出済
歳出額
(B)

(A-B)
（参考）
不用額

積立金
として
積立、
資金に
組入

令和
４年度

特会歳入
に繰入

その他
（注2）

東 日 本 大 震 災 復 興

交 付 税 及 び 譲 与 税 配 付 金

自 動 車 安 全

特 許

国 有 林 野 事 業 債 務 管 理

令和
４年度

一般会計
へ繰入

特別会計

外 国 為 替 資 金

財 政 投 融 資

年 金

食 料 安 定 供 給

地 震 再 保 険

国 債 整 理 基 金

労 働 保 険

エ ネ ル ギ ー 対 策
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６６．．各各特特別別会会計計のの積積立立金金等等のの状状況況（（令令和和３３年年度度決決算算処処理理後後））

（単位：億円、単位未満四捨五入）

積立金 19,492
保険料収入を財源として、将来の巨大地震の発生の際に、被保険者に対する再保険金を支払うた
めに設けられているものである。

国債整理基金 30,180

国債整理基金特別会計は、一般会計において発行された国債を含め、国全体の債務の整理状況を
明らかにすることを目的とした整理区分会計であるとともに、定率繰入れ等の形で一般会計及び
特別会計から資金を繰入れ、普通国債等の償還財源として備える「減債基金」の役割を担ってい
る。

財政融資資金勘定 積立金 11,481
毎会計年度の剰余金が生じた場合、積立金に積み立て、将来生じうる損失に備えることとされて
いる。

投資勘定 投資財源資金 －
投資の財源の一部を補足すべき原資の確保を図るために資金を設置しており、一般会計からの繰
入金及び投資財源資金の運用による利益金をそれに充てることとしている。

電源開発促進勘定
周辺地域整備

資金
－

電源立地の進展に伴って、将来発生する周辺地域整備交付金その他発電の用に供する施設の設置
及び運転の円滑化に資するための財政上の措置に要する費用を確保するため、資金を設置してい
る。

原子力損害賠償支援勘定
原子力損害賠
償支援資金

583
原子力損害賠償・廃炉等支援機構に交付された国債の償還金及び当該国債の償還に関する諸費の
支出として、国債整理基金特別会計への繰入を円滑に実施するために要する費用を確保すること
としている。

労災勘定 積立金 78,180
収入のうち当該年度の給付に要した分以外は、積立金として保有している。
将来の年金給付の原資であり、いわば責任準備金としての性格を有するものである。

積立金 12,460
雇用失業情勢が悪化した際にも安定的な給付を行うため、好況期に資金を積み立て、不況期にこ
れを財源として使用するものであり、将来の失業等給付費に充てるため、雇用保険制度の安定的
な運営の確保の重要性を勘案して必要な金額を積み立てることとしている。

育児休業給付資金 2,310
子を養育するために休業した労働者の生活及び雇用の安定を図るために積み立てる資金であり、
将来の育児休業給付費の増大に充てるため、中期的に収支のバランスが取れるよう必要な金額を
組み入れることとしている。

雇用安定資金 －

不況期に雇用安定事業の経費として機動的・集中的に支出しうるため、平常時に将来必要となる
資金を積極的に積み立て、雇用安定事業をその目的に則して円滑に実施しようとするものであ
り、将来の雇用安定事業費に充てるため、雇用失業情勢の変動に応じて雇用安定事業を機動的に
運営するために必要な金額を勘案して組み入れている。

基礎年金勘定 積立金 49,539

国民年金勘定 積立金 77,561

厚生年金勘定 積立金 1,140,140

子ども・子育て支援勘定 積立金 5,463

児童手当交付金、子どものための教育・保育給付交付金並びに子ども・子育て支援交付金及び仕
事・子育て両立支援事業費の財源に充てるために必要な金額を積立金として積み立てることとし
ており、子ども・子育て支援制度の安定的な運営の確保の重要性を勘案して将来の給付等のた
め、一般事業主からの拠出金の一部を積立金として積み立てている。

業務勘定
特別保健福祉

事業資金
0
老人保健制度に係る被用者保険の拠出金負担軽減を図るため、平成元年に設置。平成２０年度よ
り新たな高齢者医療制度が施行されたことに伴い事業を廃止し、平成２１年度において資金を清
算。平成２２年度以降は、過去の事業に係る返還金の受入・精算を行っている。

食糧管理勘定 調整資金 668
米麦の売買に必要な自己資金として、利益は調整資金に組み入れ、損失はその損失額を限度とし
て調整資金の減額を行い、食糧管理勘定の運営の健全化に資するため設置している。

農業再保険勘定 積立金 1,897
保険料率は、過去の被害率を基に長期的に収支が均衡するよう制度設計されているが、自然災害
の発生状況により、単年度でみれば剰余や不足が生じることとなる。そこで、将来の再保険金等
の支払の不足に備え、剰余金を積み立てている。

漁船再保険勘定 積立金 57
保険料率は、過去の危険率を基に長期的に収支が均衡するよう制度設計されているが、事故や自
然災害の発生状況により、単年度でみれば剰余や不足が生じることとなる。そこで、将来の再保
険金等の支払の不足に備え、剰余金を積み立てている。

漁業共済保険勘定 積立金 －
保険料率は、過去の危険率を基に長期的に収支が均衡するよう制度設計されているが、事故や自
然災害の発生状況により、単年度でみれば剰余や不足が生じることとなる。そこで、将来の保険
金等の支払の不足に備え、剰余金を積み立てることとしている。

保障勘定 積立金 132
政府再保険制度を廃止した平成13年度以前に締結された再保険契約に基づく再保険金の支払い等
のため積み立てている。

自動車事故対策勘定 積立金 1,536
事故による重度後遺障害者等の被害者救済対策及び事故発生防止対策の実施のため積み立ててい
る。

1,431,679

国債整理基金

特別会計・勘定
積立金等
の名称

令和３年度
決算処理後残高

積立金等の性格

地震再保険

財政投融資

自動車安全

合　計

食料安定供給

エネルギー対策

労働保険

雇用勘定

年金等の将来給付に充てるため、積み立てている。

年金

（単位:億円、単位未満切捨）

令和
４年度

歳入予算
計上

歳出の
繰越

支払
備金等
(注1)

その他

553,263 536,319 16,943 - 16,943 4,015 12,927 - - - － 8,040

1,362 1,290 72 72 - - - - - - － 476

2,397,018 2,366,231 30,786 - 30,786 - 30,707 - 79 - － 55,697

24,745 1,770 22,975 6,104 2,625 - - - 2,625 14,244 － 9,022

358,603 353,459 5,143 △489 5,633 2,793 18 - 2,821 - － 52,016

財 政 融 資 資 金 勘 定 350,524 351,013 △489 △489 - - - - - - － 49,530

投 資 勘 定 7,253 2,290 4,963 - 4,963 2,398 - - 2,564 - － 2,477

特 定 国 有 財 産 整 備 勘 定 825 155 670 - 670 394 18 - 256 - － 8

116,487 109,142 7,345 - 7,345 1,782 2,929 - 2,633 - － 33,852

エ ネ ル ギ ー 需 給 勘 定 28,665 22,739 5,926 - 5,926 1,505 2,695 - 1,725 - － 1,867

電 源 開 発 促 進 勘 定 3,883 3,121 762 - 762 275 233 - 254 - － 219

原 子 力 損 害 賠 償 支援 勘定 83,937 83,282 655 - 655 2 - - 653 - － 31,764

104,855 86,103 18,751 8,354 10,397 91 5,078 5,148 77 - － 4,269

労 災 勘 定 11,745 9,980 1,765 △ 138 1,904 - 10 1,893 - - － 953

雇 用 勘 定 66,124 49,308 16,816 8,493 8,323 - 5,068 3,255 - - － 3,167

徴 収 勘 定 26,984 26,814 169 - 169 91 - - 77 - － 148

963,759 927,247 36,512 33,346 3,166 833 1,113 - 1,219 - － 37,809

基 礎 年 金 勘 定 269,689 246,362 23,326 23,326 - - - - - - － 24,511

国 民 年 金 勘 定 39,433 37,449 1,983 1,983 0 0 - - 0 - － 839

厚 生 年 金 勘 定 490,340 484,536 5,804 5,804 - - - - - - － 10,439

健 康 勘 定 123,755 123,605 149 - 149 149 - - - - － 606

子 ど も ・ 子 育 て 支援 勘定 35,791 31,122 4,669 1,942 2,726 593 1,113 - 1,019 - － 1,261

業 務 勘 定 4,748 4,169 578 288 290 89 - - 200 - － 149

9,797 9,134 663 8 817 266 56 332 161 19 △ 181 3,008

農 業 経 営 安 定 勘 定 2,613 2,301 312 - 312 266 - - 45 - － 342

食 糧 管 理 勘 定 6,040 5,891 149 - 149 - 56 - 92 - － 2,239

農 業 再 保 険 勘 定 696 573 122 8 114 - - 114 - - － 300

漁 船 再 保 険 勘 定 99 52 47 - 28 - - 8 19 19 － 22

漁 業 共 済 保 険 勘 定 131 103 27 - 209 - - 209 - - △ 181 1

業 務 勘 定 48 48 - - - - - - - - － 96

国 営 土 地 改 良 事 業 勘 定 168 165 3 - 3 0 - - 3 - － 6

3,603 3,603 - - - - - - - - － 0

2,163 1,438 724 - 724 408 26 - 289 - － 117

5,588 3,948 1,639 20 1,618 1,138 348 - 131 - － 553

保 障 勘 定 638 17 620 1 619 610 - - 8 - － 8

自 動 車 検 査 登 録 勘 定 539 404 135 - 135 134 1 - - - － 24

自 動 車 事 故 対 策 勘 定 161 142 19 18 0 - 0 - - - － 19

空 港 整 備 勘 定 4,248 3,384 863 - 863 394 347 - 122 - － 500

14,295 11,123 3,172 - 3,172 - 1,647 - 1,525 - － 1,490

（注１）保険事故が既に発生し支払うべき債務で、令和４年度以降の保険金支払に充てるため、令和４年度歳入に繰り入れる必要があるもの等。
（注２）食料安定供給特別会計漁業共済保険勘定の「その他」欄には、令和3年度決算における不足金181億円を記載。

５５．．各各特特別別会会計計のの剰剰余余金金のの処処理理（（令令和和３３年年度度決決算算））

収納済
歳入額
(A)

支出済
歳出額
(B)

(A-B)
（参考）
不用額

積立金
として
積立、
資金に
組入

令和
４年度

特会歳入
に繰入

その他
（注2）

東 日 本 大 震 災 復 興

交 付 税 及 び 譲 与 税 配 付 金

自 動 車 安 全

特 許

国 有 林 野 事 業 債 務 管 理

令和
４年度

一般会計
へ繰入

特別会計

外 国 為 替 資 金

財 政 投 融 資

年 金

食 料 安 定 供 給

地 震 再 保 険

国 債 整 理 基 金

労 働 保 険

エ ネ ル ギ ー 対 策
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９９..特特定定財財源源一一覧覧（（令令和和４４年年度度当当初初予予算算））  
  

分類 財源 使途特定の根拠法 受入方法等 繰入額 使途 

１．税法で使途

が特定されて

いるもの（い

わゆる目的税

等）(国税分) 

電源開発促進税 電源開発促進税法 一般会計からエネル

ギー対策特別会計（電

源開発促進勘定）に繰

入 

電源開発促進税収入額

の一部に相当する額 

電源立地対策、電源利用対策及

び原子力安全規制対策財源 

消費税 消費税法 一般会計 消費税収から地方交付

税交付金（法定率分）に

相当する金額を除いた

額 

社会保障四経費（年金、医療、

介護、少子化対策） 

２．譲与税法で使

途が特定され

ているもの 

航空機燃料税

（地方譲与分） 

航空機燃料譲与税法 交付税及び譲与税配

付金特別会計へ直入 

航空機燃料税の収入額

の航空機燃料譲与税に

相当する額 

騒音による障害防止及び空港

整備等財源 

３．特会法及び実

体法で使途が

特定されてい

るもの 

 

イ）税 

石油石炭税 

 

 

特別会計に関する法律 一般会計からエネル

ギー対策特別会計（エ

ネルギー需給勘定）に

繰入 

石油石炭税収入額の一

部に相当する額 

燃料安定供給対策及びエネル

ギー需給構造高度化対策財源 

航空機燃料税 

 

特別会計に関する法律 一般会計から自動車

安全特別会計（空港整

備勘定）へ繰入 

航空機燃料税収入額の

空港整備事業に要する

経費の財源に相当する

額 

空港整備等財源 

自動車重量税 公害健康被害の補償等

に関する法律 

一般会計 自動車重量税の収入見

込額の一部に相当する

額 

公害補償対策財源 

たばこ特別税 一般会計における債務

の承継等に伴い必要な

財源の確保に係る特別

措置に関する法律 

国債整理基金特別会

計へ直入 

たばこ特別税の収入額 公債償還等財源 

復興特別所得税 東日本大震災からの復

興のための施策を実施

するために必要な財源

の確保に関する特別措

置法 

東日本大震災復興特

別会計へ直入 

復興特別所得税の収入

額 

復興施策に要する費用及び復

興債の償還に要する費用の財

源 

国際観光旅客税 外国人観光旅客の来訪

の促進等による国際観

光の振興に関する法律 

一般会計 国際観光旅客税の収入

見込額に相当する金額 

国際観光振興施策に必要な経

費の財源 

ロ）関税 牛肉等関税 肉用子牛生産安定等特

別措置法 

一般会計 牛肉等関税の収入見込

額に相当する金額 

肉用子牛等対策 

ハ）税以外 

 

交通反則者納金 道路交通法 一般会計から交付税

及び譲与税配付金特

別会計へ繰入 

反則金の全額 交通安全対策 

 

日本中央競馬会

納付金 

日本中央競馬会法 一般会計 国庫納付金の額に相当

する金額 

畜産振興事業 

社会福祉事業 

電波利用料 電波法 一般会計 電波利用料収入額の全

額 

電波利用共益費用 

特定基地局開設

料 

電波法 一般会計 特定基地局開設料の収

入見込額に相当する金

額 

電波を使用する高度情報通信

ネットワークの整備を促進す

るために必要な施策等 

国有林野事業収

入 

特別会計に関する法律 一般会計から国有林

野事業債務管理特別

会計へ繰入 

国有林野事業収入額の

一部に相当する額 

国有林野事業債務管理特別会

計に属する借入金償還金及び

一時借入金利子 
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（単位：億円）

消費税（国分） 社会保障四経費（年金、医療、介護、少子化対策）

の財源 173,663

石油石炭税

エネルギー対策特別会計

電源開発促進税 （石油石炭税・電源開発促進税） 8,335 ◆

自動車重量税 公害健康被害補償対策に必要な経費の財源

68

牛肉等関税 肉用子牛等対策費の財源 377

交通反則者納金  交付税及び譲与税配付金特別会計へ繰入

都道府県及び市町村

（道路交通安全施設の設置管理費用） 541 ◆

日本中央競馬会 畜産振興事業等に必要な経費及び民間

納付金 の社会福祉事業の振興のために必要な

経費の財源の一部 3,405

電波利用料 電波利用共益費用の財源

750

特定基地局開設料 電波を使用する高度情報通信ネットワークの

整備を促進するために必要な施策等 91

国有林野事業収入 国有林野事業債務管理特別会計 188 ◆

国際観光旅客税 90

自動車安全特別会計

（空港整備勘定） 315 ◆

航空機燃料税
空港整備事業に要する経費の財源
に相当する額

航空機燃料譲与税に相当する額 ・直入 152 ☆ 空港関係市町村及び空港関係都道府県

（空港対策費用）

復興特別所得税 ・直入（全額） 4,280 ☆

たばこ特別税 ・直入（全額） 1,126 ☆

☆（特別会計直入）：計 5,558 億円 ◆（一般会計から特別会計へ繰入）（※）：計 9,379 億円

1100..  特特定定財財源源のの資資金金のの流流れれ（（令令和和44年年度度当当初初予予算算））

国際観光振興施策に必要な経費の財源

一 般 会 計

交付税及び譲与税配付金
特別会計

東日本大震災復興特別会計

国債整理基金特別会計

※ 消費税（国分）のうち、年金特会等に繰り入れられているものは除く。
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